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都道府県労働局長 殿

基発第 0331025号

平成 21年 3月 31日

厚生労働省労働基準局長

( 公 印 省 略 )

義肢等補装具支給要綱の改正等について

社会復帰促進等事業としての義肢等補装具の支給については､｢義肢等補装具

支給要綱の制定について｣(平成 18年 6月 1日付け基発第 0601001号)により

実施 してきたところであるが､今般､｢義肢等補装具支給要綱｣を別添のとおり

改正し､平成 21年 4月 1日以降に受け付けた ｢義肢等補装具購入 ･修理費用支

給申請書｣から適用することとしたので､事務処理に遺漏なきを期されたい｡

記

1 改正の趣旨

平成 19年 12月に取りまとめられた ｢義肢等補装具専門家会議報告書｣に

おいて､｢義肢等補装具の支給又は修理について､申請してから支給あるいは

修理されるまでの間､長い期間を要 している場合があることから､申請者に

早く支給されるように改善を図ることが必要である｣との提言がなされたと

ころである｡

上記の提言等を踏まえ､義肢等補装具の支給又は修理 (現物支給)から､

義肢等補装具の購入又は修理に要した費用の支給 (費用払い)に改め､併せ

て､一定の要件の下に､差額自己負担の取扱い (支給基準又は修理基準に定

める価格との差額を申請者が負担することとして､義肢等補装具の購入又は

修理に要した費用の支給対象とする)を行 うことにより､申請から引渡 しま

での迅速化及び申請者の利便性の向上を図る｡



2 見直しの要点

(1)申請

義肢等補装具の購入又は修理に要する費用の支給を受けようとする者

(以下 ｢申請者｣という｡)は､｢義肢等補装具購入 ･修理費用支給申請書｣

を､事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長 (以下 ｢所轄局長｣とい

う｡)に提出する｡

(2)承認

所轄局長は､申請者が支給基準又は修理基準の要件を満たすものである

と認めたときは､申請者に ｢義肢等補装具購入 ･修理費用支給承認書｣を

交付する｡

(3)見積等

従来､義肢等補装具の支給又は修理の承認を行った都道府県労働局の労

働保険特別会計の支出負担行為担当官 (以下 ｢支出負担行為担当官｣とい

う｡)が行っていた､義肢等補装具の製作又は修理等を行 う業者 (以下 ｢義

肢等補装具業者｣という｡)に対する見積書の提出依頼及び製作 ･修理に係

る注文は､現物支給から費用の支給 (費用払い)に改めることに伴い､不

要となる｡

(4)発注

承認を受けた申請者は､義肢等補装具業者に対し､｢義肢等補装具購入 ･

修理費用支給承認書｣を提示し､義肢等補装具の購入又は修理に係る発注

を行 う｡

(5)検収

従来､義肢等補装具を申請者に交付するときは､支出負担行為担当官か

ら義肢等補装具の検収に関する事務を委任 された職員が立ち会い､注文し

た内容及び個数等について検収 (確認)を行っていたが､現物支給から費

用の支給 (費用払い)に改めることに伴い､不要となる｡

(6)義肢等補装具の購入又は修理に要した費用の支給手順

ア 義肢等補装具業者は､義肢等補装具の引渡しの際､申請者から義肢等

補装具の購入又は修理に要した費用の支払を受けて､申請者に領収書を

発行する｡

イ 申請者は､.｢義肢等補装具購入 ･修理費用請求書｣に義肢等補装具業者

より受領した領収書等を添付し､｢義肢等補装具購入 ･修理費用支給承認

書｣とともに､所轄局長に提出する｡

ウ 所轄局長は､提出された ｢義肢等補装具購入 ･修理費用請求書｣に係

る義肢等補装具について､支給基準又は修理基準の要件を満たすもめと

認められるときは､当該義肢等補装具の購入又は修理に要した費用の支



給決定を行 う｡

エ (1)の都道府県労働局 (以下 ｢所轄局｣という｡)の労働保険特別会

計の支出官は､申請者に対し､義肢等補装具の購入又は修理に要した費

用を支給する｡

(7)受領の委任

申請者は､義肢等補装具の購入又は修理に要した費用につき､所轄局の

労働保険特別会計の支出官から支給される金額の受領を義肢等補装具業者

に委任すれば､義肢等補装具業者に費用 (支給基準又は修理基準に定める

範囲内の金額に限る｡)を支払う必要がないも■のとする｡

なお､申請者が上記の委任を行った場合は､義肢等補装具業者に対し､

必要事項を記載した ｢義肢等補装具購入 ･修理費用請求書｣及び ｢義肢等

補装具購入 ･修理費用支給承認書｣を渡し､申請者に代わり義肢等補装具

業者が､所轄局長に当該書類等を提出するものとする｡

(8)差額自己負担

義肢等補装具に係る種 目､名称､型式､基本構造等は要件を満たすもの

であるが､申請者が希望するデザイン､素材等を選択することにより､支

給基準又は修理基準に定める価格を超えることとなる場合は､当該基準に

定める価格との差額を申請者が負担することとして､義肢等補装具の購入

又は修理に要した費用の支給対象とすることは､差し支えないものとする｡

(9)基準外支給

基準外支給について､別途定めるところにより行 うこととした｡

(10)旅費の支給

支給対象となる旅行について､日本国内に限ると明文化した｡

(ー 3 本通達施行 日時点における経過措置

(1) 平成 21年 3月 31日以前に､平成 20年 3月 31日付け基発第 0331005号

｢義肢等補装具支給要綱の改正等について｣(以下 ｢旧通達｣という｡)に

基づく申請を行い､義肢等補装具の交付が行われていない者については､

本通達に基づく申請がなされたものとして取り扱 う｡

(2) 平成 21年 3月 31日以前に､旧通達に基づく承認を受け､義肢等補装具

の交付が行われていない者については､本通達に基づく承認を受けたもの

として取 り扱 う｡

(3) 平成 21年 3月 31日以前に､旧通達に基づく義肢等補装具の交付が行わ

れ､義肢等補装具の支給又は修理に要した費用が支払われていないものに

ついては､出納整理期間において､旧通達に基づき､義肢等補装具業者に

対し､当該費用を支払 う｡



義 肢 等 補 装 具 費 支 給 要 綱

1 趣 旨

業務災害又は通勤災害により傷病を被った者にあっては､両上下肢の亡失､

機能障害等により義肢その他の補装具等 (以下 ｢義肢等補装具｣とい う｡)を

必要 とすることがあることにかんがみ､これらの者の社会復帰の促進を図る

ため､義肢等補装具の購入又は修理に要 した費用を支給する｡

2 支給種 目

義肢等補装具の購入に要した費用 (以下 ｢購入費用｣という｡)として支給

できる種 目は､次のとお りである｡

なお､①-2の筋電電動義手は､｢義肢等補装具支給要綱の改正等について｣

(平成 20年 3月 31日付け基発第 0331005号)の記の第 1の2に示す特別種

目として購入費用を支給するものとする｡

① 義肢

① -2 筋電電動義手

② 上肢装具及び下肢装具

(卦 体幹装具

④ 座位保持装置

6) 盲人安全つえ

⑥ 義眼

(∋ 眼鏡.(コンタク トレンズを含む)

⑧ 点字器

⑨ 補聴器

⑬ 人工喉頭

⑪ 車いす

⑫ 電動車いす

⑬ 歩行車

⑭ 収尿器

⑮ ス トマ用装具

⑩ 歩行補助つえ

⑰ かつ ら

⑳ 洗腸器付排便剤

⑬ 床ずれ防止用敷ふとん

⑳ 介助用 リフター

⑳ フローテーションパッド(車いす及び電動車いす用に限るD以下同じ.)

⑳ ギャッチベッド

⑳ 重度障害者用意思伝達装置
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3 支給基準

(1)対象者及び範囲

ア 購入費用を支給する対象者及び範囲は､別表 1に定めるところによる｡

イ･別表 1の ｢障害 (補償)給付を受けると見込まれる者｣とは､障害 (棉

償)給付の請求から支給決定まで相当期間を要する場合において､当該

請求の時点で義肢等補装具の支給要件を満たすことが明らかである者を

い う｡

ウ 次の者は､別表 1において ｢障害 (補償)給付を受けた者｣ とみなし

て取 り扱 う｡

(ア)労働者災害補償保険法の一部を改正する法律 (昭和 35年法律第 29

号)の規定による改正前の労働者災害補償保険法 (昭和 22年法律第

50号O以下 ｢労災保険法｣という.)の規定による打切補償費を受け

た者で傷病が治ゆし､義肢等補装具を必要とする程度の障害を残した

もの

(イ)労働者災害補償保険法の一部を改正する法律 (昭和 40年法律第 130

号)の規定による改正前の労災保険法の障害補償費等の支給を受けた

者

(ウ)時効により障害 (補償)給付の支給を受けることができない者

(ェ)労災保険法に規定する第三者行為による災害について損害賠償を受

けたため障害 (補償)給付を受けることができない者

(2)型式及び価格等

購入費用の支給の対象となる型式及び価格等の基準は､別表 2に定めろ

ところによる｡

(3)耐用年数が経過する前の購入費用の再支給

ア 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長 (以下 ｢所轄局長｣とい

う｡)は､本要綱に定める耐用年数を経過する前に使用不能となった義肢

等補装具を有する者から､義肢等補装具の購入に要すろ費用の支給申請

があった場合､申請者の職業､作業態様､ 日常の使用状況､障害の状魔

等を勘案の上､通常の使用状態においてき損 し (本人の故意による事故

によって生じた場合を除く｡)､修理不能 となったものと認められるもの

に限って購入費用を支給できる｡

なお､修理不能 とは､修理により義肢等補装具の本来の機能を復元す

ることができない場合をいう｡

また､修理不能に該当しない義肢等補装具であっても､当該義肢等補

装具の修理に要する費用が､別表2の支給基準に定める価格を超えるも

のと認められる場合は､当該義肢等補装具の購入費用を支給 して差し支

えないものとする｡

イ ｢義肢｣､｢上肢装具及び下肢装具｣､｢盲人安全つえ｣､｢義眼｣､｢車い

す｣及び ｢歩行補助つえ｣について､業務上の事由又は通勤によりき損

し､かつ､修理不能又は使用不能となったときは､当該義肢等補装具 (以
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下 ｢旧使用の義肢等補装具｣という｡)が社会復帰促進等事業として購入

費用を支給された義肢等補装具であるか否かは問わず新たに購入費用を

支給する｡

なお､旧使用の義肢等補装具が社会復帰促進等事業により購入費用を

支給 されたものでない場合には､上記の事由により購入費用を支給 した

義肢等補装具が､その後別表 2に定める耐用年数を超えたときであって

も､新たに社会復帰促進等事業により義肢等補装具の購入費用の支給は

行わない｡

4 修理基準

(1)義肢等補装具の修理に要した費用 (以下 ｢修理費用｣というD)を支給で

きる種 目は､次のとおりである｡

(∋ 義肢

①-2 筋電電動義手

② 上肢装具及び下肢装具

③ 体幹装具

④ 座位保持装置

⑤ 眼鏡 (コンタクトレンズを除く)

⑥ 補聴器

⑦ 人工喉頭

⑧ 車いす

⑨ 電動車いす

⑳ 歩行車

⑪ 収尿器

⑳ 歩行補助つえ

⑬ 介助用 リフタ-

⑭ フローテーションパッド

⑮ 重度障害者用意思伝達装置

(2)修理の要件

修理費用は､社会復帰促進等事業として購入費用が支給された (1)に

掲げる義肢等補装具が､通常の使用状態においてき損 した場合又は経年に

より劣化 した場合等に支給する｡

ただし､次に掲げる場合は､修理費用を支給しないo

ア 本人の故意による事故によって生じたき損の場合

イ 修理により義肢等補装具の本来の機能を復元することができない場合

(3)修理の範囲

ア 修理は､別表 3に基づき行 う｡

イ 修理は､修理を要する義肢等補装具の本来の機能を復元するための一

切の修理とし､耐用年数の範囲内において回数に制限を付さない0
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5 基準外支給

所轄局長は､やむを得ない事情により必要があると認めるときは､別途定

めるところにより､2の支給種目の範囲内において､3の支給基準及び4の

修理基準並びに8の支給の手続に基づかない購入費用又は修理費用の支給を

することができる｡

ただし､本要綱に定める支給基準及び修理基準並び支給の手続では必要最

小限の目的すら達せ られない場合に限り認められるものである｡

6 研究用支給

適正な支給の研究を実施するため､必要に応 じ研究用支給を行 うことがで

きるoL

なお､研究用支給の支給基準等については､別途定める｡

7 海外支給

本要綱に定める ｢義肢｣又は ｢車いす｣の支給対象者であって､海外に居

住 しているものについて､所轄局長は､別途定めるところにより､当該者が

海外の居住地で購入 した ｢義肢｣又は ｢車いす｣の費用を支給することがで

きる｡

8 支給の手続

(1)申請

義肢等補装具の購入又は修理に要する費用の支給を受けようとする者

(以下 ｢申請者｣というQ)は､｢義肢等補装具購入 ･修理費用支給申請書｣

(様式第 1号)を所轄局長に提出する｡

なお､介助用 リフタ-の購入又は修理に要する費用の支給申請にあって

は､申請書に ｢介護人等の状況報告書｣(様式第 1号 (2))を添付するO

(2)障害の確認

所轄局長は､申請者の障害について､社会復帰促進等事業原票又は労災

行政情報管理システム等 (以下 ｢原票等｣とい う.)により確認を行 うO

なお､原票等により､確認できない場合は､申請者の居住地の市町村が

設置する福祉事務所 (社会福祉法 (昭和 26年法律第 45号)に定める福祉

に関する事務所をい う｡以下同じ｡)等に照会し確認を行 う｡

(3)耐用年数の確認

社会復帰促進等事業により､義肢等補装具の購入費用の支給を受け､そ

の後障害者 自立支援法 (平成 17年法律第 123号)に基づき､補装具費の支

給を受けた者に係るその後の耐用年数の経過の確認は､次により行 う｡

ア 所轄局長は､身体障害者手帳等により耐用年数の確認が容易に可能な

場合､当該手帳により必要事項を確認 し､申請書記事欄に耐用年数経過

確認済の記載を行 うo

イ アにより確認ができなかった場合は､申請者の居住地の市町村が設置
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する福祉事務所等に照会し確認を行う｡

(4)承認

所轄局長は､申請者が3の支給基準又は4の修理基準の要件を満たすも

のであると認めたときは､申請者に ｢義肢等補装具購入 ･修理費用支給承

認書｣(様式第2号)を交付する｡

なお､筋電電動義手については､ 9の筋電電動義手の装着訓練及び適合

判定の結果に基づき､また､10の症状照会が必要な義肢等補装具について

は､症状照会の結果に基づき､3の支給基準又は4の修理基準の要件を満

たすものか判断する｡

また､10の症状照会が必要な義肢等補装具については､申請者に対し､

当該義肢等補装具に係る ｢義肢等補装具購入 ･修理費用支給承認書｣を交

付する際に､-併せて､｢症状照会に対する回答書｣(様式第 18号(1)～(4))

を添付する｡

(5)発注

承認を受けた申請者は､速やかに義肢等補装具の製作又は修理等を行 う

業者 (以下 ｢義肢等補装具業者)という｡)に ｢義肢等補装具購入 ･修理

費用支給承認書｣を提示 し､別表 2及び別表3に定める範囲内において､

義肢等補装具の購入又は修理に係る発注を行 う｡

なお､10の症状照会が必要な義肢等補装具については､∫義肢等補装具

購入 ･修理費用支給承認書｣に ｢症状照会に対する回答書｣(様式第 18号

(1)～(4))を添付して提示する｡

また､当該発注を取 りやめた場合は､申請者が所轄局長に対し､その旨

を直ちに報告する｡

(6)引渡し

ア 義肢等補装具業者は､義肢等補装具の引渡しの際､申請者から義肢等

補装具の購入費用又は修理費用の支払を受けて､申請者に領収書を発行

する｡

この際､｢義肢等補装具購入 ･修理費用内訳書｣(様式第8号(2)～(4))

(義肢､装具の製作又は修理を行った場合に限るD)､義肢採型指導医が

交付した ｢証明書｣(様式第 7号)(11の採型指導を行った場合に限る｡)

を申請者に渡す｡

なお､申請者は､義肢等補装具の購入費用又は修理費用につき､当該

費用の支給に係る承認を行った都道府県労働局の労働保険特別会計の支

出官から支給される金額の受領を義肢等補装具業者に委任すれば､義肢

等補装具業者に費用 (13の (1)の範囲内の金額に限る｡)を支払う必

要はない｡

イ 申請者は､アにおいて義肢等補装具の購入費用又は修理費用につき､

当該費用の支給に係る東認を行った都道府県労働局の労働保険特別会計

の支出官から支給される金額の受領を義肢等補装具業者に委任した場合

は､義肢等補装具業者に必要事項を記載した ｢義肢等補装具購入 ･修理
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費用請求書｣(様式第 8号(1))及び ｢義肢等補装具購入 ･修理費用支給

承認書｣を渡 し､申請者に代わり義肢等補装具業者が､所轄局長に当該

書類等を提出する｡

(7)差額 自己負担

別表 2及び別表 3に定める種 目､名称､型式､基本構造等の要件を満た

すものであるが､申請者が希望するデザイン､素材等を選択することによ

り13の (1)の範囲の金額を超えることとな■る場合は､別表 2及び別表3

に定める価格との差額を申請者が負担することとして､義肢等補装具の購

入費用又は修理費用の支給対象とすることは差 し支えない｡

また､ギャッチベ ッドに係る購入費用の支給承認を受けた申請者につい

ては､別表 1に定める電動式ギャッチベッドの支給基準を満たしていない

場合であっても､別表 2に定める手動式ギャッチベ ッドの支給価格との差

額を申請者が負担することとして､電動式ギャッチベッドの支給対象とす

ることは差 し支えない｡

(8)支給基準等に基づかない製作等

義肢等補装具業者は､申請者の障害の状態等を勘案 してやむを得ない事

情により､ 3の支給基準及び4の修理基準に基づかない製作又は修理等を

行 う必要があると思われる場合､速やかに所轄局長に報告を行 う｡

9 筋電電動義手の装着訓練及び適合判定

筋電電動義手の支給に当たっては､確実に筋電信号を検出し､的確に訓練

を行い､実際に申請者が筋電電動義手を使用可能であるか的確に判断する必

要があるo

(1)装着訓練及び適合判定の依頼

ア 所轄局長は､筋電電動義手の購入に要する費用の支給申請を受け付け

たときは､申請者に対 し､｢外科後処置申請書｣(｢労働福祉事業実施要綱

の全面改正について｣(昭和 56年 2月 6日付け基発第 69号)の別添 ｢外

科後処置実施要綱｣(以下 ｢外科後処置実施要綱｣という｡)の様式第 1

号)を提出させ､外科後処置実施要綱の2の対象者として ｢外科後処置

承認書｣(外科後処置実施要綱の様式第 3号)を交付するとともに､下記

(2)の医療機関の うち申請者が希望する医療機関に装着訓練及び適合

判定の実施を依頼する｡

イ 筋電電動義手の装着訓練及び適合判定を実施 した医療機関は､申請者

に対する筋電電動義手の装着訓練及び適合判定の終了後､速やかに､｢適

合判定結果について｣(様式第 12号)により装着訓練及び適合判定の結

果について､所轄局長に対し報告するO

ウ 申請者が筋電電動義手の装着を希望 しないことを申し出た場合又は明

らかに3の支給基準を満たさないことが判明した場合は､｢装着訓練中止

報告書｣(様式第 13号)により､所轄局長に対 し報告するO

エ 8 (4)の承認の可否は､イ又はウの報告に基づき実施する｡
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(2)装着訓練及び適合判定を実施する医療機関の届出等

ア 筋電電動義手の装着訓練及び適合判定を実施する医療機関は､ll(3)

において指定する義肢採型指導医であって､次の (ア)又は (イ)の要

件に該当する医療機関とし､当該医療機関の所在地を管轄する都道府県

労働局長に届出を行 う｡

(ア) 労災保険法第 29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された

病院

(イ)社会復帰促進等事業として外科後処置に係る委託契約を締結してい

る病院又は診療所

イ アの実施医療機関に係る届出を行おうとする医療機関は､当該医療機

関の所在地を管轄する都道府県労働局長に ｢筋電電動義手装着訓練及び

適合判定実施医療機関に係る届出書｣(様式第 14号)(以下 ｢届出書｣と

いう.)を提出するO

なお､提出後､提出した届出書の内容に変更が生じた場合には､届出

書を提出した都道府県労働局長に遅滞なく ｢筋電電動義手装着訓練及び

適合判定実施医療機関に係る変更届出書｣(様式第 15号)(以下 ｢変更届

出書｣とい う｡)を提出する｡

ウ 届出書又は変更届出書の提出があった都道府県労働局長は､速やかに

本省に報告を行 う｡

(3)装着訓練の期間

筋電電動義手の装着訓練の期間は､原則として4週間とする｡

ただし､装着訓練及び適合判定を担当する医師が､訓練期間を延長すれ

ば確実に筋電電動義手の使用が可能であると判断する場合は､装着訓練の

期間を､原則 として最大4週間延長することができる｡

10 症状照会

申請者の身体障害の状態の程度及び当該身体障害の状態に応 じた義肢等補

装具の必要性を判断するため､症状照会を実施する｡

(1)申請者の症状照会は､次に掲げる種 目に対して行 う｡

下記①については､申請の都度､下記①以外は､原則､新規申請の際に

症状照会を行 う｡

なお､下記③については､薬剤の銘柄又は用量を変更する場合について

も症状照会を行 う｡

(∋ 眼鏡 (コンタクトレンズに限る)

② ス トマ用装具

③ 沫腸器付排便剤

④ 重度障害者用意思伝達装置

(2)所轄局長は､(1)に掲げる義肢等補装具の購入に要する費用の支給申請

を受け付けた場合､申請者の診療担当医療機関に対して､申請者の ｢症状

照会書｣(様式第 16号)により､症状照会を行 う｡

-7-



なお､(1)①又は(診 (申請者が薬剤の銘柄又は用量の変更を希望する場

合のみ)に係る購入に要する費用の支給申請を受け付けた場合､所轄局長

は､診療担当医療機関において検査を受けさせるため､予め診療担当医療

機関に連絡 して検査の 日時を決定し､その旨を申請者に ｢検査診断依頼書｣

(様式第 17号)により連絡すること｡

(3)症状照会を受けた医療機 関は､申請者の ｢症状照会に対する回答書｣(様

式第 18号 (1)～(4))について所轄局長-提出する｡

11 採型指導

(1)採型指導は､次に掲げる種 目に対 して行 う｡

(》 義肢

(診 筋電電動義手

③ 上肢装具及び下肢装具

④ 体幹装具

⑤ 座位保持装置

⑥ 車いす

⑦ 電動車いす

(2)採型指導の依頼

ア 所轄局長は､(1)の義肢等補装具の購入に要する費用の支給申請につ

いて承認を行ったときは､労災病院､医療 リハ ビリテーションセンター､

総合せき損センター及び労災指定医療機関の中か ら都道府県労働局長が

指定 した医療機関 (以下 ｢義肢採型指導医｣とい う｡)のうち､申請者が

希望する医療機関に対 して､｢採型指導依頼書｣ (様式第 5号)により採

型指導を依頼する｡

なお､採型指導の依頼は､修理費用の支給又は購入費用の再支給の場

合においても､必要に応 じて行 う｡

イ 採型指導の依頼を受けた義肢採型指導医は､当該義肢等補装具に関す

る採型を行 うとともに､申請者の希望する義肢等補装具業者に対 して採

型結果に基づいた指導を行 う｡

なお､車いす及び電動車いすの採型指導に当たっては､申請者の障害

に応 じて必要な種類､部品及び付属品の選択について指導を行 う｡

(3)義肢採型指導医の指定

ア 義肢採型指導医の指定は､医療機関からの申請に基づいて行 う｡

イ 義肢採型指導医の指定を受けようとする医療機関は､当該医療機関の

所在地を管轄する都道府県労働局長に ｢義肢採型指導委託申請書｣(様式

第 6号)を提出する｡

ウ イの申請書には､当該医療機関の概要を記 した書類､当該医療機関の

全体の平面図及び配置図､義肢採型指導担当医の医師免許証の写 し､略

歴及び国立身体障害者 リハビリテーションセンター学院の実施する補装

具適合判定医師研修会 (以下 ｢研修会｣とい う｡)の修了証の写しを添付
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する｡

エ 次の要件を全て満たす医療機関から義肢採型指導医を指定する｡

(ア)労災病院､医療リハビリテーションセンター､総合せき損センター

又は労災指定医療機関で整形外科診療若 しくは主としてリハビリテー

ション医療を行う医療機関であること｡

(イ)｢労災診療費算定基準について｣(昭和 51年 1月 13日付け基発第 72

号)の別表 1に掲げる医療機関において､整形外科又はリハビリテー

ション医療について2年以上の専門研究の経験を有し､かつ､その期

間も含め5年以上の臨床経験を有するものであって､研修会を修了し

た医師が､実際に義肢装具の採型指導を行うものであること0

(ウ)本要綱で定める義肢採型指導料の額で義肢採型指導を行 うものであ

ること｡

オ 都道府県労働局長は､採型指導医の指定をするときは､別紙 1の契約

書例を参考に当該採型指導医と義肢採型指導に係る委託契約を締結するo

カ 都道府県労働局長は､義肢採型指導医を指定したときは､医療機関名､

所在地､郵便番号､電話番号､最寄駅及び義肢採型指導担当医師名を本

省あて報告する､｡

また､その報告事項に変更があった場合も同様とする｡

キ 本要綱の実施 日以前に義肢採型指導医として指定している医療機関に

ついては､本契約を締結しているものとして取り扱 う｡

(4)義肢等補装具の製作等に係る検査

義肢等補装具業者は､義肢等補装具を製作又は修理 したときは､当該義

肢等禰装具を(2)イの義肢採型指導医に提示して検査を受けるものとし､

当該義肢採型指導医は､検査の結果､当該義肢等補装具が申請者に適合し

ていると認めた場合には､その旨の ｢証明書｣(様式第 7号)を義肢等補装

具業者に交付する｡

12 費用の請求

(1)義肢等補装具の購入費用又は修理費用を請求しようとする者は､｢義肢等

補装具購入 ･修理費用請求書｣(様式第8号(1))｣及び ｢義肢等補装具購入 ･

修理費用支給承認書｣を所轄局長に提出する｡

(2)(1)を提出する際には､次のものを添付する｡

ア ｢義肢等補装具購入 ･修理費用内訳書｣(様式第8号(2)～(4))(義肢､

装具に係る購入費用又は修理費用を請求する場合に限る｡)

イ 義肢採型指導医が交付した ｢証明書｣(様式第 7号)(11の採型指導を

行った場合に限る｡)

ウ 領収書 (申請者が義肢等補装具の購入費用又は修理費用を義肢等補装

具業者に支払った場合に限る｡)

(3)義妓採型指導医は､義肢採型指導料を請求しようとするときは､｢義肢採

型指導料請求書｣(様式第9号(1))及び ｢義肢採型指導料内訳書｣(様武第
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9号 (2)) を所轄局長に提出する｡

(4)上記 9の筋電電動義手の装着訓練及び適合判定を行った医療機関は､装

着訓練及び適合判定に係る費用を請求しようとするときは､外科後処置実

施要綱の 5 (4)の外科後処置に要した費用として､装着訓練及び適合判

定を依頼 した都道府県労働局の労働保険特別会計の支出官に請求する｡

(5)上記 10の症状照会に対する回答を行った医療機関は､症状回答料を請求

しようとするときは､｢症状回答料請求書｣(様式第 19号)を所轄局長に提

出する｡

13 費用の額

(1)購入及び修理

ア 義肢等補装具の購入費用又は修理費用の額は､別表 2及び別表 3に定

める価格の 100分の 103に相当する額の範囲内とする｡

ただ し､次に掲げる購入費用又は修理費用の額については､別表 2及

び別表 3に定める価格の 100分の 105に相当する額の範囲内とする｡

(ア)別表 2の (5)の眼鏡 (弱視眼鏡に係るものを除く｡)の支給

(イ)別表 2の (5)の歩行補助つえ (松葉つえ､カナディアン ･クラッ

チ､ロフス トランド･クラッチ及び多点杖を除く｡)の支給

(ウ)別表 2の (5)

(エ)別表 2の (5)

(オ)別表 2の (5)

(カ)別表 2の (5)

(キ)別表 3の (5)

(ク)別表 3の (5)

(ケ)別表 3の (5)

(コ)別表 3の (5)

のかつ らの支給

の藻腸器付排便剤の支給

の床ずれ防止用敷ふとんの支給

のフローテーションパッドの支給

の盲人安全つえの項中マグネ ット付き石突交換

の眼鏡の項中枠交換(弱視眼鏡に係るものを除く｡)

の眼鏡の項中レンズ交換

の補聴器の項中イヤホン交換､高度琴聴用イヤホン

交換､骨導型用箱形 レシーバー交換､眼鏡形平面レンズ交換及び骨導

型箱形- ツドバン ド交換

(サ)別表 3の (5)の人工喉頭の項中気管カニュー レ交換及び充電器交

換

(シ)別表 3の (5)の車いすの項中クッション交換､夜光反射板交換､

ステ ッキホルダー (杖たて)交換､泥よけ交換､屋外用キャスター (エ

アー式等)交換､転倒防止用装置交換､滑り止めハンドリム交換､キ

ャリバーブレーキ交換､フットブレーキ (介助者用)交換､酸素ボン

ベ固定装置交換､人工呼吸器搭載台交換､栄養パック取付用ガ- トル

架交換及び点滴ポール交換

(ス)別表 3の (5)の電動車いすの項中バッテ リー交換 (マイコン内蔵

型に係 るものを含む｡)､外部充電器交換､オイル又はグリス交換､ス

テッキホルダー (杖たて)交換､屋外用キャスター (エアー式等)交

換､転倒防止用装置交換､クライマーセット (段差乗 り越え補助装置)
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交換､フロントサブホイール (溝脱輪防止装置)交換､酸素ボンベ固

定装置交換､人工呼吸器搭載台交換､栄養パック取付用ガ- トル架交

換及び点滴ポール交換

(セ)別表 3の (5)の歩行補助つえの項中凍結路面用滑り止め (非ゴム

系)交換

(ソ)別表 3の (5)の収尿器に係る交換

(タ)別表 3の (5)の介助用リフタ一に係る交換及び修理

(チ)別表 3の (5)のフローテーションパッドに係る交換

(ツ)別表 3の (5)の重度障害者用意思伝達装置の項中本体修理､固定

台 (アーム式又はテーブル置き式)交換､入力装置固定具交換､呼び

鈴交換､呼び鈴分岐装置交換､接点式入力装置 (スイッチ)交換､､帯

電式入力装置 (スイッチ)交換､筋電式入力装置 (スイッチ)交換､

光電式入力装置 (スイッチ)交換､呼気式 (吸気式)入力装置 (スイ

ッチ)交換､圧電素子式入力装置 (スイッチ)交換､注視点検出ユニ

ット交換､ccDカメラ交換､赤外線照射セット交換及びCCDカメ

ラ用 リモコン雲台交換

イ 別表 2及び別表 3に定める義肢等補装具の価格には荷造運搬料 (院腸

器付排便剤を除く｡)､使用方法の説明及び指導等の要する費用を含むも

のとする｡

なお､所轄局長は､荷造運搬料を別途請求されたときは､義肢等楠装

具の製品代が正当と認められる場合に限り､義肢等補装具の製品代と運

搬料の合算額が別表 2及び別表 3に定める価格を超えない範囲で､これ

を義肢等補装具の価格に含めて支給できる｡

(2)義肢採型指導料

ア 義肢採型指導医が請求できる義肢採型指導料 (車いす及び電動車いす

は除く｡)の額は､採型指導に必要な資材費を含み､義肢等補装具を装着

する1肢につき､健康保険法 (大正 11年法律第 70号)の規定による診

療報酬の算定方法 (平成 20年厚生労働省告示第 59号｡以下同じ)の別

表第 1医科診療報酬点数表に定める治療装具の採型ギプスの点数に労災

保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価

を乗じて得た額とする｡

なお､次の場合は､各項に掲げる区分を適用する｡

(ア)採寸を行った場合

義肢装具採寸法 (1肢につき)

(イ)手指及び足指切断に係る採型を行った場合

治療装具の採型ギプスの義肢装具採型法 (四肢切断の場合)(1肢に

つき)

(ウ)硬性以外の体幹装具に係る採型を行った場合

治療装具の採型ギプスの義肢装具採型法 (四肢切断の場合)(1肢に

つき)
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(ェ)座位保持装置に係る採型を行った場合

治療装具の採型ギプスの体幹を更性装具採型法

イ_ 車いす及び竜動車いすの義肢採型指導料の額は､採型指導に必要な質

材費を含み､車いす又は電動車いす 1台につき､健康保険法の規定によ

る診療報酬の算定方法の別表第 1医科診療報酬点数表に定める診療情報

提供料 (Ⅱ)の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療

費の算定基準に定める単価を乗 じて得た額とする｡

ウ 義肢採型指導料は､義肢等補装具の採型に伴 う診察料､資材費等一切

の費用を含むものとし､初診料等を別途請求することはできない｡

(3)装着訓練科及び適合判定料

装着訓練及び適合判定に要する費用は､原則 として､外科後処置実施要

綱の 6の ｢費用の算定方法｣により算定した額 とするが､､次の場合は､健

康保険法の規定による診療報酬の算定方法の別表第 1医科診療報酬点数表

に定める区分の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診疲費

の算定基準に定める単価を乗 じて得た額とする｡

ただし､アについては､｢労災診療費算定基準について｣(昭和 51年 1月

13日付け基発第 72号)において定める点数に労災保険法の規定による療

養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗 じて得た額とする｡

ア 筋電電動義手の装着訓練 (装着訓練 20分あた り1単位 とし､1日6

単位まで とするO)

運動器 リハ ビリテーション料 (Ⅰ)

イ 筋電電動義手の適合判定

診療情報提供料 (Ⅱ)

り 練習用仮義手の処方､採型､装着及び調整等 (訓練用仮義手 1個につ

き 1回限 りとする｡)

練習用仮義足又は仮義手の義肢装具採型法 (四肢切断の場合)(1肢に

つき)

エ 練習用仮義手のソケット

別表 2に定めるところによる

(4)症状回答料

症状照会に対する回答に要する費用は､健康保険法の規定による診痩報

酬の算定方法の別表第 1医科診療報酬点数表に定める診療情報提供料 (Ⅱ)

の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に

定める単価 を乗 じて得た額 とするO

なお､検査料に要する費用は､健康保険法の規定による診療報酬の算定

方法の別表第 1医科診療報酬点数表に定める点数に労災保険法の規定によ

る療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗 じて得た額とす

る｡

(5)端数調整

算定 した額に1円未満の端数があるときは､その端数は切 り捨てる｡
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14 費用の支払

(1)支給決定

義肢等補装具の購入費用及び修理費用､義肢採型指導料並びに症状回答

料に係る請求書が提出されたときは､13の費用の額に定める要件を満たす

ものであり､かつ､義肢等補装具の購入費用及び修理費用については､別

表 2及び別表 3に定める種目､名称､型式､基本構造等の要件を満たすも

のであるかを確認の上､｢補装具等支給費支給決定書｣(様式第3号)によ

り決裁の事務を行 う｡

(2)支出事務

義肢等補装具の購入費用及び修理費用､義肢採型指導料並びに症状回答

料を支出するときは､｢支出負担行為即支出決定決議書｣により決裁の事務

を行 う｡

(3)支出負担行為の整理区分

支出負捷行為等取扱規則第 14条の規定による支出負担行為の整理区分

は､同規則別表甲号 ｢25保険金の類｣とする｡

(4)支出項 目

義肢等補装具の購入費用及び修理費用､義肢採型指導料並びに症状回答

料は､(項)社会復帰促進等事実費 (目)補装具等支給費から支出するo

(5) (2)の決裁に必要な書類

ア 義肢等補装具の購入費用及び修理費用の支出

(ア)｢義肢等補装具購入 ･修理費用請求書｣(様式第8号(1))

(イ)｢補装具等支給費支給決定書｣(様式第3号)

イ 義肢採型指導に要する費用の支出

(ア)｢義肢採型指導料請求書｣(様式第9号(1))

(イ)｢補装具等支給費支給決定書｣(様式第3号)

ウ 症状照会に要する費用の支出

(ア)｢症状回答料請求書｣(様式第 19号)

(イ)｢補装具等支給費支給決定書｣(様式第 3号)

15 旅費の支給

(1)対象者

旅費は､次の者に支給する｡

ア 義肢､上肢装具､下肢装具､体幹装具､座位保持装置､車いす､電動

車いす又はかつらの採型若 しくは装着のため旅行する者

イ 義眼の装族のため旅行する者

ウ 筋電電動義手に係る装着訓練及び適合判定のため旅行する者

工 眼鏡 (コンタクトレンズに限る｡)又は涜腸器付排便剤の購入費用の支

給に係る検査のため旅行する者

(2)範囲
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旅費は､最 も経済的な通常の経路及び方法により旅行 した場合の旅費に

より計算するものとし､その範囲は､ 日本国内の旅行であって､次のとお

りとする｡

なお､必要 と認められる限 り､回数に制限を付さないものとする｡

ア 旅費の種類は､鉄道賃､船賃､車賃及び宿泊料 とする｡

イ 鉄道賃及び船賃については､普通旅客運賃を支給する｡また､普通急

行列車を運行する線路による旅行で片道 50キロメー トル以上のものに

ついては急行料金を支給 し､特別急行列車を運行する線路による旅行で

片道 100キロメー トル以上のものについては特別急行料金を支給する｡

ウ 車賃は､ 1キロメー トルにつき､37円とするD

エ 宿泊料は､地理的事情等により宿泊の必要が認められる場合に限り､

1夜につき 8,.700円の範囲内におけるその実費額 (飲酒､遊興費､その

他これ らに類する費用を除くO) とするD

オ 定期券及び回数券等､運賃の割引を受けることができる場合の運賃の

額は､その実費額を支給するb

カ 旅費の支給について､本要綱の規定により難い事情がある場合には､国

家公務員等の旅費に関する法律 (昭和 25年法律第 114号)及び同法の運

用の方針に準 じ､最も経済的と認 められる経路及び方法により旅行 した

場合における旅費を支給する｡

(3)手続

旅費の支給 を受けようとする者は､｢義肢等補装具旅費支給申請書｣(様

式第 10号)を所轄局長に提出する｡

(4)旅費の概算払い

ア 所轄局長は､旅行前に旅費の支給を希望する労働者について､当該労

働者の経済的事由により精算払いでは旅行することが困難であると認め

られる場合に限 り､概算払いできる｡

イ 旅費の概算払いを受けた者は､旅行期間経過後､｢義肢等補装具旅費精

算申請書｣(様式第 11号)を所轄局長に提出し､精算を行 う｡

り 旅費の概算払いを受けた者が､相当期間経過するも旅行せず､又は旅行

しないことが確実となったときは､所轄局長は当該者に支給済の旅費を

返納 させ る｡

(5)費用の支払

旅費に要する費用は､(項)社会復帰促進等事業費 (目)社会復帰促進等

旅費か ら支出することとし､支給決定及び支出事務を行 うに当たっては､

(2)に定める要件を満たすものであるかを確認の上､14の (1)及び (2)

に準 じて取 り扱 う｡

16 申請者等に対する請求内容の事実確認

所轄局長は､義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支給決定を行 うに当

たり､必要に応 じて､｢義肢等補装具購入 ･修理費用請求書｣の記載内容 (義
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肢等補装具の種 目､型式､個数等)と､義肢等補装具業者から申請者に引き

渡された義肢等補装具の内容 (種目､型式､個数等)が相違していないかを､

申請者及び義肢等補装具業者に事実確認する｡

17 義肢等補装具に係る費用の返還

所轄局長は､偽 りその他不正の手段により義肢等補装具の購入費用又は修

理費用の支給を受けた者があるときは､当該費用の全部を返還させることが

できる｡

18 社会復帰促進等事業原票の記載

所轄局長は､被災労働者ごとに支給状況を明らかにするため社会復帰促進

等事業原票に記載を行 う｡

19 被災労働者に対する周知

労働基準監督署長は､業務災害又は通勤災害により傷病を被った者 (以下

｢被災労働者｣という｡)の ｢障害 (補償)給付｣､｢傷病 (補償)年金｣の支

給決定及び治ゆ等の時期をとらえて､義肢等補装具の購入費用又は修理費用

の支給対象者となり得る被災労働者に対し､当該費用の支給に関する資料を

交付し説明する等により制度の周知を行 う｡

20 施行期 日

本要綱は､平成 21年4月 1日から施行し､施行日以降に受け付けた ｢義肢

等補装具購入 ･修理費用支給申請書｣について適用する｡

21 経過措置

(1) 平成 21年 3月 31日以前に､平成 20年 3月 31日付け基発第 0331005号

｢義肢等補装具支給要綱の改正等について｣(以下 ｢旧通達｣という｡)に

基づく申請を行い､義肢等補装具の交付が行われていない者については､

本要綱に基づく申請がなされたものとして散り扱 う｡

(2) 平成 21年 3月 31日以前に､旧通達に基づく承認を受け､義肢等補装具

の交付が行われていない者については､本要綱に基づく承認を受けたもの

として取 り扱 う｡

(3) 平成 21年 3月 31日以前に､旧通達に基づく義肢等補装具の交付が行わ

れ､義肢等補装具の支給又は修理に要した費用が支払われていないものに

ついては､出納整理期間において､旧通達に基づき､義肢等補装具業者に

対し､当該費用を支払 うo
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樺 丸 罪 ⊥75-＼衣 [田ノ

労働者災害補償保険

義 肢 等 補 装 具 慧歪 費 用 支 給 申 請 書

労働局長 殿

私は の 慧 歪 に要する費用の支給を受けたいので､申請 に必要な事項を記載の上 申請しますo

平成 年 月 日

( )

⑳ 生年月 日 年 月 日生

(記名押印又は署名)

申請者の

労 働 保 険 番 号

3 傷病名 障害の部位

2 負 傷 ( 発 病 )

治 ゆ

年 月 日

年 月 日

障害補償一時金又は

4 障害等級第 枚 第 号 5 障 害 ~ 時 金 の 受 領 年 月 日

障害(補償)年金又は傷病

6 年金証書番号 号 (補償)年金の支給決定 年 月 日

7 購入費用の支給を受けたい義肢･装具は計 本(前回受給 年 月 日)で

内訳は (イ) 用義肢･装具･筋電電動義手( )本 (ロ) 用義肢･装具 ( )本です｡

8 修理費用の支給を受けたい(イ)義肢･装具の種類は 用義肢･装具･筋電電動義手( )本で修理箇所は です｡

(ロ)座位保持装置､眼鏡､補聴辞､人工喉頭､車いす､電動車いす､歩行喜､収尿器､

歩行補助つえ､介助用リフタ-､フローテーションパッド(車いす.電動車いす用)こ

重度障害者用意思伝達装置の交換箇所は､ です｡

9 購入費用の支給を受けたいのは､座位保持装置､盲人安全つえ､義眼､眼鏡､点字器､補聴器､人工喉頭､車いす､電動車いす､歩行喜､

収尿器､ストマ用装具､歩行補助つえ､かつら､涜腸器付排便剤､床ずれ防止用敷ふとん､介助用リフタ一､フローテーションパッド

(車いす･電動車いす用)､ギャッチベッド､重度障害者用意思伝達装置 個 (前回受給 年 月 日)です｡

10 採型指導を受けたい病院､診療所名

11 購入 (修理)の発注を行う予定の義肢等補装具業者

(〒 ) 電話番号 ( )

(盲主意)

1.前回受給年月 日については､義肢等補装具を受給した年月 日を記入すること｡

2.業務上の事由又は通勤により義肢等をき損したため申請する場合は､上記 ｢2｣から｢5｣までの事項は記入しないで裏面の

｢義肢等き損現課証明欄Jに事業主の証明を受けること｡

3.介助用リフタ-の支給 申請をする場合は､介護人等の状況報告書を添付すること｡

労 働 局 処 理 欄

本件 承認 .■不承認 してよろしいかo 承認書交付年月 日 備 考

局 長 部 長 課 長 ○ ○ 年 月 日

承 認 番 .号



様式第1号(裏面)

義肢等のき損状況等に関する証明

① 義肢等き損年月 日 年 月 日 ② 職 1種

③ き損義肢等の種 目 ④ き損部位

(9 き損の原因及び発生状況

上 記 の とおり証明しますo
(〒 )

住所
事業主

氏名 ⑳

記 事 欄



様式第 1号(2)

介 護 人 等 の 状 況 報 告 書

1 介護人の状況について ｢

(1)氏 名

(2)性 別 男 女

(3)年 齢

(4)申請者 との続柄

(注) (2)は該当するものを○で囲んでください｡

2 家屋構造について

家屋の間取図 (辛面囲)

(注) 1 各部屋の広さ､廊下の幅及び段差 (部屋と部屋､部屋と廊下等)の数

値を記入してください0

2 床面の種類 (畳､畳の上にじゅうたんなどを敷いたもの､板､コンク

リー ト､板又はコンクリー トの上にじゅうたんなどを敷いたもの､その

他)を具体的に書いてください｡



様式 2号

平成 年 月 日

〇 〇 〇 〇 殿

○ ○ 労働局長

義肢等補装具購入 ･修理費用支給承認書

平成 年 月 日付けをもって申請 された の購入 ･ 修理

費用支給 申請について承認 しま したので､この承認書を下記 (病院又は診療所 義肢等

補装具販売 ･修理業者)に提示 して､義肢等補装具の購入 ･修理を行ってください｡

義肢等補装具 の採型指導を行 う病院､診療所の 名 称
所在地

義 肢 等 補 装 具 の 購入 .修理 の発注 を行う業者 の 名 称
所在地

購入 .修理の発注を行 う義肢等補装具の 種 目
個 数

(注意)

1 義肢 ･装具の製作については､義肢採型指導医が採型を行った後に製作業者がこれを製作する

とともに､その義肢 ･装具が製作されたときには､当該医師がこれを検査することとなっており

ます｡

2 製作業者から義肢等補装具を受領したときは､｢義肢等補装具購入 ･修理費用請求書｣(様武第

8号(1))の ｢受領年月日欄｣に､受領した日付を記入してください｡

3 義肢等補装具の購入費用又は修理費用を請求するときには､｢義肢等補装具購入･修理費用請求

書｣(様式第8号(1))に､この承認書の写しを必ず添付してください｡

なお､購入 ･修理した義肢等補装具の種目､型式､個数等を､後日､個別訪問又は製作業者

に対する照会等により確認させていただく場合があります

'承認番号 No. 連絡先

○○労働局労災補償課

T

所在地



平成 年 月 日決定

補装具等支給費支出決定書

金 千 円

ただし､ ほか 件に対する費用

うち

･義肢等補装具の購入糞用又は修理費用 円

･義肢採型指導料 円

･症状照会回答料 円

○請求金額

円

○査 定 減

円

内訳は別紙のとおり



労働者災害補償保険

採 型 指 導 依 頼 書. 病院長殿

当局管内労働者より義肢 .装具に係る購入 .修理費用の支給申請があり､下記の

車おり承認 しましたので､当意労働者が貴院に承認書を提示したと.きは､次により -

お取扱いくださるようお願いしますo

1 義肢 .装具の採型をすること○

2 業者が製作を終えたときは､義肢 .装具の適合について判走の上､同封様式に

･より業者に証明書を渡すことo

3'採型指導料 (¥ )については同封様式により当局宛に請求すること○平成 年 月 . 日

労 働局長匝]

記

承 認 年 月 日 及 び 番 号 平成 年 月 日 第 号

労 働 者 住 所 (〒 )

氏 名

義肢 .装具の種 目及び個数



様式第 6号

労 働 者 災 害 補 償 保 険 法

義 肢 採 型 指 導 委 託 申 請 書

名 称

所 ◆在 地

診 療 科 ■名

病 院 長 名

上記病院を労働者災害補償保険法第29条第 1項の規定に基づく義肢等補装具費

支給要綱による義肢採型指導を行 う病院として指定されたく関係書類を添付の上

申請 します｡

平成 年 月 日

病院の開設者 (その委任を受けた者)

の住所及び職氏名

印

労 働 局 長 殿



様式第7号

労働者災害補償保険

証 明 書

承 認 番 号

･労 働 者 住 所

氏 名

義 肢 .装 具 の 種 目 ､ 個 数

製 作 年 月 日

製 作 業 者 住 所

当院の採型指導により製作 された上記義肢 ･装具は､本人に最 も適令

していることを証明します｡

平成 年 月 日

(〒 )

住 所

採型指導医



様式第8号(1)
労働者災害補償保険

義肢等 補 装 具 雷歪 費用請求書
労働 局 長 殿

請 求 金 額

左官誓言孟亡霊きり､上記請求金額の他､ 〕

なお､義肢等補装具を購入 ･修理するにあたり､上記請求金額の他､

種 別 個 数 単 価 金 額 備 考

円 円

計 円

義肢等補装具の製作
修理を行った業者

義肢等補装具の
受領年月日

平成 年 月 日

振込を希望する金融機関の名称注(1) 銀行 店金塵組合 所 口座番号

香任状注(2) 私 は､義肢等補装具製作業者を代理人 と定 め､私が､請求す る表記 の費用 につ き労災保険か ら支給 さ

れ る金額 の受領 を委任 します○

平成 年 月 日
:委任者 の住所
(申請者)

氏名 ⑳

上 記 の と お り 請 求 し ま す ｡

平成 年 月 日

(〒 )
請求者 住 所

(注 意)

(1) 申請者が受領委任を行ったときは､委任を受けた義肢等補装具業者が

(2) 詣 喜宗蒜 壷屋露 行 きのみJ臥 してください｡
(3) 事項を選択する場合には､該当する事項を丸で囲んでください｡
(4) 請求金額の頭部には､ ｢¥｣の文字をつけてください｡



様式第8号(2)

義 肢 等 補 装 具
購 入

修 理
費 用 内 訳 書

(殻 構 造 義 肢 用)

(D l≡ィ.名 称l

殻 構 造 義 肢 の名 称 .型 式 等｢lEロ.l型 式ー

i】ノ､.採 型 区 分I

② 価 格 内 璃 悪習 よ誓 BIJ製 品 名 数量 単 価円 金 額円 備 考

こ.基 本 価 格IIj

ホ.ソ ケ ッ トi【 千】

- シフ トイ J サ､- トj 】】

I】ト.支 持 部I【

チ.悪嘉是蒜妄言孟霊～ j

リ.外 装【

又 完 成 用 部 品 I

注) 1この内訳書は､殻構造義肢の購入又は修理に要した費用の請求の場合に､様式第8号(1)に
添付すること｡

2 使用材料･部品､型式等の種別は､別表2の(1)又は別表3の(1)により記入すること｡

3製品名は､ヌ.完成用部品についてのみ､別表2-2の1により記入すること｡

4 備考欄には､加算又は減額がある場合にその旨と加減額を記入し､金額欄には加減額を含めた

金額を記入すること｡



様式第8号(3)

義 肢 等 補 装 具 霊 宝 費 用 内 訳 書

(骨 格 構 造 義 肢 用)

(∋ 骨 格 構 造 義 肢 の名 称 .型 式 等 ィ.名 称
ロ.整 式

･.ハ.採 型 区 分

② 価 格 内 訳 使 用 材 料 .部 品 ､型 式 等 の 種 別 製 品 名 数量 単 笠 E金 *R 偏 . 考

ニ.基 本 ■価 格 l

ホ.ソ ケ ッ ト ∫

へ.,ソフ トイ ン サ ー ト l

ト 支 持 部 ～

チ.悪 嘉望遠這 孟宗富 】

リ.外 装

ヌ.完 成 用 部 品 i

注) 1 この内訳書は､骨格構造義肢の購入又は修理に要した費用の請求の場合に､様式第8号(1)
に添付すること｡

2 使用材料･部品､型式等の種別は､別表2の(2)又は別表3の(2)により記入すること｡

3 製品名は､ヌ.完成用部品についてのみ､別表2-2の2により記入すること｡

4 備考欄には､加算又は減額がある場合にその旨と加減額を記入し､金額欄には加減額を含めた
金額を記入すること.



様式第8号(4)

義 肢 等 補 装 具 霊 宝 費 用 内 訳 書

(装 具 用)

① 装具の区分､名称等 ィ,名 画l
D.y 式‡

】ヘ 採 型 区 分 採型.採寸l

② 価 格 内 訳 使 用 材 料 .部 品､型 式 等 の 種 別 製 品 名 数量 単 価円 金 額円 備 . 考

ニ.基 本 価 格

ホ.継 '手 l

へ.支 持 部 】

ト そ の 他 加 算 要 素

チ.完 成 用 ■部 品

注) 1 この内訳書は､装具の購入又は修理に要した費用の請求の場合に､様式第8号(1)に添付すること0

2 名称､種類等の種別は､別表2の(3)又は別表3の(3)により記入すること｡

3 製品名は､ヌ.完成用部品についてのみ､別表2-2の3により記入すること｡

4 備考欄には､加算又は減額がある場合にその旨と加減額を記入し､金額欄には加減額を含めた金

額を記入すること.



様式第9(1)早

労働者災害補償保険

義肢採型指導料請求書

労 働 局 長 殿

上記金額を義肢 ･装具の採型指導料 …__…__.__HB__分_として請求します｡

内訳は別紙のとおりです｡ (内訳書 枚)

平成 年 月 日

(〒 )

所

(記名押印又は署名)

※振込を希望する金融機関の名称 銀行金庫組合 店所 口座番号

(注 意)
(1) 事項を選択する場合には､該当する事項を丸で囲んでください｡
(2) 請求金額の頭部には､ ｢¥｣の文字をつけてください｡
(3) ※の欄は､口座を新規に届け出る場合､又は､届け出た口座を変更する場合

にのみ記入してください｡



様式第9号(2)

承 認 番 号 l

労 働 者 住 所 (〒 )

氏 名

義 肢 .装 具 の 種 目個 数 (個)

採型指導年 月 日 平成 年 月 日

製 作 業 者 住 所 (〒 )

氏 名

内 容 点 . 数 傘 額 摘 要

義 肢 採 型 指 導 : 千 :- : p]



様式第10号 (表面)

労 働 者 災･害 補 償 保 険

義肢等補装具旅 費支給 申請書

労働局長 殿

義肢 等補装 具旅 費 の支給 を受 けた いので､下記 の とお り申請 します｡

平成 年 月 日

(〒 )

住 所

申請者 の 電話番号 ( ) -

氏 名 印 (記名押印又は署名)

1 承 認 書 番 号 N9∴…_I__"___… ___" _※概算払いを受ける場合､記入は不要です｡

2 旅 費 円 (内訳を裏面に記入 してください｡)

事実証明 ､不要ですo 上畠申請者が､当医療機関 (施設)において､平成 "_… 餐 _ー日日且 " … 且

より平成 年 月 日まで 1 義肢 装具 座位保持装置 貴い

す 電動車いす かつらの採型 .装着 2 義眼の装族 3.筋電電動義手に係

る装着 訓練 .適合判定 4 コンタクトレンズ 浣腸器付排便 りの購入費用の支

絵に免 を_検蛮 (該当に○)を行ったことを証明しますo

平成 … HHS" _____Bー__" "冒_

住 所

電話番号 ( )-

医療機関又は施設名

氏 -名 目_ー… … 日_日日_… … ー_ー… HHH_… … 一月l (記名押印又は署名)

振 り込みを希 銀行 店 預金の種類 普通 .当座

口座 番 号望する金融機 金庫

関の名称 組合 所

口座名義人



発 着年 月 日 発着地名 経路 宿泊地 鉄 道 船 舶 車 宿 泊 計

距離 金 額 昆巨離 金 額 距離 金 額 油数 金 額

km 円 km 円 km 円 泊 円



様式第11号 (表面)

労 働 者 災 害 補 償 保 険

義肢 等補装具旅費精算 申請書

労働局長 殿

義肢等補装具旅費の精算をしたいので､下記のとお り申請 します｡

平成 年 月 日

(〒 )

住 所

申請者 の 電話番号 ( )-

氏 名

1 承認書番号 N9∴_-_____M_一一____I"__"_

2 旅 費 円 (内訳を裏面に記入してください｡)

事実証明 上記申請考が､当医療機関 (施設)において､平成"_… 隻 _叩 _"A" _."_A

より平成_ー… _真HH_"BH_"__且まで､_1_L_義隆 _ゝ装具∴_座位俸控装置 一ゝ重IV)Iす 電動車いす かつらの採型 .装着 2 義眼の装巌 3 筋電電動義手に係

る装着訓練 .適合判定 4 コンタクトレンズ 涜腸器付排便剤の購入費用の支

劉 百g*_る鷹萱 (該当に○)を行ったことを証明します○

平成__""隻 _… __且 HHH且

住 所

電話番号 ( )-

医療機関又は施設名

氏 名 印 (記名押印又は署名)

振り込みを希 銀行 店 預金の種類 普通 .当座

口座 番 号望する金融機 金庫

関の名称 組合 所

口座名義人



発 着年月 日 発 着 地名 経路 宿 泊地 鉄 道 船 舶 辛 宿 泊 計

-距離 金 額 距離 金 額 . 距離 金 鋲 泊数 ■金 額

km 円 km 円 km 円 泊 円



様式第 12号

○ ○ 労 働 局 長 殿

平成 年 月 日

適 合 判 定 結 果 に つ い て

下記申請者について､筋電電動義手の適合判定結果を下記のとお り報告する｡

申請者の氏名 ･年齢 申請者の住所

適合判定結果

○ 筋電電動義手を装着する上肢について

1 手先装置の開閉操作に必要な強さの筋電信号の検出の有無

有 ･ 無

2 筋電電動義手を使用するに足る判断力の有無

有 ･ 無

3 筋電電動義手を使用するに足る十分な筋力の有無

有 ･ 無

4 ソケットを装着することができる断端の有無

有 ･ 無

5 筋電電動義手を使用できる肩及び肘の関節可動域の有無

有 ･ 無

○ 筋電電動義手の使用について

1 使用可 ･使用不可

2 1の判断理由

(装着訓練の経過､操作の習熟の程度､ADL評価及び恒常的な必

要性の有無等により具体的な記載 してください｡)



様式第 13号

○ ○ 労 働 局 長 殿

平成 年 月 日

装 着 訓 練 中 止 報 告 書

下記申請者の装着訓練を中止したことについて下記のとおり報告する｡

申請者の氏名 .年齢( ) 申請者の住所



様式第 14号

平成 年 月 日

○ ○ 労 働 局 長 殿

労働者災害補償保険

筋電電動義手装着訓練及び適合判定実施医療機関に係る届出書

下記医療機関を社会復帰促進等事業における義肢等補装具支給制度の筋電電

動義手の装着訓練及び適合判定を実施する医療機関として届出します0

医痩機関 名 称

所産地

郵便番号 -

電話番号

開 設 者



様式第 15号

平成 年 月 日

○ ○ 労 働 局 長 殿

労働者災害補償保険

筋電電動義手装着訓練及び適合判定実施医療機関に係る変更届出書

下記医療機関について､平成 年 月 日付け ｢筋電電動義手装着訓練及び適合

判定実施医療機関に係る届出書｣において届出内容を変更 したので届出します｡

医痩機関 -■ロ.名 称

□ 所讐

□ 郵便番号 -

□ 電話番号

※ 変更する事項の 口 に､｢レ｣を記入する｡

住 所
開 設 者



様式第 16号

症 状 照 会 書

平成 年 月 日

殿

○ ○ 労 働 局 長

下記申請者より､義肢等補装具の について購入費用の支給申

請がありましたので､申請者の症状について､別添 ｢症状照会に対する回答書｣

にて回答をお願い申し上げます｡

記

氏 名

住 所

生年月日 ( ) 性 別 男 ･ 女



様式第 17号

殿

平成 年 月 日

○ ○ 労 働 局 長

検 査 診 断 依 頼 書

義肢等稀装具の購入費用の支給承認に当たって必要がありますので､下記に

より検査診断を受けるようお願いします｡

記

1 検査診断を受ける医療機関

名 称

2 受診 日

平成 年 月 日 時 分頃

3 問い合わせ先

○○労働局労働基準部労災補償課

担当 〇〇〇〇

電話 00-0000-0000



様式第 18号(1)

○ ○ 労 働 局 長 殿

症 状 照 会 に 対 す る 回 答 書

下記 申請者 について､義肢等補装具 (コンタク トレンズ)の購入費用の支給

に係 る症状を判断 したので回答する｡

記

し1



様式第 18号(2)

○ ○ 労 働 局 長 殿

症 状 照 会 に 対 す る 回 答 書

下記申請者について､義肢等補装具 (ス トマ用装具)の購入費用の支給に係

る症状を判断したので回答する｡

記

申請者の氏名 .年齢( ) 申請者の住所

症 状 の 状 態

○ ス トマ用装具について

1 着用の可.杏

着用可 .着用不可

2 必要性の有無

必要あり.必要なし



様式第 18号(3)

○ ○ 労 働 局 長 殿

症 状 照 会 に 対 す る 回 答 書

下記 申請者 について､義肢等補装具 (洗腸器付排便剤)の購入費用の支給に

係 る症状を判断 したので回答す る｡

記

申請者の氏名 .年齢( ) 申請者の住所

症 状 の ■状 態

○ 沫腸器付排嘩剤について
1 必要性の有無

必要あ り .必要な し



様式第 18号(4)

○ ○ 労 働 局 長 殿

症 状 照 会 に 対 す る 回 答 書

下記申請者について､義肢等補装具 (重度障害者用意思伝達装置)の購入費用

の支給に係る症状を判断したので回答するO

記

申請者の氏名 .年齢( ) 申請者の住所

症 ー状 の 状 態

1 重度障害者用意思伝達装置によらなければ､意思の伝達が困難なであ

るかb

困難である ..困難でない

2 1で困難である場合､重度障害者用意思伝達装置が必要であるか○

必要あり.必要なし



4 2で必要ありの場合

(1)呼び鈴装置について

必要あ り･必要なし

(2)入力装置 (選択するものに○をする)

A :接点式入力装置 B :帯電式入力装置

C:筋電式入力装置 Dー:光電式入力装置

E :呼気式 (吸気式)入力装置

F :圧電素子式入力装置

G :画像処理による眼球注視点検出式入力装置

(3) (2)の入力装置を選択した理由

(申請者の障害の状態等 を具体的に記載 してください｡)



様式第19号

労働者災害補償保険

症状回答料請求書

労 働 局長 殿

上記金額を義肢等補装具の症状回答料 -".…"""一旦盆 として請求します.

なお､症状回答した件数､内容は､以下のとおりですO

目 付 申 請 者

1

2

3

4

5

平成 年 月 日

(〒 )

所

(記名押印又は署名)

※振込を希望する金融機関の名称 銀行.金庫組合 店節 口座番号

(注 意)
(1) 請求金額の頭部には､ ｢¥｣の文字をつけてください｡
(2) ※の欄は､口座を新規に届け出る場合､又は､届け出た口座を変更する場合

にのみ記入してください｡



別紙 1 義肢採型指導に係る契約書 (例)

契 約 書

労働者災害補償保険法に基づく社会復帰促進等事業に関して､ 労働局長

(以下 ｢甲｣という｡)と 病院長 (以下 ｢乙｣

という｡)とは､次のとおり契約する｡

第 1条 甲は､乙に対して頭書の社会復帰促進等事業に関し､義肢採型指導の実

施方を委託する｡

第 2条 乙は､都道府県労働局長 (以下 ｢労働局長｣とい う｡)の発行する義肢

等支給 ･修理承認書 (以下 ｢承認書｣という｡)を提示 した労働者に対して､

労働局長が発付した採型指導依頬書に基づき､前条に定める義肢採型指導を実

施するものとする｡

第 3条 ･EPは､乙が第 1条に定める義肢採型指導を実施 したときは､厚生労働省

労働基準局長が定める義肢採型指導料を支払うものとする｡

第 4条 乙は､前条に定める費用については､甲に義肢採型指導を実施した都度

義肢採型指導料請求書 (以下 ｢請求書｣という｡)により請求するものとする｡

ただし､乙が乙の所在地を管轄する都道府県労働局以外の都道府県労働局に

係る義肢採型指導を実施した場合の費用の請求については､当該義肢採型指導

に係る承認書を発行した都道府県労働局長に請求を提出するものとする｡

第 5条 甲は､前条の請求書の提出を受けたときは､遅滞なく乙にその費用を支

払 うものとする｡

なお､前条ただし書の場合は､同条ただし書の承認書を発行した都道府県労

働局長がその費用を支払 うものとする｡

L ∫



第6条 この契約の実施について必要な細目は､厚生労働省労働基準局長が定め

る義肢等補装具支給要綱によるものとする｡

第 7条 甲は､必要に応 じ乙の実施する義肢採型指導について監査を行い､又は

報告を求めることができる｡

第 8条/この契約に定めのない事項については､甲乙双方が協議して定めるもの

とする｡

第9条 この契約の当事者は､2カ月前までに予告すればいっでもこれを解約す

ることができる｡

第10条 この契約の有効期間は､平成 年 月 日から平成 年 月

日までとするD

ただし､有効期間満了の2カ月前までに双方からなんらの意思表示をしない

場合には､この契約の効力を更に1箇年間自動的に更新し､以後も同様とする｡

本契約の成立を証するため本書2通を作成し､双方署名押印の上各1通を所持

するものとする｡

平成 年 月 日

甲 都道府県労働局長

乙 印



別表 1 義肢等補装具購入費用の支給対象者及び支給対象範囲

支給種目 購入費用の支給対象者 購入費用の支給 備 考
(各項目のいずれかに該当する者) 対象範囲

1義肢 (1) 上肢又は下肢の全部又は一部を亡 1障害部位につき2 (1) 断端袋については､別表2に定め

失 したことにより､労災保険法によ ･本を支給対象とする○ る断端袋の年間上限額の範囲内で必

る障害補償給付又は障害給付 (以下 原則､J装飾用.能動 要な枚数を支給対象とすることか

｢障害 (補償)給付｣という.)の支 式､常用､作業用の型 ら､年間の支給累計額の確認を行 う

給決定を受けた音叉は受けると見込 式のなかから異なる型 ため､事業場の所在地を管轄する都

まれる者 式のものを各 1本づつ 道府県労働局長 (以下 ｢所轄局長｣

(2) 上妓又は下肢の全部又は一部を亡 支給対象とする.なお､ という○)は､断端袋の取入費用の

失 したことにより､労災リハビリテ 申請者の希望､障害の 支給都度､社会復帰促進等事業原票

-シヨン医療指定施設又は診療報酬 状態を考慮し､必要に の ｢備考｣欄に､支給日及び支給額

の算定方法 (平成20年厚生労働省告 応 じ､同一の型式のも を記載すること○

示第59号)に基づき定められた特掲 のを 2本支給対象とし (2) 訓練用仮義足については､療養の

診療科の施設基準等 (平成20年厚生 ても差し支えない○ 給付として行われるものであり､社

労働省告示第63号)のうち､心大血 ただし､1-(2)の筋 会復帰促進等事業としては購入費用

管疾患リハビリテーション料､脳血 電電動義手の購入費用 を支給することはできない○

管疾患等リ-ビリテ-シヨン料､運 の支給を受ける者につい (3) 左欄支給卦象者の(3)中の ｢特に

動岸 リハビリテーション料及び呼吸 ては､筋電電動義手を装 必要と認められるものj とは､義足

器 リハビリテーション料の施設基準 着する上肢に対する義 を使用することによって起立程度が

に適合 しているものとして地方社会 肢の支給対象本数は､1 可能となる場合をいう8

保険事務局長に届け出た医療機関のうち労災指定医療機関となっている医療機関において療養し､かつ､労災保険接による療養補償給付又は療養給付 (以下 ｢療養 (補償)給付｣とい う○)を受けている者であって､症状固定後に障害 (補償)給付を受けることが明らかである者 -(3) 11の車いすの支給対象者の(1)から(3)のいずれかに該当する者又は12の電動車いすの支給対象者の(1)から(3)のいずれかに該当する者で､特に必要と静められるもの 本とする.

(4) 既に装着していた義肢で､業務上 き損 した義肢 1本に

の事由又は通勤によりき損し､かつ､ つき 1本を支給対象と

修理不能となったものを有する者 するo

(5) 社会復帰促進等事業として購入費 耐用年数を超えたも

用を支給された義肢であって､別表 の1本につき1本を支

2に定める耐用年数を超えたものを 給対象とする (骨格構

- 1-



1-(2) (1) 両上肢を手関節以上で失ったこと 1人につき1本を支 (1) ｢全廃｣には､高度の麻痔が認め

筋電電動義手 により､障害 (補償)給付を受けた 給対象とする○ られるものを含む○

者又は受けると見込まれる者で､次 (2) ｢手先装置の開閉操作に必要な強

の要件を全て満たす者 さの筋電信号を検出できること｣と

ア 手先装置の開閉操作に必要な強 は､筋電電動義手が節電信号を制御

さの筋電信号を検出できること 信号として､筋電電動義手の手先装

イ 筋電電動義手を使用するに足る 置の開閉を行 うことから､手先装置

判断力を有すること の開閉を行うことのできる程度の筋

ウ 筋電電動義手を使用するに足る 電信号を発生させることができ､か

十分な筋力を有すること つ､筋電信号の分離が可能であるこ

エ ソケットの装着が可能である断 とをいうo

端を有すること (3) ｢筋電電動義手を使用するに足る

オ 肩及び肘の関節の機能に著しい 判断力を有すること｣とは､通常の

障害がないこと 弁識能力を有することをいい､担当

(2) 1上肢を手関節以上で失 うととも 医師の意見により判断すること○

■に､イ由上肢の用が全廃又はこれに準 (4) ｢筋電電動義手を使用するに足る

じた状態になったことにより､障害 十分な筋力を有すること｣とは､筋

(補償)給付を受けた者又は受ける 電電動義手が比較的重量のある義手

と見込まれる者で､上記(1)Jのアから であることから､筋電電動義手を便

オの要件を全てを満たす者 用するためには､切断肢に筋電電動義手を装着して､当該義手を上下左右に移動させることが可能である程度の筋力を有していることをいう○(5) ｢ソケットの装着が可能である断端を有すること｣とは､段端に筋電電動義手のソケットの適合や筋電信.号の検出及び分離に支障を来たす皮膚瞳害 (痘痕又は皮膚植皮等)がないことをいう○(6) ｢肩及び肘の関節の機能に著しい障害がないこと｣とは､筋電電動義手の能力を十分に発揮するために必要な程度の肩及び肘の関節可動域を有していることをいい､担当医師の意見により判断することO(7) 所轄局長は､筋電電動義手の購入費用の支給に当たつては､医師の意見を尊重することD

2 上肢装具 (1) 上肢又は下肢の機能に障害を残す 1障害部位につき2 左欄支給対-象者の(2)中の ｢特に必要

及 び下肢 ことにより､障害 (補償)給付の支 本を支給対象とする○ と認められるもの｣とは､下肢装具を

装具 給決定を受けた者又は受けると見込 使用することによって起立程度が可能
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(3) 既に装着していた上肢装具又は下 き損した上肢装具又

肢装具で､業務上の事由又は通勤に は下肢装具 1本につき

よりき損し､かつ､修理不能となったものを有する者 1本を支給対象とする○

(4) 社会復帰促進等事業として購入費 耐用年数を超えたも

用を支給された上肢装具又は下肢装 の1本につき1本を支

具であって､別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 給対象とする○

3 体幹装具 (1) せき柱に荷重障害を残すことによ 1人につき1個を支

り､障害等級第8級以上の障害 (棉倭)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者(2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された体幹装具であって､別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 給対象とする○

4 座位保持 (1) 四肢又は体幹に著しい障害を残す 1人につき1台を支 座位保持装置は､脳血管障害等によ

装置八 ことにより､障害等級第1枚の障害 給対象とする○ る四肢麻ひ等の神経系の障害又は両上(補償)給付の支給決定を受けた者 ･下肢の欠損､機能障害のため､座位

又は受けると見込まれる者であって､ が不可能若しくは著しく困難な状態に

座位が不可能若 しくは著しく困難な あるものと琵められる者に購入費用を

状態にあると認められるもの 支給するものであることから､所轄局

(2) 社会復帰促進等事業として購入費 長は､.その判断に際して､必要に応じ､

用を支給された座位保持装置であっ 専門医又は診療担当医等の専門的意見

て､別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 を聴取する等の措置を講じること○

5 盲人安全 (1) 両眼に視力障害を残すことにより､ 1人につき1本を支 視力障害の程度は､矯正視力により

つえ 障害等級第4級以上の障害 (補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者(2) 既に使用していた盲人安全つえで､業務上の事由又は通勤によりき損し､かつ､使用不能となったものを有する者(3) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された盲人安全つえであって､別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 給対象とする○ 測定したものとする○

6 義眼 (1) 1眼又は両眼を失明したことによ 失明した 1眼につき 義眼装巌のために要する診療は､r社

り､障害 (補償)給付の支給決定を 1個を支給対象とする8 会復帰促進等事業の外科後処置として
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使用不能となったものを有する者(3) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された義眼であって､別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者

7 眼鏡 (コ (1) 1服又は両月艮に視力障害を残すこ1 1障害につき1個を I(i)視力障害の程度は､規正視力によ

ンタク トレ ともこより､障害等級第13級以上の障 支給対象とする○ り測定したものとする○

ン ズ を 含 香 (補償)給付の支給欽定を受けた (2)所轄局長は､受給者の希望に応じ

む○) 者又は受けると見込まれる者 て矯正眼鏡に代えてコンタク トレン

(2) 社会復帰促進等事業として購入費 ズを支給対象とすることができるが､

用を支給 された膿鏡であって､BIJ表 コンタク トレンズの購入費用の支給

2に定める耐用年数を超えたものを に当たつては､症状照会に対する回

有する者 答書 (様式第18号(1))により､装用が可能であるか確認することO

8 点字米7 (1) 両眼に視力障害を残すことにより､ 1人につき1台を支 視力障害の程度は､矯正視力により
障害等級第4級以上の障害 (補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者(2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された点字器であって､別表 2に定める耐用年数を超えたものを有する者 給対象とする○ 測定したものとするロ

9 補聴器 (1) 1耳又は両耳に聴力障害を残すこ 1障害につき1器を 両耳の障害の場合であつても､1人

とにより､障害等級第11故以上の障害 (補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者(2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された補聴器であって､別表 2に定める耐用年数を超えたものを有する者 支給対象とする. につき1券を支給対象とする○

10人工喉頭 (1) 言語の機能を廃 したことにより､ 1障害につき1個を

障害 (補償)給付の■支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者(2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された人工喉頭であって､別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 支給対象とする. .

11卓いす (1) 両下肢の用を全廃又は両下肢を亡 1人につき1台を支 (1) 車いすは､両下肢の障害により義

失したことにより､障害 (補償)袷 給対象とする○ 足又は下肢装具を使用しても歩行が

付の支給決定を受けた者又は受ける 不可能な者に購入費用を支給するも

と見込まれる者であって､義足及び のであることから､その判断に際し､

下肢装具の使用が不可能であるもの 所轄局長は､必要に応じ専門医耳は

(2) 両下肢の用を全廃又は両下肢を亡 診療担当医等の専門的意見を聴取す.

失したことにより､療養 (補償)袷 る等の措置を講じることC
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に退院見込みのない入院療養の者を

除く｡)であって､傷病が症状固定し

た後においても義足及び下肢装具の

使用が不可能であることが明らかで

あるもの

(3) 両下肢の用を全廃又は両下肢を亡

失したことにより､労災保険法によ

る傷病補償年金又は傷病年金 (以下

｢傷病 (稀償)年金｣という｡)の支

給決定を受けた者であって､当該傷

病の療養のために通院している者で､

義足及び下肢装具の使用が不可能で

あるもの

(4) 既に使用していた車いすで､業務

上の事由又は通勤によりき損し､か

つ､修理不能となったものを有する

者

(5) 社会復帰促進等事業として購入費

用を支給された車いすであって､別

表 2に定める耐用年数を超えたもの

(6) 12の電動車いすの支給対象者の(1)

から(4)のいずれかに該当する者で､

特に必要と認められるもの

(7) 22のギャッチベッドの支給対象者

に該当する者で､特に必要と認めら

れるもの

できない者には購入費用を支給しな

いこと (支給対-象者の(6)又は(7)に

該当する象合を除くC)｡

なお､支給対象者の(6)又は(7)に

▲該当する場合は､手押し型車いすの

購入費用を支給すること｡

(3) レバー駆動型車いすは､レバ∵操

作により片手で駆動できる車いすで

あることから､片麻ひ被災者等両手

で車いすを操作することが困難な者

に購入費用を支給すること｡

(4) 簡易電動型車いすは､居住地等の

状況から悪路の走行や登坂が多く見

込まれる場合であって､手指の障害､

腕力の低下等から他の型の車いすを

使用することが困難な者に購入費用

を支給すること｡

(5) 左欄支給対象者の(6)中の ｢特に

必要と認められるもの｣とは次の場

合をいう｡

(D 自動車により移動する際､電動

車いすの積載が不可能な場合

② 居住する家屋内を移動する際､

家屋の構造等により電動車いすの

使用が不可能な場合

(6) 左欄支給対象者の(7)中の r特に

必要と=賢められるもの｣とは､手押

し型車いすが必要な場合をいう｡

(7) ｢全廃｣には､高度の麻痔が認め

られるものを含む｡

(8) 下記の付属品は､各々の付属品の

支給要件を満たす者に購入費用を支

給すること｡

(D ステッキホルダー

歩行補助つえを併給されている

者で､ステッキホルダーを必要と

する場合

② 泥よけ

未舗装路の走行を頻繁に行う者

で､身体又は服の汚れを防止する

ために泥よげを必要とする場合

③ 屋外用キャスター

屋外､不整地､段差の多い場所

などで車いすを使用することが多

い者､又は､腰痛等の症状があり

車いすの振動により当該症状が悪

化するおそれがある者で､屋外用

キャスターに取り替える必要があ

る場合

庄) 転倒防止用装置
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霧鮭損傷者等で､筋肉の著しい低下等機能障害により体幹のバランスが悪く後方-転倒するおそれがある場合6) 滑り止めハンドリム･握力又は筋肉の著しい低下等上肢に機能障害がある者で､滑り止めハンドリムに交換しなければ車いすの使用が困難である場合(9 キャリバーブレーキ介助者が手押し型辛いすの使用に当たって､手押し型車いすを頻･繁に利用する道路等に登坂が多く支給升象者の安全を確保するために必要とする場合 -⑦ フットブレーキ手押し型車いすの利用に当たって､介助者が手動ブレーキの使用が困巌で女給対象者の安全を確保するために必要とする場合⑧ 酸素ボンベ固定装置酸素ボ■ンべを常用している呼吸機能障害者が､手押し型車いすを使用するに当たって､酸素ボンベ固定装置を必要とする場合⑨ 人工呼吸器搭載台常時人工呼吸器を必要とする呼吸機能障奮者が､手押し型車いすを使用するに当たって､人工呼吸器搭載台を必要とする場合⑩ 栄養パック取付用ガ- トル架経管栄養により食事を摂取している者が､手押し型車いすを使用するに当たって､栄養パック取付用ガ- トル架を必要とする場合⑫ 点清ポール点滑を必要 とする者が､芋押し型車いすを使用するに当たって､点滑ポールを必要とする場合

12電動車い (1) 両下肢及び両上肢に著 しい障害を 1人につき1台を支 (1) 電動車いすの支給対象者は､高度

す 残すことにより､障害 (補償)給付 給対象とする○ の四肢麻ひ等の障害のため､車いす

の支給決定を受けた者又は受けると の使用が著しく困難な者であること

見込まれる者であって､車いすの使 から､所轄局長は､可能な限り実情

用が著しく困難であると認められる に即して判断することとし､判断に

もの 際しては､専門医又は診療担当医等

(2) 両下肢及び両上嘆の傷病に関し､ の専門的意見を聴取する等の措置を

療養 (補償)給付を受けている者 (概 ◆ 講じること○

ね 3か月以内に退院見込みのない入 (2) 電動車いすは､重度障害者に購入

-6-



固定した後においても車いすの使用

が不可能であることが明らかに認め

られるもの

(3) 両下肢及び両上肢に著しい障害を

残すことにより､傷病 (補償)年金

の支給決定を受けた者であって､当

該傷病の療養のために通院している

者で､車いすの使用が不可能である

もの

(4) 業務災害又は通勤災害により呼吸

器又は循環器の障害を受けた者であ

って､次のア又はイのいずれかに該

当し､かつ､車いすの使用が著 しく

困美臣であると認められるもの

ア 呼吸器又は循環器の障害により､

傷病 (補償)年金第 1級の支給決定

を受けた者又は受けると見込まれる

者

イ 呼吸界の障害により､障害 (補償)

給付第 1級の支給決定を受けた者又

は受けると見込まれる者で､次のい

ずれかの要件に該当する者

(ア) 動脈血酸素分圧が50Torr以下

であること

(イ) 動脈血酸素分圧が50Torヱせ超

え60Torr以下であり､動脈血炭

酸ガス分圧が限界値範囲 (37Tor

r以上43Torr以下)にないこと

(ウ) 高度の呼吸困貴覧が羅められ､

かつ､%1秒量が35以下又は%

肺活量が40以下であること

(5) 社会復帰促進等事業として購入費

用を支給された電動車いすであって､

別表 2に定める耐用年数を超えたも

のを有する者

用上の安全を期するため､利用施設

の整備状況､操作の習熟の程度､安

全に使用することができる能力の有

無､介助の確保の状況等を十分考慮

するとともに､在宅重度障害者に購

入費用を支給する場合には､これら

の施設等の整備が必ずしも十分とは

言い難いことから､介助の状況､操

作の習熟の程度､使用環境､重度障

害者の日常生活上における電動車い

すの恒常的な必要性の有無等につい

て､特に十分な検討及び指導を行う

こと∴

(3) 電動 リフ ト式普通型電動重いす

は､職業上の必要性から電動車いす

の底面の高さの調整を必要とする者

又は介護人と同居していない者であ

って当該電動車いすを使用すること

により自力乗降が可能となる者等に

購入費用を支給すること｡

(4) 下記の付属品は､各々の付属品の

支給要件を満たす者に購入費用を支

給すること｡

(D ステッキホルダー

歩行補助つえを併給されている

者で,ステッキホルダーを必要と

する場合

② 屋外用キャスタ⊥

屋外､不整地､段差の多い場所

などで電動車いすを使用すること

が多い者､又は､腰痛等の症状が

あり電動車いすの振動により当該

症状が悪化するおそれがある者

で､屋外用キャスターに取り替え

る必要がある場合

(勤 転倒防止用装置

寮髄損傷者等で､筋肉の著しい

低下等機能障害により体幹のバラ

､ ンスが悪く後方-転倒するおそれ

がある場合

⑥ クライマーセット

頻繁に屋外の段差の多い場所で

電動車いすを使用することが多い

者で､段差越えが困難である場合

⑤ フロントサブホイール

電動車いすの細かなコントロー

ルが困難な高位額髄損傷者等で､

頻繁に利用する道路等において､

電動車いすの脱輪等による危険の

おそれがある場合
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⑥ 酸素ボンベ固定装置酸素ボンベを常用している呼吸機能障害者が､電動車いすを使用するに当たって､酸素ボンベ固定装置を必要とする場合(丑 人工呼吸器搭載台常時人工呼吸辞を必要とする呼吸機能障害者が､電動車いすを使用するに当たって､人工呼吸器搭載台を必要とする場合-⑧ 栄養パック取付用ガ- トル架超管栄養により食事を摂政している者が､電動車いすを使用するに当たって､栄養パック取付用ガ- トル架を必要とする場合⑨ 点滴ポール点清を必要とする者が､畢動車いすを使用するに当たって､点滴ポールを必要とする場合

13歩行事 (1) 高度の失調又は平衡機能障害を残 1人につき1台を支

すことにより､障害等級第 3級以上の障害 (補償)給付の支給決定を受けた音叉は受けると見込まれる者(2) 埠会復帰促進等事業として購入費用を支給された歩行車であって､別表 2に定める耐用年数を超えたものを有する者 給対象とする○

14収尿暑旨 (1) せき髄損傷､外傷性泌尿器障害及 1人につき2器を支 (1) 所轄局長は､回腸導管用収尿器を

び尿路系腫癌等の傷病のため､尿失 給対象とする○ 装着する際に使用する両面粘着シー

禁を伴 うこと又は尿路変向を行った ただし､人口勝朕用 トキこついては､1日1枚使用するも

ことにより､障害 (補償)給付の支 簡易型 (使い捨て型) のとして1年分(12箱(1箱30枚入))

給決定を受けた者又は受けると見込 については､別表 2に をまとめて支給対-象とすることができ

まれる者 定める価格の轟困内で る.

(2) 社会復帰促進等事業として購入費 所轄局長が必要 と認め (2) 所轄局長は､簡易型については､

用を支給された収尿器であって､別 た数とする○ 鮮魚者の傷病の状態 (皮膚炎の有無

表 2に定める耐用年数を超えたもの 及び侯の形状等)及び生活状態によ
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15 ス トマ用 (1) 大腸又は小腸に人工旺門を達設し 別表 2に定める価格 (1) 所轄局長は､ス トマ用装具につい

装具 たことにより､障害 (補償)給付の の範囲内で所轄局長が て､対象者の傷病の状態 (皮膚炎の

支給決定を受けた者又は牽けると見 必要と認めた数を支給 有無及び便の形状等)及び生活状態

込まれる者 対象とする○ により､製品の種類及び交換間隔等

(2) 大腸又は小腸に皮膚湊を残し､腸 を考慮し､必要と認める数を支給対 -

内容の全部若しくは大部分が漏出す 象とすることができる○

ること又は腸内容がおおむね1日に1 (2) 所轄局長は､ストマ用装具の購入

oom1以上を漏出することにより､障 費用の支給の可否､支給する製品の

害 (補償)給付の支給決定を受けた 種類及び支給数については､症状照

者又は受けると見込まれる者 会に対する回答書 (様式第18号(2))

(3) 大腸又は小腸に皮膚湊を残し､.腸内容が1日に少量を漏出することにより､障害 (補償)給付の支給決定を受けた者であって､特に医師がストマ用装具の使用の必要があると認めるもの により判断すること○

16歩行補助 (1) 下肢の全部又は一部を亡失し､又 1人につき1本を支 左欄支給対象者の(4)中の ｢轡に必要

つえ は下肢の機能に障害を残すことによ 給対象とする○ と認められるもの｣とは､歩行補助つ

り､障害等級第7級以上の障害 (描 ただし､両下肢に障 えを使用することによって起立程度が

償)給付の支給決定を受けた者又は 書のある場合には､必 可能となる場合をいう○

受けると見込まれる者であって､義 要に応じ2本を支給対

足又は下肢装具の使用が可能であるもの(2) 贋 に使用していた歩行補助つえで､業務上の事由又は通勤によりき損し､かつ､修理不能とならたものを有する者(3) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された歩行補助つえであって､別表 2に定める耐用年数を超えたものを有する者(4) 11の車いすの支給対象者の(1)から(3)のいずれかに該当する者又は12の電動車いすの支給対象者の(1)から(3)のいずれかに該当する者で､特に必要と認められるもの 象とするo

17かつら (1) 頭部に著しい醜状を残すことによ 1人につき1個を支

り､障害 (補償)給付の支給決定を受けた音叉は受けると見込まれる者(2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給されたかつらをき浸した者(故意にき損した者を除く○) 給対象とする.

18挨腸器付 せき髄損傷者又は排便反射を支配する 1人につき3日に1 (1) 所轄局長は､3日で1個の割合で

排便剤 神経の損傷により､用手摘便を要する状 個の割合で支給対象と 算出した60本 (6か月分)をまとめ

態又は恒常的に1週間に排便が2回以下 するo て支給対象とすることができるo
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償)給付の支給決定を受けた者又は受け 用薬剤の薬価 (薬価基準)｣(平成20

ると見込まれる者で､医師が涜勝男付排 牢厚生労働省告示第60号)に収載さ

便剤の使用の必要があると認めるもの れた薬剤を支給対象とすること○(3) 所轄局長は､渓腸器付排便剤の購入費用の支給の可否､支給する疾腸串付排便剤の銘柄､用量及び支給個数については､症状照会に対する由答書 (様式第18号(3))により判断すること○

19 床ずれ防 傷病 (補償)年金又は障害 (構償)袷 1人につき1枚を支 ｢全廃｣には､高度の麻埠が認め

止 用敷ふとん 付を受けている神経系統の機能に著しい障害を残す者又は両上下肢の用の全廃著しくな両上下肢を亡失した者のうち､常時介護に係る介護補償給付又は介護給付を受けている者 給対象とするo られるものを含む○

20 介助用 リ (1) 次のア又はイのいずれかに該当し､ 1人につき.1台を支 (1) 支給対象者のうち､傷病等級第1

フタ- かつ.､クからカまでのすべてに該当 給対象とする○ 叔第 1号又は第2号に該当する者と

する者に支給する (新規支給の場合 同程度とは､両上下肢の用の全廃､

は､カの要件を除くものとする○)○ 両上下肢の亡失､両上肢の亡失でか

ア 傷病 (補償)年金の支給泳定を受 つ両下肢の用の全廃又は両上肢の用

けた者のうち､傷病等級第1級第1 の全廃でかつ両下肢の亡失等の症状

号若 しくは第 2号に該当するもの又 で常時介護を受けているものをい

はこれらと同程度の障害q)状態にあ うDI

ると欝められるもの'であって､自宅 (2) ｢全廃｣には､高度の麻痔が認め

療養者又は義肢等の支給部活の日か られるものを含む○

ら3カ月以内に退院し､自宅で療養 (3) 所轄局長は､｢介護人｣及び ｢家

すると見込まれる入院療養者である 屋構造｣について､義肢等支給修理

こと 申請書に添付する ｢介護人等の状況

イ 障害 (補償)給付を受けた音叉は 報告書｣(様式第1号 (2))及び支

受けると見込まれる者のうち､障害 給するリアクーの形態､家屋の構造

等級第 1級革 3号若 しくは第4号に 等を総合的に勘案し､購入費用の支

該当するもの又はこれらと同等程度 給の適否を欽定することp

の障害の状態にあると=#められるも (4) 支給対象とする介助用 リフタ-

の は､他者の操作を要するものであっ

ウ 車いす又は義肢の使用が不可能で て､移動式 (つり上げ装置､-ツド

あること シー ト付き)のものをいう○

エ 当該療養者の症状並びに介助用リ (5) 所轄局長は､購入費用の支給決定

フタ-の性能及び操作方鋲を理解 に当たつては､必要に応じ､傷病の

し､介助用リフタ-を安全に使用で 状態､介護及び介蓉人の状況並びに

きる介護人がいること リフタ-の実効性について､診療担

オ 当該療養者の家屋の構造が､介助 当医から専門的意見を聴取する等の

-10-



21 フローテ (1) 社会復帰促進等事業として支給さ 1人につき1枚を支 フローテーションパッドは､その支

一一シ ヨン′ れた車いす又は電動車いすを使用す 給対象とする○ 給時において､現に床ずれが発生して

パッド る者のうち､床ずれがでん部又は大 いることを要件とするものではなく､

腰部に発生するおそれがあり､かつ､ 床ずれが発生するおそれがあり､フロ

診療担当医がフローテーションバツ -チ-シヨンパッドの使用が必要であ

ドの使用を必要と認めたもの ると診療担当医が認めた場合に購入費

(2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給されたフローテーションパッドであって､別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 用の支給を行うこと○

22 ギヤツチ 次の(1)又は(2)のいずれかに該当し､ 1人につき1台を支 (1) 支給対-象とするギャッチベッド

ベッド かつ､(3)に該当する者に支給する○ 給対象とする○ は､原則として利用者の頭部及び脚

(1) 傷病 (補償)年金の支給決定を 部の候斜角度を個別に調整できる機

受けた者のうち､傷病等級第 1級 能を有する特殊寝台とするo

第 1号若しくは第2号に該当する (2) 支給好象者のうち､傷病等級第1

もの又はこれらと同程度の障害の 級第1号又は第2号に該当する者と

状態にあると認められるもので､ 同程度とは､両上下肢の用の全廃､

かつ､自宅療養者 (義肢等の支給 両上下肢の亡失､両上肢の亡失でか

申請の日から3か月以内に退院し つ両下肢の用の全廃又は両上肢の用

自宅で癒着すると見込まれる入院 の全廃でかつ両下肢の亡失等の症状

療養者を含むo)であるもの で常時介護を受けているものをい

(2) 障害 (補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる う○(3) r全廃｣には､高度の麻埠が認め

者のうち､障害等級第 1級第3号 られるものを含む○

若しくは第4号に該当するもの又 (4) 電動式ギャッチベッドは､介護人

はこれらと同等程度の障害の状態 と同居していない者であって当該ギ

にあると認められる者 ヤツチベッドを使用することにより

(3) 車いす(手押し型車いすを除く○) 自力で起き上がることが可能となる

又は義肢の使用が不可能である者 者等に購入費用を支給すること○

23 重度障害 (1) 両上下肢の用を全廃又は両上下肢 1人につき1台を支 (1) r重度障害者用意思伝達装置によ

着用意思伝 を亡失し､かつ､言語の磯能を廃し 給対象とする. らなければ､意思の伝達が困難であ

達装置 たことにより､障害 (補償)給付の ると認められるもの｣とは､重度障

支給決定を受けた音叉は受けると見 害者用意思伝達装置が､まばたき､

込まれる者で､重度障害者用意思伝 息を吹くなどの非常に′J､さな動作に

達装置によらなければ､意思の伝達 より､｢はい､いいえ｣等の意思表

が困難であると認められるもの 示を可能とする機器であることか

(2) 社会復帰促進等事業として購入費 ら､まばたき等の非常に小さな動作

用を支給された重度障害者用意思伝 しかできないものをいい､手を挙げ

達装置であって､別表 2に定める耐 る､首を動かすなどの意思表示を伝

-ilH-



(3) 支給対象者については､重度障害

者用意思伝達装置を使用する者が､

意思を決定する能力を明らかに有す

ることが必要であることから､接点

式入力装置 (スイッチ)､帯電式入

力装置 (スイッチ)､筋電式入力装

置 (スイッチ)､光電式入力装置 (ス

イッチ)､呼気式 (吸気式)入力装

置 (スイッチ)､圧電素子式入力装

置 (スイッチ)又は画像処理による

眼球注視点検出式入力装置 (スイッ

チ)のいずれかにより､自己の明確

な意思を入力することができる者に

限る｡

(4) 重度障害者用意思伝達装置の購入

入費用を支給するに当たっては､自

己の明確な意思を入力することがで

きる者であるか並びに機種及びセン

サーの選定については､症状照会に

対する回答書 (様式第18号(4))に

基づき判断すること｡

(5) 画像処理による眼球注視点検出式

入力装置については､当該入力装置

以外の入力装置の使用が不可能であ

って､当該入力装置によらなければ

意思の伝達が不可能である者に購入

入費用を支給することO

-12-
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別表 2 支給 基準

(1) 義肢 一 殻構造義肢

装 飾 用 アの基本工作法により､エ及びオよりそれぞれ

必要な材料 ,部品を選択し､組み合わせて製作す

ることo

ソケットは､断端との適合に注意し､装着感を

良くするとともに安定性の確保に留意し､残存運

動力を有効に伝えなければならないことo

肩吊りバンドは､使用中容易に変形しない織物

を用い､腰蕎部に不快感､痩痛､皮膚の損傷を生

じないよう留意することo

作業中の繰返 し荷重､振動荷重､衝撃に耐えられ

るよう留意し､信頼性を高めることOp

/＼ン'

ド

壁

辛

部

付

アの基本工作法により､エ及びオよりそれぞれ

必要な材料 ･部品を選択し､組み合わせて製作す

ること｡

ソケットは､断端との適合に留意し､装着感の

良さ､安定性､運動の伝達性を確保するととも

に､ トータルコンタク ト (全面接触型)を原則と

すること｡

コン トロールケーブル (伝導索)は､可境性の

大きい滑らかな鋼製ケーブル又はナイロン単繊維

をハウジング (ケーブル鞘)とともに用い､摩擦

によるケーブルの損耗と力の伝達効率の低下を防

ぐこと｡

肩吊りバン ドは､肘継手､手部の作動力線で､

その適合はコントロールケーブルのアライメント

とともに義手の機能を左右することから適合と取

付けに紗 トの注意を払い､また､膜窟部を過度に

圧迫しないこと｡

肘継手及び手部は､繰返 し使用に対し機能の低

下を来たさず信頼性の高いものであること｡

フ 手 手部は､使用中変形を来たさず信頼性の高いも

ツ 部 のであること○

筋 電 電 動 式 アの基本工作抵により､エ及びオよりそれぞれ

必要な材料 ･部品を選択 し､組み合わせて製作す

イの採型区分に

よるクの基本価

格にエ及びオの

それぞれ使用す

る材料 ･部品の

価格を合算 した

額とすること｡



ることo

肩 義 手 装 飾 用 肩継手は､可動で外転式､屈曲-伸展式又は複

合連動式とし､衣服の損耗を防ぐために突起部の

ないよう留意することo

ハーネス (胸郭帯)は､義手を肩部によく落ち

着かせるようその取付位置を注意して選び､着脱

に便利な構造とすることO

その他は上腕義手装飾用と同じ○

作 業 ◆用 肩継手は､必要に応じ国定できることo

その他は上腕義手作業用と同じo

能動 ハ 手 肩継手は､装飾用 と同じ○ン 部 コン トロールケーブルの取付けにはその位置に

式 ド 付 留意 し､コン トロールケーブルに引張力が働くと

五色Jj 型 き肩継手が動かぬようにすることO

逮 外観を良くするため､肩幅の復元に留意するこ

用 と○

その他は上腕義手能動式と同じ○

フ 手 手部は＼使用中変形を来たさず信頼性の高いも

ツ 部 -のであることo

ク 付壁 その他はハン ド型手部付と同じo

能 ハ 手 ソケットの支持性を増すため､反対側の肩部ま

動 ン 部 でソケット後壁部を延長する等特別の配慮が必要

式 ド 付 であるとともに､痔痛､不快感のないよう適合に

肩 壁 留意することo

甲 肩吊りバン ドの工作に際しては､反対側の肩運

鎖 動を有効に利用す るため運動量増幅機構等を用

骨 い､コン トロールケーブルのアライメントに際し

切 ては､機能の向上に特に留意することo

除用■ その他は能動式普通用と同じ○フ 手 手部は､使用中変形を来たさず信頼性の高いも

ツ 部 のであることo

ク 付壁 その他はハン ド型手部付と同じ○

肘 義'手 装 飾 用 上腕義手装飾用と同じ○

作 業 用 幹部は､作業種目を考慮 したものとすることo

その他は上腕義手作業用と同じ○

能 動 式 上腕義手能動式と同じ○

筋 電 電 動 式 上腕筋電電動式と同じ○

前腕義手 装 飾 .用 ■ アの基本工作法により､エ及びオよりそれぞれ



ることo

ソケットは､断端との適合に注意し､装着感を

良くするとともに残存運動力を有効に伝えるよう

注意すること○

切断面に回旋能力が残っていない場合には､手

継手部で回旋できることが必要であることo

作 業 用 アの基本工作法により､エ及びオよりそれぞれ

必要な材料..部品を選択 し､組み合わせて製作す

ること○

- 必要た応 じて上腕カフ (締革)にハーネスを付

けること○

ソケット､幹部及び肘継手は､作業中の繰返 し

荷重､振動荷重､衝撃荷重に耐えられるよう材質

及び工作法を十分吟味することO

鰭動式 長 ハ アの基本工作法により､エ及びオよりそれぞれ

断 ン 必要な材料 .部品を選択 し､組み合わせて製作す

端 ド ること占

用 型長 フ ソケットは､切断鱒の運動を忠実に伝えるため

及び装着感を良くするため､採型に細心の注意を

払 うこと○また､断端長の許す限り二重ソケット

断 ツ を原則とすることO

端 ク ･ 長断端用には､前腕の回内外運動をできる

用 型 だけ良く伝えるようにソケット先端部の適合

γ 意す >と

中 ハ に留仙 る｣ 〇･ 中断端用には､肘の屈曲 - 伸展運動を忠

断 ン 実に伝えるとともに､1350の屈曲を妨げ

端 ド ることのないように留意することb

用 型中 フ ･ 短断端用には､ソケット及び前腕部が別個

に動く構造､いわゆるスプリットソケット梼

造とし､屈曲時に切断端の脱落を防止するた

断 ツ め､ソケットは肘頭まで包含する構造とする

端 ク ことo

用 型短 ハ コン トロールケーブルは､可境性の大きい平滑

な鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をノ＼クジング

とともに用い､'ケーブルの摩擦を少なくするとと

断 ン もに､摩耗によるケーブルの損傷を極力少なくす

端 ド ることo

用 型短 フ 肩吊りバン ドの適合及びアライメン トは､コン

トロールケーブルのアライメン トとともに能動義

手の機能を左右することから､適合と取付けには

断 ツ 特に留意 し､液輪は､厳駕部の痔痛､不快感､皮

端 ク 膚の損傷を生じないよう適切な保護用被覆を行 う



】用 型 こと○

筋 電 電 動 式 アの基本工作法により､エ及びオよりそれぞれ

必要な材料 .部品を選択し､組み合わせて製作す

ること○

手 義 手 装 飾 用 前腕義手装飾用と同じ○

作 業 用 前腕義手作業用と向じO

能 動 式 前腕義手能動式長断端用と同じ○

筋 電 電 動 式 前腕筋電電動式と同じo

手部義手 装 飾 用 アの基本工作法により､エ及びオよりそれぞれ

必要な材料 .部品を選択し､組み合わせて製作す

ること○

手袋型とすることo

作 業 用 アの基本工作法により､エ及びオよりそれぞれ

必要な材料 .部品を選択し､組み合わせて製作す

ることo

宇部又は前腕部に固定できるようにすること○

宇部には､作業に必要な装置を付けること○

手指義手 装 飾 用 アの基本工作法により､エ及びオよりそれぞれ

必要な材料 .部品を選択し､組み合わせて製作す

ることo

キャップ式又は手袋型のいずれかによること○

作 業 用 アの基本工作接により､エ及びオよりそれぞれ

必要な材料 .部品を選択 し､組み合わせて製作す

ること○

指部は､作業に適するよう形成すること○

股 義 足 常 用 普 通 アの基本工作括により､エ及びオよりそれぞれ

必要な材料 .部品を選択 し､組み合わせて製作す

ることo

ソケットは､装着感を良くするとともに完全に

適合 し､かつ､腸骨稜まで収納することにより､

義足を懸垂するようにすること○革ソケットの場

合は､ソケットの内側を牛クロム革で内張りする

こと○

回転台付の場合､皮革絞 りのソケットは､変形

防止のため帯鋼で補強枠を組み､取 り付けるこ

と○

大腿部及び下腿部は､木製内部の水分を一定に

保つため_の配慮を必要とすることo



運動部分の継手については､防音と減摩に十分

留意すること○

カ アの基本工作法により､エ及びオよりそれぞれ

ナ 必要な材料 .部品を選択 し､組み合わせて製作す

フ~ ること○

イ ソケットは､義足の懸垂､体重支持及び運動性

ア を確保することO

ン 歩容に重要な影響を及ぼすので､アライメント

式 は特に精密に決定すること○

カップリング (軸位調整装置)を用いて必ず試

歩行を行うこと○

両脚の歩長をそろえるため､股屈曲角制限装置

を取り付けることO

作 業 用 耐水性及び防蝕性に留意すること.

その他は足部を除き､常用普通と同じo

義足 常 用 アの基本工作法により､エ及びオよりそれぞれ

必要な材料 .部品を選択し､組み合わせて製作す

ることO

ソケットは､装着感､体重支持及び運動性を良

くするため､適合に留意し四辺型ソケットとすること○

ソフトインサー トは､皮革､軟性発泡樹脂等の

いずれでもよいこと○ただし､状況に応じてソフ

トインサー トを省いてもよいこと○

アル享ニウム合金を使用する場合は､防蝕処理

を施すこと○

吸 着 式 常 用 アの基本工作法により､エ及びオよりそれぞれ

必要な材料 .部品を選択し､組み合わせて製作す

ること.

ソケットは､切断端の解剖､生理学的特性に適

合 した最適形状と軽度の圧迫によって､体重支

持､懸垂力を生じるので､適合には特に留意し､

装着感､切断端の変色､肉の盛り上がり､坐骨結

節の位置等を､十分吟味することo

義足の組立てに際しては､試歩行により装着

感､安定性及び運動性を確保するための歩行分析

を行い､ソケット適合の場合の修正､アライメン

トの調整を行い､正常歩行に近づけるよう努めることo

膝継手の運動を制御するためのブレーキ装置



使用中の緩み､.か じりつきのない.ものを用いるこ

とo■

切断端の状況に応 じて､懸垂補助､歩容の改善

のため､シレジアバンド (懸垂帯)を用いてもよ

いことo

SACH足部は､体重､健肢の足の寸法､常用

する履物､装着者の活動性を考慮して､適切な寸

法､性状で､かつ､信頼性の高いものを使用する

ことo

切断端の状況の許す限り､ トータルコンタクト

を原則とし､やむを得ない場合には切断端末部に

空気室を設けてもよいこと○

作 業 用 耐水性及び防蝕性を与えるよう留意するととも

に､十分な強度を持たせること○

その他は常用と同じO

膝 義 足 常 用 アの基本工作法により､エ及びオよりそれぞれ

必要な材料 .部品を選択 し､組み合わせて製作す

ることo

ソケットの適合には綿密な注意を払い､装着感

を良くするとともに運動性を確保すること.

ソフ トインサー トは､必ず しも必要 としない

が､断端未支持には断端未受を入れること○

下腿部に強化プラスチックを用いる場合は､変

形を防止するよう十分留意すること○

膝継手が遊動式の場合には､膝関節の運動をコ

ン トローjt,する構造又は装置を必要とするほか､

防音､運動部の減摩に留意することo

膝継手は､衣服の損耗を防止するため皮革で包

むこと○

作 業 用 耐水性及び防蝕性に留意すること○

その他は足部を除き､常用に同じ○

下腿義足 常 用 普 通 アの基本工作法により､エ及びオよりそれぞれ

(撃便 必要な材料 .部品を選択し､組み合わせて製作す

式を含 ること○

む) ソケットは､体重支持と義足の運動性のため､

採型に特に留意することo

膝継手軸の取付位置は､椅座時の快さ､歩行時

のピス トン運動及び遊脚時め義足の動きに重大な

影響を与えるので､入念にその位置を決定すること



を施すことD

大腿もも締めの筋金は､歩容､義足の懸垂及び

安定性に影響があるので､筋金のくせとり､長さ

の決定並びにもも柿葺の製作及び取付けには十分

な配慮が必要であることo

P _ アの基本工作法により､エ及びオよりそれぞれ

T 必要な材料 .部品を選択し､組み合わせて製作す

B ること○

式 ソケットは､体重支持､安定性及び運動性を良

くするため､適合に留意し､カップリングを用い

て試歩行を行った上で組み立てること○

精密な適合によってソケットのみを用い､ソフ

トインサー トを省いてもよいことoその場合､切

断端未部はクッション材で支持すること○

外装は､強化プラスチ ック仕上げとするこ

と○

膝カフを皮革で作る場合には､使用中に懸垂パ

ン ドが伸びるのを防止するため､表革と裏打との

間に伸びのないベル ト等をはさむことo

膝継手金具及び大腿もも締革は､用いないこと

を原則とするが､切断端の状況によりやむを得な

い場合は､膝継手金具又は大腿もも締革を用いて

もよいことo

適合判定は､試歩行の段階及び義足完成時に行

うこと○

P ソケット上部の適合には､細心の注意を払い､

T 特に膝関節付近の解剖学的構造によく合わせるこ

S とによって義足を懸垂させること○

式 採型後ギプスソケットによって適合をよく吟

味､修正すること○

その他はPTB式と同じ○

K 義足の懸垂は､内腰部の解剖学的構造によく適

B 合 したくさび又はFAJALの方法によって行わ

M れ､膝蓋骨部は露出するため､特に採型時及び仮

式 合わせ時の適合は､綿密に吟味すること○

膝蓋靭帯より上部のソケットは､左右方向に変

形 Lやすいものとなる傾向があるので､ソケット

形成に際しては､補強材の種類､量､樹脂の強度

を十分吟味して､強度､剛性を減少させぬよう留

意すること○



作 業 用 耐水性及び防蝕性に留意すること.oその他は常用普通と同じo

果 義 塵 アの基本工作法により､エ及びオよりそれぞれ ピロゴフ切断を含

必要な材料 .部品を選択 し､組み合わせて製作するこ.とo義足の懸垂は､切断端の形状を利用 し､ソケットを切断端に固定することによって行われるので､適合に十分留意すること.足部は､遊動足部又はSACH足部の構造特性を利用 したものとすることo特にソケットと足部との結合部の強度を保つように留意することC む○

足根中足 鋼 板 入 り アの基本工作法により､エ及びオよりそれぞれ

義足 必要な材料 .部品を選択 し､組み合わせて製作すること○切断端の骨突出部を損傷しないようソケットの適合 とソケット構造に特に留意すること○足底は､鋼板､ゴムベル ト等を挿入 して弾性 と強度をもたせることo足の形態の復元のため､スポンジで形成 し､足底は牛なめし革を張 り付けること○

足 袋 型 アの基本工作接により､エ及びオよりそれぞれ必要な材料 .部品を選択 し､組み合わせて製作することo足底 は､ゴムベル トを入れ足部の変形を防止し､かつ､耐久性を増加するようにすることo断端から瞳までを包み足袋型とすること○締付けは､前後いずれでもよいこと○足部は､牛なめし革を張り付けること○

足指義足 アの基本工作法により､エ及びオよりそれぞれ必要な材料 .部品を選択 し､組み合わせて製作することo鑑部にゴムバン ドで引き掛け､又は足袋型にし､足部を包んで装着できるようにすること○

(注)

1 義手の作業用に付ける手先用具は､3個を範囲として必要な数だけオの完成用部品を加えること○

2 手先用具の取付部は､ピン固定法又は溝固定法により､太さは9mmとすること○

3 二重ソケットは､断端の表面を均等に受けるようにするものとし､支持部に取 り付け､変形を防止するために

プラスチック等硬質の材料を使用することoなお､皮膚接触面には､軟性の材料を付加することがあることO



ア 基本工作法

工 i呈 作 業 の 内 容

(ア) 断端の観察 断端の表面の状況､関節の運動機能 (屈伸､内転､外転等)の状況並びに肢位の観察及

び特徴の把握

(イ) 採寸及び投影図の作成 情報カー ドの記録､製作に必要な寸泣及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成

(ウ) 採 型 ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型､陽性モデルの注型及び取出し並びに陽

性モデルの修正

(エ) 適合のチェック チェックソケットの製作､チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手

の中心位置の設定

(オ) 陽性モデルの製作 チェックソケット-のギプスの注型､陽性モデルの修正､表面の仕上げ及び乾燥

(カ) ソケット製作 ス トッキネットの被覆､強化材の付加､pVAスリーブの被覆､樹脂の注型､取外し及

びソケットトリミング

(キ) 支持部材の外形の 義手 :パラフィン､プラスチックフォームギプス等による支持部芯材外形の形成及び要

し 形成及び要素の結合 素の結合

義足 :股継手､藤継手､足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整

(ク) 組立て 義手 :継手等各部の親合せ及び結合並びにハーネスの取付け

義足 :カップリングの取付け､ベンチアライメントの設定､各部の組合せ及び結合､懸

垂装置の取付け並びに角度調整

(ケ) 仮合わせ 義手 :ソケットトリミングの修正､/､-ネスの調整及び機能の点検､義手操作の基本の

指導並びに適合の修正

義足 :アライメントの修正､適合の点検及び修正､各部の機能の点検並びに起立及び歩

行の基本動作の括導

(コ) 外装及び仕上げ 義手 :外形の研削､ス トッキネットの被覆及びラミネーション

義足 :カップリングの取外 し､外形の形成､内部余肉の除去､外装並びにソケットの適

合及び機能の最終点検



- J ､ 寂 忙 岡 小 山TA 触 伊 舶 ド



B 批 評 h 州 叩



名 称 採型区分 型 式 価 格円 備 考

義 手 用 A-1 装 飾 用作 業 用能 動 式 32,30032,30043,200 肩甲胸郭間切断用は､12,400円増 しとすることo

A-2 装 飾 用作 業 用能 動 式筋電電動式 34,60034,60040,60072,400 吸着式は､25,200円増しとすることo

A-3 装 飾 用作 業 用能 動 式筋電電動式 31,50031,50036,50072,500 吸着式は､25,200円増しとすること○

A-4 装 飾 用 30,600 額上支持式は､12,600円増しとすることD

作 業 用能 動 式筋電電動式 30,60032,20071,400 スプリット式は､18,900円増しとすることO

A-5 装 飾 用作 業 用能 動 式筋電電動式 27,80027,80031,70070,700

A-7 装 飾 用 8,500 手指5本以内の切断を対象とし､多指切断であってもー単

作 業 用 12,400 位として取 り扱 うこと○

義 足 用 B-1 受 皿 式カナディアン式 83,70083,700 片側骨盤切断用は､17,100円増しとすること○

B-2 差 込 式 52,300 短断端切断用キツプシャフ トは､47,700円増 しとするこ

ライナ-式 94,600 と○

吸 着 式 136,500 ⅠRCソケットは､52,500円増 しとすることO

B-3 差 込 式ライナ一式吸 着 式 50,70070,000111,800 大腿支柱付きは､23,000円増しとすることO

B-4 差 込 式p T B 式p T S式K BM 式 39,30061,20075,90078,400 大腿支柱付きは､23,000円増しとすること○

B-5 差 込 式有 窓 式 41,90063,300

B-6 21,900



位として取り扱 うこと｡

(注)

1 額上支持式は､ミュンスタータイプ及びノースウェスタンタイプとすること｡

2 ソフ トインサー トのシリコーン又は､完成用部品のライナーを使用しで仮合わせ専用のチェックソケットを用

いる場合に限 り､ 42,700円加算できること｡

3 スプリット式とは､前腕極短断端に使用されるものでソケットと前腕支持部がセパ レーツになっており､倍動

式継手又は断端操作式能動継手を持つものであること｡

4 義手の型式は､身体状況や 日常生活の様々な場面に応 じて選択されるものであり､支持部や完成用部品の肘継

手､手先具の型式にかかわらず取り扱 うこと｡

5 TSBソケットについては､その概念がソケット適合の一要素であるため､下腿義足の型式の範囲内で取 り扱

うこと｡

i 5 大腿義足 .膝義足に､ソフ トインサー トのシリコーン又は完成用部品のライナーを使用 した場合は､ライナー

式により取 り扱 うこと｡



エ 製作要素価格

(ア) ソケ ッ ト

名 称 採型 区分 使 用 材 料 価 格 円 備 考

義 手 用 A- 1 アル ミニウム､セル ロイ ド皮 革熱硬化性樹脂熱可塑性樹月旨 10,5008,50019,2004,850

A-2 アル ミニウム､セル ロイ ド皮 革熱硬化性樹脂熱可塑性樹脂熱硬化性樹月旨 (筋電電動式) 9,300ll,30013,1006,35021,000

A- 3 アル ミニウム､セル ロイ ド皮 革熱硬化性樹脂熱可塑性樹月旨熱硬化性樹脂 (筋電電動式) 9,30012,20013,1004,50021,000

A-4 アル ミニウム､セル ロイ ド皮 革熱硬化性樹脂熱可塑性樹脂熱硬化性樹月旨 (筋電電動式) 8,200ll,20012,9004,45020,800

A-5 アル ミニウム､セル ロイ ド皮 革熱硬化性樹脂熱可塑性樹脂熱硬化性樹脂 (筋電電動式) 9,8008,45012,2006,40020,800

A-6 セル ロイ ド皮 革熟考更化性樹脂熱可塑性樹月旨 8,0008,2009,950_6,250

A-7 皮 革熱硬化性樹月旨熱可塑性樹脂 3,7003,7003,200

義 足 用 .■B- 1 アル ミニウム､セ′レロイ ド熱硬化性樹脂熱可塑性樹脂 20,70033,40014,200



アル ミニウム､セルロイ ド皮 ＼革熱硬化性樹脂熱可塑性樹脂 13,800 ることO

18,000 二重式ソケットは､内ソケットの使用材料の価

26,100 格を加算することができること○

15,200 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は､15,300円増しとすること○

し B-? アル ミニウム､セルロイ ド 14,100 エアクッションソケットは､14,500円増しとす

皮 革 23,200.ることO

熱硬化性樹脂 38,700 二重式ソケットは､内ソケットの使用材料の価

熱可塑性樹脂 17,300 格を加算することができること○主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は､15,000円増しとすること○

ら-4 アルミニウム､セルロイ ド ll,100 エアクッションソケットは､13,200円増しとす

皮 革 16,400 ることo

熱硬化性樹脂 23,800 二重式ソケットは､内ソケットの使用材料の価

熱可塑性樹脂 12,300 格を加算することができること○主たる積層材にカーボンス トッキネットを用い樹脂注型を行う場合は､5,950円増しとすること○

ち-5 アルミニウム､セルロイ ド ll,500 エアクッションソケットは､L2,100円増しとす

皮 革 16,700 ることO

熱硬化性樹脂 22,500 主たる積層材にカーボンストッキネットを伺い

熱可塑性樹脂 9,850 樹脂注型を行う場合は､8,300円増しとすること○

ら-6 セ′レロイ ド ll,400 エアクッションソケットは､11,300円増しとす

皮 革 9,700 ること○

熱硬化性樹脂 20,800 主たる積層材にカーボンス トッキネットを用い

熱可塑性樹月旨 9,650 樹脂注型を行う場合は､5,050円増しとすること○

(イ) ソフトインサー ト

名 称 採 型 区 分 使 用 材 料 価 格 円 備 考

義 手 用 A-1 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂 4,1504,3007,200



A-3 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂 3,7004,2006,950

A-4 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂 3,6004,1506,750

A-5 皮 革軟 性 発 泡 樹 月旨皮革 .軟性発泡樹脂 3,6004,1506,750

義 足 用 ち- 1 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂 6,1504,750■9,300

B-2 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂皮革 .フェル トシ リ コ ー ン 4,7504,4506,3008,60038,800

B-3 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂皮革 .フェル トシ リ コ ー ン 5,3504,5508,6009,4504ユ,800

B-4 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 一致性発泡樹脂皮革 .フェル トシ リ コ ー ン 3,9504,2506,5007,45033,400

ち-5. 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 -軟性発泡樹月旨 4,1506,7007,350

B-6 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂 2,650'3,0005,300

B-7 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂 2,0002,4004,100

(注)

1 軟性発泡樹脂とは､PEライ ト及びスポンジであることO

2 ソフ トインサー トは､骨突起部等に部分的に当てるものではなく､断端の全体を覆 うものであることD

3 シリコーンとは､F.R.P.同様にラミネー トされたものであり､完成用部品のライナーを加えられないこ



(ウ) 支持部

使 用 材 料 備 考

アルミニウム､セルロイ ド

熱硬化性樹脂

アルミニウム､セルロイ ド

熱硬化性樹脂

肩義手用及び上腕義手用に幹部を使用

する場合に限ること｡

前腕義手用に幹部を使用する場合に限

ることD

木 製

アルミニウム､セルロイ ド

熱硬化性樹脂

木 製

アルミニウム､セルロイ ド

熱硬化性樹脂

軟性発泡樹脂

股義足用及び大腿義足用に鉄脚を使用

する場合に限ること｡

下腿義足用に鉄脚を使用する場合に限

ること｡

(注) .

1 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は､支持部に外装の価格を加算すること｡ただし､熱可

塑性樹脂で成型された支持部そのものが外装となる場合は､外装のプラスチックを加算することができないこ

と｡

2 果義足用､足根中足義足用及び足指義足用の場合に限り､足部を加えることができること｡

3 肩義手で､ソケットに続 く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行 う場合

は､ 8,350円増 しとすること｡

4 股義足で､ソケッ トに続 く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な

修正を行 う場合は､ 9,850円増しとすること｡

5 熱可塑性樹脂については､セルロイ ドに準ずること｡



(ェ) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品

使 用 部 品 備 考

義

手

用

ハ

ー

ネ

ス

胸郭用ベル トハーネス一式

肩たすき一式

胸郭用べ′レトハーネス一式

肩たすき一式

8字ハーネス-式

胸郭用ベル トハーネス-式

8字ハーネス-式

9字ハーネス一式

たわみ継手 (一組)

前方支持バンド

上腕カフ (三頭筋パッド)

義

足

腰

重

用

部

品

価格は､ 1本当たりのものであること｡

(注)

1 肘義手用は､上腕義手用に準ずること｡

2 手義手用及び手部義手用は､前腕義手用に準ずること｡

3 膝義足用は､大腿義足用に準ずること｡

4 サイム義足用は､下腿義足用に準ずること｡

5 下腿義足常用軽便式の懸垂用膝カフは､ PTB膝カフに準ずること｡

6 義手用ハーネスは､使用部品の項目に一式とされているものであっても､使用部品の組み合わせができるこ

と｡

7 能動式に用いられるハーネスで､他の義手用ハーネスの組み合わせを必要とする場合には､それぞれ組み合わ

せることができること｡

8 義足懸垂用部品は､使用部品の項目に一式とされているもの (大腿もも締め一式を除く｡)は､他の義足懸垂

部品を加えられないことo

( ～



(オ) 外 装

名 称 外 装 部 位 使 用材 料等 価 格円 備 考

義 手 用 肩 部 皮 革プ ラスチ ック塗 装 5,25014,5001,850

上 腕 部 皮 革プ ラスチ ック塗 装 5,40014,1001,650

前 腕 部 皮 革プ ラスチ ック塗 装 5,300ll,1001,750

義 足 .用し 股 部 皮 革プ ラスチ ック塗 装 9,5bo15,9003,.050

大 腿 部 皮 革プ ラスチ ック塗 装 7,85014,3002,750

下 腿 部 皮 革プ ラスチ ック塗 装 7,15012;4002,450

足 部 表 革裏 革塗 装リアルソックス 4,8503,3003,2001,000 リアルソックスは､完成用部品を加えることができること勺

(注)

1 肩部及び股部については､ソケット自体が外装を兼ねる場合は､外装を加算できないこと○

2 足部の表革及び裏革については､木製足部の場合に加算することができること..ただし､耐久性を高める必要

オ 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称､使用部品､価格等については､別表2-2に定めるところによること｡



カ 耐用年数

(ア) 義肢本体

区 分 名 称 型 式 耐用年数 年 備 考

義 手 上 腕 義 手 装 飾 用 4 耐用年数以内の破損及び故障に際 して

作 業 用 3 は､原則として修理又は調整を行 うこと○

肩 義 手 能 動 式装 飾 用作 業 用 343

肘 . 義 手前 腕 義 手手 義 手手 部 義 手手 持 義 手 能 動 式装 飾 用作 業 用装 飾 用作 業 用 33331212

義 足 股 義 足大 腿 義 足 常 用吸 着 式 435

膝 義 足下 腿 義 足 作 業 用常 用作 業 用 3322

(イ) 完成用部品

材 料 . 部 品 名 耐用年数 年 備 考

継 手 類 3 耐用年数以内の故障に際 しては､原則として小部品の取替えにより

考

1 本表の価格は､医師の採型技術料は含まないものであること｡

2 耐用年数は､通常の装用状態において､当該材料 ･部品が修理不能となるまでの予想年数を示 したものであることO



(2) 義肢 一 骨格構造義肢

名 称 型 式 使 用材 料 .部 品及 び 工 作 法 価 格 備 考

肩 義 手 装 飾 用 アの基本工作法により､エ及びオよりそれぞれ イの採型区分に

必要な材料 .部品を選択し､組み合わせて製作す よるクの基本価

ることO 格にエ及びオの

外形カバーは､容易に着脱できるように製作す それぞれ使用す

ること○ る材料 .部品の価格を合算した額とすることo

上腕義手 装 飾 用 肩義手と同じo

前腕義手 装 飾 用 肩義手と同じ○

股 義 足 カナディア アの基本工作法により､エ及びオよりそれぞれ 片側骨盤切除用を含むも

ン式 必要な材料 .部品を選択し､組み合わせて製作すること○外形カバーは､断端の状態､職業等を考慮して､一体的又は膝上下分離式及び軟性又は硬性の選択を行い､容易に着脱できるように製作すること○ -のであることO

大JLLd義足 差 込 式 股義足と同じo キツプシャフト (短断端切断用)を含むものであることD吸着式には､差込吸着式を含むものであること○

吸 着 式 股義足と同じo

膝 義 足 常 用 アの基本工作法により､エ及びオよりそれぞれ必要な材料 .部品を選択し､組み合わせて製作すること8外形カバーは､断端の状態､職業等を考慮して､軟性又は硬性の選択を行い､容易に着脱できるように製作することo

下腿義足 pT B式 膝義足と同じo

p T S式 膝義足と同じ○

K BM 式 膝義足と同じo

長 断 端 用 藤義足と同じo サイム義足を含むものであること○ただし､この場合外形カバーは加算できないこと.

(注)

1 二重ソケットは､断端の表面を均等に受けるようにするものとし､支持部に取り付け､変形を防止するために

プラスチック等硬質の材料を使用すること○なお､皮膚接触面には､軟性の材料を付加することがあること○



ア 基本工作法

工 琴 作 業 の 内 容

(ア) 断端の観察 断端の表面の状況､関節の運動機能 (屈伸､内転､外転等)の状況並びに肢位の観察及

び特徴の把握

(イ) 採寸及び投影図の作成 情報カー ドの記録､製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成

(ウ) 採型 ギプス包帯法による陰性モデルめ採型及び順型､陽性モデルの注型及び取出し並びに陽

性モデ′卜の修正

(エ) 適合のチェック チェックソケットの製作､チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手

の中心位置の設定

(オ) 陽性モデルの製作 チェックソケット-のギプスの注型､陽性モデルの修正､表面の仕上げ及び乾燥

(カ) ソケットの製作 ス トッキネットの被覆､強化材の付加､pVAスリーブの被覆､樹脂の注型､取外し及

びソケットトリミング

(キ) 支持部材の外形の 義手 :パラフィン､プラスチックフォームギプス等による支持部芯材外形の形成及び要

形成及び要素の結合 素の結合

義足 :股継手､膝継手､足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整

(ク) 組立て 義手 :継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け

義足 :カップリングの取付け､ベンチアライメン トの設定､各部の組合せ及び結合､懸

垂装置の取付け並びに角度調整

(ケ) 仮合わせ 義手 :ソケットトリミングの修正､′＼-ネスの調整及び機能の点検､義手操作の基本の

指導並びに適合の修正

義足 :アライメン トの修正､適合の点検及び修正＼各部の橡能の点検延びに起立及び歩

行の基本動作の指導

(コ) 外装及び仕上げ 義手 :フォームラバーの穴掘り及び外形の研削､ス トッキネットの被覆

義足 :カップリングの取外 し､外形の形成､内部余肉の除去､外装並びにソケットの適

合及び機能の最終点検

( )
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ウ 基本価格

備 考

肩甲胸郭間切断用は､12,400円増 しとすること｡

吸着式は､25,200円増 しとすること｡

額上支持式は､12,600円増 しとすること｡

スプリット式は､18,900円増 しとすること｡

カナディアン式 片側骨盤切断用は､17,100円増 しとすること｡

差 込 式

ライナ一式

吸 着 式

短断端切断用キップシャフ トは､48,100円増 しとすること｡

IRCソケットは､52,500円増 しとすること｡

差 込 式

ライナ一式

吸 着 式

差 込 式

P T B 式

P T S式

K B M 式

大腿支柱付きは､23,000円増 しとすること｡

差 込 式

有 窓 式

(注)

1 顧上支持式は､ミュンスタータイプ及びノースウェスタンタイプとすることC

2 スプ リット式とは､前腕極端断端に使用されるものでソケットと前腕支持部がセパレーツになっており､倍動

式継手又は断端操作式能動継手を持つものであること｡

3 ソフ トインサー トのシリコーン又は､完成用部品のライナーを使用 して仮合わせ専用のチェックソケットを用

いる場合に限 り､42,700円加算できること｡

4 TSBソケットについては､その概念がソケット適合の一要素であるため､下腿義足の型式の範囲内で取 り扱

うこと｡

5 大腿義足 ･膝義足に､ソフ トインサー トのシリコーン又は完成用部品のライナーを用いた場合は､ライナー式

により取 り扱 うこと｡

上 ノ



エ 製作要素価格

(ア) ソケット

名 称 採型区分 使 用 材 料 価 格円 備 考

義 手 用 A-1 アルミニウム､セルロイ ド皮 革熱硬化性樹脂熱可塑性樹脂 10,5008,50019,2004,850

A-2 アル ミニウム､■セルロイ ド皮 革熱硬化性樹脂熱可塑性樹脂 9,300ll,30013,1006,350

A-3 アルミニウム､セルロイ ド皮 革熱硬化性樹脂熱可塑性樹脂 8,200ll,20012,9004,450

義 足 用I B-1 アルミニウム､セルロイ ド熱硬化性樹脂熱可塑性樹脂 20,70033,40014,200

ら-2 木 製 45,500 エアクッションソケットは､14,500円増しと

アルミニウム､セルロイド 13,800 することO.

皮 革 18,000 二重式ソケットは､内ソケットの使用材料の

熱硬化性樹脂 26,100 価格を加算することができることo

熱可塑性樹脂 15,200 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は､15,300円増しとすること○

B-3 アル ミニウム､セルロイ ド 14,100 エアクッションソケットは､14,500円増しと

皮 革 23,200 すること○

熱硬化性樹脂 38,700 二重式ソケットは､内ソケットの使用材料の

熱可塑性樹脂 17,300 価格を加算することができること○主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行 う場合は､15,000円増しとすることo

B-4 ､アル ミニウム､セルロイ ド ll,100 エアクッションソケットは､13,200円増しと

皮 革 16,400 すること○

熱硬化性樹脂 23,800 二重式ソケットは､内ソケットの使用材料の

熱可塑性樹脂 12,300 価格を加算することができること○主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行 う場合は､ 5,950円増しとすることo

B-5 アル ミ̀ニウム､セルロイ ド ll,500 エアクッションソケットは､12,100円増しと

皮 革 16,700 すること○

熱硬化性樹脂 22,500 主たる積層材にカーボンス トッキネットを用



(イ) ソフ トインサー ト

名 称 採型区分 使 用 材 料 価 格円 億 . 考

義 手 用 A-1 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂 4,1504,3007,200

A-2 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂 3,7004,2006,950

A-3 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂 3,6004,1506,750

義 足■用 B-1 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂 6,1504,7509,300

B-2 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂皮革 .フェル トシ リ コ ー ン 4,7504,450-6,3008,60038,800

ら-3 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡歯脂皮革 .フェル トシ リ コ ー ン 5,3504,5508,6009,45041,800

B-4 皮 革軟 性 者 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂皮革 .フェル トシ l) コ ー ン 3,9504,2506,5007,45033,600

B-5 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂 4,1506,6507,300

(荏)

1 軟性発泡樹脂とは､PEライ ト及びスポンジであること○

2 ソ7トインサー トは､骨突起部等に部分的に当てるものではなく､断端の全体を覆 うものであることO

3 シリコーンとは､F.R,P.同様にラミネー トされたものであり､完成用部品のライナーを加えられないこ



(ウ) 支持部

名 称 . 価 格円 備 考

肩 義 手 用 13,000

上 腕 義 手 用 10,400

前 腕 義 手 用 10,300

股 義 足 用 15,600

大 腿 義 足 用 15,600

下 .腿 義 足 用 10.300

(注)

1 肩義手で､ソケットに続 く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部 との接続のために修正を行 う場合

は､ 8,300円増 しとすること○

2 股義足で､ソケットに続 く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修

( (ェ) 義手用/､-ネス及び義足懸垂用部品

区 分 名 称 使 用 部 品 価 格円 備 考

義手■用′ヽlネ .ス 肩 義 手 用 胸郭用ベル トハーネス一式肩たすき一式 20,20010,100

上腕義手用 胸郭用ベル トハーネス一式肩たすき一式8字ハーネス一式 19,90010,1009,2.00

前腕義手用 胸郭用ベル トハーネス一式8字ハーネス一式9字ハーネス-式上腕カフ (三頭筋パッド) 17,1007,4504,8004,850

義足塞用部ーコロロ 股 義 足 用 懸垂帯一式 14,300

大腿義足用 シレジアバンド一式肩吊帯腰バン ド横吊帯義足用股吊帯 6,9006,0008,3001,5501,950 価格は1本当たりのものであること○

下腿義足用 腰バン ド横吊帯大腿もも締め一式PTB膝カフ一式 8,3502,15010,7008,250

(注)

1 肘義手用は､上腕義手用に準ずること○

2 手義手用及び宇部義手用は､前腕義手用に準ずること○

3 膝義足用は､大腿義足用に準ずること○

4 サイム義足用は､下腿義足用に準ずることO



6 義手用ハーネスは､使用部品の項目に一式とされているものであっても､使用部品の組み合わせができるこ

と｡

7 能動式に用いられるハーネスで､他の義手用ハーネスの組み合わせを必要とする場合には､それぞれ組み合わ

せることができること｡

8 義足懸垂用部品は､使用部品の項目に一式とされているもの (大腿もも締め一式を除く｡)は､他の義足懸垂

部品を加えられないこと｡

(オ) 外 装

名 称 価 格円 備 考

肩 義 手 用 10,300

上 腕 義 手 用 8,200

前 腕 義 手 用 7,300

股 義 足 用 25,900

大 腿 義 足 用 20,800

膝 義 足 用 18,606

下 腿 義 足 用 16,400

(注)

1 外装はフォームカバーを用いる場合にのみ加えることO

オ 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称､使用部品､価格等については､別表 2-2に定めるところによること｡

( I



カ 耐用年数

材 料 . 部 品 名 耐用年数年 備 考

パイプ (チューブアダプター) 5 耐用年数以内の故障に際しては､原則として小部品の取替えによ



区 分 名 称 基 本 構 造 慧髪額聖応変 価 格 備 考

下肢装具 股 装 具 骨盤から大腿下部に及ぶもの アの基本工作 イの採型区分

A 金属枠 陰により､工.によるクの基

骨盤部が金属枠で作られているも 及びオにより 本価格にエ及

のDs型支柱のものも含まれるこ それぞれ必要 びオのそれぞ

とo な材料 .部品 れ使用する材

B 硬 催 を選択 し､組 料 .部品の価

骨盤及び大腿部が陽性モデルによ み合わせて製 格を合算 した

つてモール ドされたもの○補強用の支柱付きのものを基本とすること01 不燃性セルロイ ド2 皮 革3 プラスチックC 軟 性布を主材料 としたもの 作することo 額 とす る ことo

長下肢装具 大腿上部より足底に及ぶものA 両側支柱下肢の長軸に沿って内外の両側に金属の支柱をもち､大腿部と下腿部においてそれぞれ両支柱を結ぶ一つ以上の金属の半月をもつもの1 高力アル ミニウム合金2 鋼B 片側支柱下肢の長軸に沿って内外のどちらか一方に金属の支柱をもうもの1 高力アル ミニウム合金2 銅C 硬 性陽性モデルを用いてモール ドされたものO内外の両側に金属の支柱と両支柱を結ぶ金属の半月で補強されているものを基本とすること01 不燃性セルYロイ ド2 皮 革3 プラスチック



を結ぶ金属の半月を大腿部及び下腿

1部でそれぞれ一つ以上もつもの

B 硬 催

陽性モデルを用いてモール ドされ

たものC金属支柱付きのもの及び平

ばねの入ったものも含まれることD

1 不燃性セルロイ ド

2 皮 革

3 プラスチック

C スウェーデン式

D 軟 性

布を主材料としたもの

短下肢装具 下肢上部より足底に及ぶもの

A 両側支柱

下腿の長軸に沿って内外の両側に

金属の支柱をもち､両支柱を結ぶ-

つ以上の金属の半月をもつもの,

1 高力アルミニウム合金

2 鋼

B 片側支柱

下肢の長軸に沿って内外のどちら

か一方に金属の支柱をもつもの

1 高力アルミニウム合金

2 鋼

c S型支柱

下腿の周潟をらせん状に走る金属

の支柱をもつもの

1 高力アルミニウム合金

2 鋼

D -鋼線支柱

下腿の長軸に沿って走る鋼線の支

柱と両支柱を結ぶ金属の半月をもつ

ものo鋼線の支柱は､足関節の高さ

付近で円形に曲げられて､コイルば

ねの機能をもたせてあること○

E 板ばね

下腿の後方に長軸に沿って走る金

属又はプラスチックのばねをもつも

のOばねの上端は､金属又はプラス

･チックの半IBにつながるものとする

顧上部型プラスチッ

ク短下肢装具 (NY

U型)及びS型プラ

スチック短下肢装具

は､凍性短下肢装具

(支柱付き)に含ま

れること｡



F 硬 性

陽性モデルを用いてモール ドされ

たもの (材料は不燃性セルロイ ド､

プラスチック､皮革等)

1 支柱付き

金属の支柱 と半月によって補強

1 されたもの

2 支柱なし

金属支柱のないもの

G 軟 性

ゴムひもを用いて足関節を背屈位

に保つもの

ツイスタ､- 骨盤帯と足部を布ひも､ゴムひも又

は鋼製ケーブルによって結び､下肢の

内外旋を制御するもの

A 軟 偵

布ひも又はぎムひもを用いたもの

B 鋼製ケーブル

銅製ケーブルを用いたもの

足 底 装 具 足部に対する装具であって､靴型装

具以外のもの

A アーチサポー ト (ふまず支え)

足の縦アーチを支えるもので､中

足支えを含む ものを基本 とするこ

とo

1 陽性モデルを用いてモール ドさ

れたもの

2 採寸によって製作されたもの

B メタタルザルサポー ト (中足支

え)足の中足アーチを支えるもの

C 捕 高

1 2cm未満

2 2cm以上

D 内側及び外側模

靴型装具 医師の処方のもとに治療に用いられる靴であって､ふまず銅の入っている

ものを基本とすることop

皮革又は布を主材料としたもの

A 長 靴

下腿の上部に及ぶもの .



側革が黒部より高いもの

C チヤツカ靴

側革が果部に及ぶもの

D 短 靴

側革が果部より低いもの

体幹装具し 頚 椎 装 具 肩甲骨から頭蓋に及ぶものを基本と

することo

A 金属枠

B 硬 惟 (スポ ンジラバー を含

むo)

陽性モデルを用いてモール ドされ

たもの

1 不燃性セルロイ ド

2 皮 革

3 プラスチック

C カラー

1 あご受けのあるもの

2 あご受けのないもの

胸 椎 装 具 骨壷から胸背部に及ぶもの

A 金属枠

B 硬 惟 (頚椎装具に準ずるo)

C 軟 性

腰 椎 装 具 骨盤から腰部に及ぶもの

A .金属枠

B 硬 仕 (頭椎装具に準ずる○)

C 軟 性

仙 腸 装 具 骨盤を含むもの

A 金属枠

B 硬 性 (環椎装具に準ずる○)

C 軟 性

布を主材料にし､板ばねで補強し

たもの

D 骨盤帯

骨盤を帯状に一周するもの

1 芯のあるもの

2 芯のないもの



肩 装 具 肩関節を外転位に保持するもので､

骨盤から前腕に及ぶものを基本とすること10

A 金属枠

体幹の部分が金属枠のも.の

B 硬 惟

陽性モデルを用いてモール ドされ

たもの○金属支柱により補強された

ものも含まれること○

1 不燃性セル ロイ ド

2 皮 革

3 プラスチック

肘 装 具 上腕から前腕に及ぶもの

A 両側支柱

両側に金属支柱をもち､金属の半

月をもつもの

B 硬 仕

陽性モデルを用いてモール ドされ

たものo金属支柱により祐強された

ものも含まれることo

1 不燃性セル ロイ ド

2 皮 革

3 プラスチック

C 軟 性

手背屈装具 前腕から宇部に及ぶもので､手関節

を背屈位に保持するもの

A パネル型

前腕部と宇部を板ばねによって結

ぶもの

B トーマス型

ゴムによって手関節を背屈位に､

母指を外転位に保つもの

C オツペン-イマ-型

銅線 を主材料 として､手関節背

屈､MP伸展､母指外転位をとらせ

るもの

D 硬 性

1 不燃性セルロイ ド

2 皮 革

3 プラスチック

長対立装具 前腕から宇部に及ぶもので､手関節



を背屈位に保持し､母指を対立位に保

つもの｡高力アル ミニウム合金等にフ

ェル トの内張りした構造を基本とする

ことO

母指を対立位に保つもの｡高力アル

ミニウム合金等にフェル トの内張りし

た構造を基本とすること｡

前腕から手部に及ぶもので､母指と

示中指間におけるつまみを可能にする

もの｡通常は高力アルミニウム合金等

にフェル トの内張 りしたものを基本と

するが､プラスチックを主材料とした

ものも含まれること｡

A 手関節駆動式

手関節の運動によってつまみを可

能にするもの

B ハーネス駆動式

ノ､-ネスを力源とするもの

MP屈曲装具

(ナックルベ

ンダー)及び

MP伸展装具

(逆ナックル

ベンダー)

宇部から示指より小指の基節に及ぶ

もので､MP関節を屈曲又は伸展させ

るもの

A パネル型

ゴムを用いるもの

B プラスチック

C 軟 性

韓装具 (指用

ナックルベン

ダー及び指用

逆ナックルベ

ンダー)

pIP及びDIP関節を伸展位又は

屈曲位､あるいは内外反位に保持する

もの

ち .F ,0

(食事動作補

助券)

前腕を平衡をとった状態で支え､ボ

ールベアl)ングを利用してわずかな力

で運動を可能にしたもの

付属品として車いす

を加えることができ

ること｡



ア 基本工作法

上 程 作 業 の 内 容

(ア) 患肢及び患部の観察 患部の表面の状況､関節の運動機能(屈伸､内転､外転等)の状況並びに肢位の

観察及び特長の把握

(イ) 採寸及び投影図の作成 . 情報カー ドの記録､製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の

作成

(ウ) 採 型 ギプス包帯法による陰性モデルの採型

(エ) 陽性モデルの製作 陰性モデル-のギプスの注型､陽性モデルの修正､表面の仕上げ及び乾燥

(オ) 組立て 陽性モデルにデザインの記入 (アライメン ト)

フレーム :曲げ加工､組立て及び調整

筋金､締め革､足部覆い､足底板､ネックリング､パッド､ベル ト等の仮止め及

び各部の結合

(カ) 仮合わせ(中間適合検査) 筋金､締め革､足部覆い､足底板､ネックリング､パッド､ベル ト等の調整､試

し使用及び仕上げ

(キ) 仕上げ 筋金､締め革､足部覆い､足底板､ネックリング､パッド､ベル ト等の付属品の

取付け及び仕上げ
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ウ 基本価格

採 型 区 分
価 格 円

備 考

1

2

3

4

5

6

7

cO

一

一

一

Z

!

Z

L

I

A

A

A

A

A

A

A

A

健足については､採型 ･採寸による場合にかかわ

らず､採寸による場合の価格とすること｡

(注)

1 採型 とは､アの (ウ)及び (エ)が行われるものであることOなお (エ)が行われない場合は採寸とするこ

と｡

2 採寸とは､アの (イ)が行われるものであること0

3 2種類以上の装具を組み合わせた装具の場合は､個々の価格のうち､最も高い価格とすること｡

なお､左右 を製作する場合は､-側を一単位 として加算することができること0

4 補高用足部 (脚長差を補正するために使用する義足用足部をい う｡以下同 じ｡)を使用する場合は､31,300円

増 しとすること｡

5 補高用足部は､健肢 とに大幅な脚長差が生 じる場合にのみ加えることができること｡

6 補高用足部の場合は､工の(イ)のbの付属品等の加算要素として補高の価格を加算することができないこと｡

7 健足は､採寸で取 り扱 うことO



ここ 製作要素価格

(ア) 下肢装具

a 継 手

種 ′ 類 備 考

1 固定継手は､継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること｡

?. 遊動継手は､継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ､固定 ･遊動切替式のものも含まれるこ

と0

3 鋼線支柱は､遊動の価格 とし､片側を1単位 とすること｡

4 短下肢装具用の板バネ支柱は､足継手の遊動の価格とすること｡

5 可擁性のプラスチ ック継手 (継手部分として独立した形状を有するものに限る｡)の場合は､プラスチック継

手の価格とすること｡ただし､ヒンジ継手の場合は､片側を1単位とすること｡

6 継手部分として独立 していない形状のプラスチック継手については､その形状を問わずフレキシブルアンクル

の場合に限り､可擁性のプラスチック継手として取 り扱 うこと｡

7 完成用部品に指定されているプラスチック製の継手は､遊動継手として取 り扱 うこと｡

A 半 月B 皮革等1 カフバン ド 4,2007,150

2 大腿コルセットC モール ド1 熱硬化性樹脂 14,10022,700



A あぶみ

B 足 部

1 皮革等

大

ノj､

2 モール ド (熱硬化性樹脂)

3 モール ド (熱可塑性樹脂)

C 標準靴

歩行用あぶみは､あぶみに準ずることO

足底装具は､Bの足部に準ずること｡

足部の半分以上を覆 うものであることO

標準靴は､完成用部品を加えることができることC

(注)

1 半月及び皮革の価格は､ 1か所当たりのものであること｡

2 補高､ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は､(イ)の靴型装具に準ずること｡

3 大腿支持部の坐骨支持式は､18,800円増 しとすること｡

4 下腿支持部のPTB支持式､PTS支持式及びKBM支持式は､13,100円増しとすること｡

5 足板の補強を行った場合は､8,850円増 しとすること｡

6 短下肢装具の硬性には､カフバン ドを加算することができないこと｡

7 標準靴とは､一般のレディメイ ドの靴ではなく､義肢装具材料メーカーが製作販売している半完成品の靴を加

工して靴付きの下肢装具を製作する場合の基準であり､オの完成用部品を加算すること｡

C その他の加算要素

名 称 種 類 価 格円 備 考

膝サポーターキャリパーツイスター膝 当てT .Yス トラップスタビライザーターンバ ックルダイヤ′レロック 軟 性 (支柱付き)軟 性 (支柱なし)軟 性鋼製ケーブル大月過部下腿部足 部 14,4006,60016,8004,8503,0004,0004,60015,4005,2507,600 フアンロックは､ダイヤルロックに含まれること○伸展 .屈曲補助装置補高用足部足底裏革 (すべ り止め用)高 さ調整内張 り 4,10043,1001,7003,3501,8501,5001,100 バネ式又はゴム式を含むものであること○

｢ ､



1 キャリバー及びツイスターを使用する場合は､オの完成用部品を加えることができないこと｡

2 ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は､(イ)の靴型装具に準ずること｡

3 骨盤帯を使用する場合は､(ウ)の体幹装具に準ずること｡

4 懸垂欝を使用する場合は､(1)の工の(エ)の義足懸垂用部品に準ずること｡

5 補高用足部とは､健肢とに大幅な脚長差が生 じる場合にのみ加えることができること｡

6 補高用足部は､完成用部品を加算することができること｡

7 高さ調整の価格は､ 1か所当たりのものであること｡

8 内張 りは､モール ドの場合に限ること｡

名 称 種 類 価 格 円 備 考

し 庖 整 形 靴 37,500

特 殊 靴 46,500

チ ヤ ツ カ 靴 整 形 靴 38,800

特 殊 靴 48,500

半 長 靴 整 形 靴 39,900

特 殊 靴 50,300

長 靴 整 形 靴 42,400

特 殊 靴 55,400

(注)

.1 靴型装具は､右又は左の-側を1単位 とすること○

2 整形靴は､標準木型に皮革､フェル ト等を張って､補正 して作られるものとするこpto

3 特殊靴は､陽性モデルから作成 した特殊木型を用いて作られるものとすること○

4 グッドイヤー式及びマツケイ式の価格は､2割増 しとすること○

5 靴型装具に支柱を必要 とする場合は､(ア)の下肢装具の製作要素とオの完成用部品を加えることができるこ

(b) 健 足

名 称 価 格 円 備 考

短 靴 23,000



b 付属品等の加算要素

名 称 種 類 価 格 円 備 考

月型の延長 3,800 通常の月型芯を足先方向又は足継手より上の方向に延長したものであり､それぞれの方向に延長 した場合であつても当該価格で取 り扱 うこと○

スチールバネ入 り 4,750 足底より近位-延長する場合に限ることO足関節の側方安定性を向上させる目的で付加されたものであり∴使用本数にかかわらず一単位とすること○

トウボックス補強 2,350

鉛板の挿入 2,350

足背バン ド 2,000

マジックバン ド (裏付き) 1,400 3個を超える場合の超える分 1個当たりとすることo

補高 敷き革式 6,850 補高が2cmを超える場合は､超える部分につき2cm単位で 1,400円を加算すること○

靴の補高 3,250 補高が 2cmを超える場合は､超える部分につき2cm単位で950円を加算すること○

ヒールの姉正 トノレクヒール 5,150



足底の補正 内側ソール .ウエッジ外側ソール ーウエッジ 4,250

デンバー ./ミ-トーマス.バーメイ ト- .半月バーメタタルザル .バーハウザ- .バ-ロ.ツカー .バー蝶型踏み返し 3,250

i 称 種 類 価 格 円 備 考

類推支持部 A モール ド (熱可塑性樹脂) 36,00028,10026,80012,90010,500 モー′レドグサンドイッチ構造は､17,200円増しと1 支柱付き2 支柱なしB フレームC カラー1 あご受けあり2 あご受けなし すること○

胸椎支持部 A モール ド (熱可塑性樹脂) 36,50027,10037,90022,100 モール ドのサンドイッチ構造は､14,000円増 しと1 支柱付き2 支柱なしB フレームC 軟 性 することo

腰椎支持部 A モール ド (熱可塑性樹脂) 24,30018,30030,70017,200 モール ドのサンドイッチ構造は､10,500円増しと1 支柱付き2 支柱なしB フレームC 軟 性 すること○

仙腸支持部 A モール ド (熱可塑性樹脂) 19,50014,60026,90015,500 モール ドのサンドイッチ構造は､9,050円増 しと



D 骨盤帯

1 芯のあるもの

2 芯のないもの

(荏)

1 体幹装具の価格は､基本価格 と支持部ごとのそれぞれの価格を合算 した額とすること｡ただし､他の装具と組

み合わせるものについては､この限 りではないこと｡

2 後方がフレーム､前方が軟性の場合は､7レ-ムの価格で取 り扱 うこと｡

3 ジュエツト型の場合は､支持部ごとのフレームの価格で取 り扱 うことC

b その他の加算要素

名 称 種 類 価 格 円 備 考

体 幹 装 具 付 属 品 高さ調整ターンバ ックル式腰部継手バタフライ肩バン ド会陰ひも腹圧強化バン ド 3,3505,2505,7508,9002,8002,0502,800

内 張 り 頚椎支持部胸椎支持部腰椎支持部仙腸支持部 3,0003,6503,3502,000

(症)

1 高 さ調整の価格は,1か所当たりのものであり､額椎装具についてのみ加算することができること○

(ェ) 上肢装具

a 継 手

名 称 . 種 類 価 格 円 備 考

肩 継 手 A 国 定 (片側)B 遊 動 (片側)C 肩回旋装置 5,5508,70019,300

甘寸 継 手 A 固 定 3,950

(片 側) B 遊 動C プラスチック継手 4,05010,300

事 継 手 A 固 定 3,300

(片 側) B 遊 動 6,400



C プラスチック継手D 鋼線支柱 9.2006,250

M P継 手 A 固 定B 遊 動 4,0004,500

i P継 手 A 固 定1 金属 (アル ミニウム)2 モール ド (熱可塑性樹脂)B 遊 動C 鋼線支柱 2,4502,0003,4001,750

(荏)

1 固定継手は､継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること○

2 遊動継手は､継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ､固定 .遊動切替式のものも含まれるこ

とo

荏 .痩 価 格 円 備 考

A モール ド (熱可塑性樹脂) 13,300

骨 盤 支 持 部 A モール ド (熱可塑性樹脂) 14,600

(半 身) B フレーム 14,500

上 腕 支 持 部 A 半 月B 皮革等1 カフバンド2 上腕コルセットC モール ド (熱可塑性樹脂) 3,7005,2008,4507,900 モール ドのサンドイッチ構造は､6,500円増 しとすることo

前 支 持 部 A 半 月B 皮革等1 カフバン ド2 前腕コルセットC モール ド (熱可塑性樹脂) 3,9005,3006,8007,500 モール ドのサン ドイッチ構造は､6,700円増 しとすること○

手 掌 パ ッ ド A モール ドB フレーム 3,5004,150

(注)

1 胸郭支持部及び骨盤支持部を加算する場合は､体幹装具に関する他のものを加えられないこと○



C その他の加算要素

名 称 種 類 価 格 円 鹿 考

基節骨パ ッド モール ドフレー...ム 2,4503,650 価格は､背側若 しくは掌側又はその両方を 1単位 とすること○

早 .末節骨パ ッド モール ドフレーム 2,0501,700 価格は､背側若 しくは掌側又はその両方を 1単位 とすることo

対立バー 4,900

Cバー 3,750

ア ウトリガー 2,400

伸展 .屈曲補助バネ 2,450 価格は､ 1か所当たりとすることo

肘 当て 3,150

ターンバ ックノレ 5,250

ダイヤル ロック 7,600

内張 り 上腕部前腕部手 部 1,1001,000900

(注)

1 肘伸展 .屈曲補助バネ又は肘伸展 .屈曲補助ゴムを使用する場合は､(ア)の下肢装具に準ずることO

2 懸垂帯を使用する場合は､(1)のエのくエ)の義足懸垂用執品に準ずること○

オ 完成用部品

部晶の名称､使用部品､価格等については､別表2-2に定めるところによること｡



カ 耐用年数

(ア) 装具本体

区 分 名 称 型 式 耐用年数年 備 考

下肢装具( 股 装 具長 下 肢 装 具膝 装 具短 下 肢 装一具ツ イ ス タ ー足 底 装 具 金 一属 枠 3 耐用年数以内の破損及び故障に際しては､原硬 性軟 性両 側 支 柱硬 性スウェーデン式軟 性両 側 支 柱片 側 支 柱S型 支 柱鋼 線 支 柱板 ば ね硬 性 (支柱あり)硬 性 (支柱なし)軟 性軟 性鋼 索 32333223333331.52231.5 別 として修理又は調整を行 うこと○

靴型装具 1.5



(イ) 完成用部品

材 料 -部 品 名 耐用年数年 備 考

継 手 類 1.5 耐用年数以内の故障に際しては､原則としそ小部品の取替えにより修理又

l 考

1 本表の価格は､医師の採型技術料を含まないものであること｡

2 耐用年数は､通常の装用状態において､当該材料 ･部品が修理不能となるまでの予想年数を示 したものであ

ること｡



(4) 座位保持装置

種 目 使 用 要 素 .部 品 及 び 工 作 絵 価 格 耐用年数生 備 考

千 座位保持装置として製作されるものについては､機能障 イの身体部位区分 3 耐用年数以

J′レド 害の状況により､座位に類似した姿勢を保持する機能を有 に従いウにより算定 内の破損及び

する装置を含むものであることo した基本価格に､エ 故障に際して

アの基本工作法により､-エ及びオよりそれぞれ必要な要 及びオのそれぞれ使 は､原則とし

壁 秦 .部品を組み合わせて製作することo 'jFする要素 .部品の て修理又は調

姿勢保持能力の状況に適合させることo 価格を合算した価格 整を行うこ

ア 基本工作法

工 程( 作 堂 の 内 容

(ア)身体状況の観察と評価 身体変形の状況及び疫直､緊張､不随意運動等の観察並びにこれらの特徴の把握

並びに姿勢の決定及び使用目的の確認

(イ)採 寸 製作に必要な寸法及び角度の測定並びに情報力.- ド-の記録

(ウ)採 型 採型器による陽性モデル又はギプス包帯法による陰性モデルの採型

(エ)設計図の作成 製作に必要な設計図の作成

(オ)陽性モデルの製作 .修正 陰性モデル-のギプスの注型並びに支持部の製作に必要な陽性モデルの製作､修

正､表面の仕上げ

(刀)加工 .組立て 陽性モデル及び設計図に基づく加工並びに組立て

(キ)仮合わせ (中間適合検査) 身体-の適合並びに装置の各機能の検査及び修正

(ク)仕上げ 各部品の取付け及び仕上げ等



t骨壷 ･大腿可

r 下野 ･足部｣

l~~~上 肢 l



ク 基本価格

身 体 部 位 価 格 円 i 備 考
採 寸 採 型

戻 . 頭 部 2,500 4,300

上 肢 (片側) 1,250 3,050

体 幹 部 10,700 20,300

骨盤 .大虚部 10,700 20,300

下月遅.足部 (片側) 1,450/
(症)

1 座位保持装置の基本価格は､身体支持を必要とする身体部位をイの身体部位区分から選択し､部位の区分ごと

に定める採寸又は採型の価格をクの基本価格から選択 して組み合わせること○ただし､下腿 .足部の基本価格

は採寸のみとし､採型をした場合であつても採寸の価格の範囲内で対応すること○

2 身体部位の区分ごとに定める採寸又は採型の価格を組み合わせて基本価格とすること○

( 3 採寸とは､アの基本工作法に基づく工程の中で､ (イ)採寸､ (エ)設計図の作成が行われるものであるこ

と○

4 採型と臥 アの基本工作法に基づく工程の串で､ (ウ)採型､ (エ)設計図の作成､ (オ)陽性モデルの製作

･修正が行われるものであることo

5 採型器による採型後､三次元形状をデジタルデータ化して製作する場合は､採型として取り壊 うこと.



エ 製作要素価格

(ア) 支持部

名 称 備 考

上肢支え (片側)

前腕 ･宇部支え (片側)

採寸で製作する場合は80%の価格とすること｡

骨盤 ･大月退部 採寸で製作する場合は80%の価格とすること｡

下腿支え (片側)

足台 (片側)

(注)

1 座位保持装置の支持部は､身体部位区分で選択した身体部位に該当する支持部を組み合わせることC

2 支持部カバ- (表面の張り地)の価格は含まないものとすること｡

3 オの完成用部品の支持部を用いる場合は､当該完成用部品が及ぶ部位の製作要素価格の支持部を加算すること

ができないこと｡

4 フレックス構造を持たせる場合は､1か所につき4,850円加算できること｡

5 採型で製作されるもので､身体の形状に合わせた三次曲面で構成された支持面を持ち､各種付属品を組み合わ

せて姿勢を保持する機能を有するものであること｡

6 採寸でモール ド型を製作する場合は､モー/レド型の価格の80%に相当する額とすること｡

(イ) 支持部の連結

名 称 種 類 価 格 円 備 考

国 定 頚部 2,600

腰部 (片側)膝部 (片側)足部 (片側) 1,900

遊 動 腰部 (片側)膝部 (片側)足部 (片側) 2,800

角度調整用部品 機械式 7,750

ガス圧式 8,850

電動式 60,900

(注)

1 支持部の連結とは､各支持部を一定の位置関係に保つため､構造フレームと独立した部材~で各々を連結するも



2 固定とは､角度調節機能のない一定の角度で連結する構造をいう｡

3 遊動とは､多少にかかわらず角度の変更が可能な連結構造であり､可動性を有するものであること｡角度調整

用部品を用いる場合は､使用本数分の価格を加算できること｡

4 固定又は遊動について､完成用部品の継手を使用する場合は､当該完成用部品の価格とし､支持部の連結の加

算はできないこと｡

5 フレックス構造により連結を行った支持部について､さらに固定又は遊動の価格を加算することはできないこ

と｡

6 2の(1)又は(3)の各オに掲げる殻構造義肢又は装具の完成用部品を使用する場合は､殻構造義肢又は装具の

基準に準ずること｡

(ウ) 構造フレーム

使 用 材 料 基本価格 備 考

木材 ,金属 24,200

(.J

1 ティル ト機構を付加する場合は､4,550円加算し､必要数の角度調整用部品を加算できること○

2 昇降機構を付加する場合は､6,250円加算 し､必要数の角度調整用部品を加算できること○

3 完成用部品の構造フレームを使用する場合は､.当該完成用部品の価格を基本価格とすること○

4 車いす及び電動車いすとしての機能を付加する場合は､2の(5)に定める車いす (普通型又は手押し型)及び

電動車いすの価格を基本価格 とし､構造フレームの基本価格を合算できないことoただし､座位保持装置として

製作する部分と重複することとなる部分にづいては､ 3の(5)に定める車いす及び電動車いすの各部位の交換価

格の95%に相当する価格とみなし､これを控除すること○また､リクライニング､ティル ト､リクライニング .

ティル トに限り車いす及び電動車いす側の機構を優先することとし､座位保持装置側の機構の製作要素加算は行



(ェ) 付属品

名 称 種 琴 価 格 円 備 考

カ ットアウトテーブル 10,900 表面クツシヨ.ン張りは3,350円加算できることo

上肢保持部品 アームレス ト (片側) 3.350

肘パ ッド (片側) 2,050

縦型グリップ (片側)横型グリップ.(片側) 2,500

体幹保持部品 胸パ ッド 3,650

胸受けロール 5,100

下肢保持部品 内転防止パッド 3,600

外転防止パッド (片側) 2,000

膝パ ッド (片側)下腿保持パッド (片側) 3,.100

足部保持パッド (片側) 2,350

ベル ト部品 肩ベル ト (片側) 1,800

腕ベル ト (片側)手首ベル ト (片側) 1,550.

胸ベル ト骨盤ベル ト 3,150

股ベル ト 3,350

大腿ベル ト (片側)膝ベル ト (片側)下腿ベル ト (片側)足首ベル ト (片側) 1,700

支持部カバー 頭部 2,150 収着式は2,500円 (左右両側分であつても､一単位)加算できる■こと○

上肢 (片側) 1,200

体早部 モ-ル ド型 7,550



下腿部 (片側)

足 部 (片側)

アームレス ト (片側)

体圧分散補助素材

上肢 (片側)

骨盤 ･大腿部

下腿部 (片側)

足部 (片側)

多機能キャスターは800円加算できること｡

1個当たりの価格であること｡

介助用グリップ (片側)

高さ調整用台座

(注)

1 各種類 1個 (本)当たりの額とすること｡

2 取付けに当たってマジックバンドを使用する場合は､その価格を含むものとする｡

3 カットアウトテーブルは､机上作業を行う場合に用いるとともに､そのカット部において体幹の安定や上肢の

保持を図るものであること｡

1 表面クッション張りは､緊張や不随意運動などによる頭部､上肢-の保護を目的とするものであること｡

5 ベル ト部品は､クッション素材を取り付けた場合を含む価格とすること｡

6 支持部カバーとは､支持部の表面を覆うもので､ビニールレザー､布地などの素材を用いたものであることO

なお､上肢支持部カバーは､支持部が上肢支え及び前腕 ･宇部支えに分離しているものであっても､また､脱

着式の加算は､支持部カバーが左右両側分であっても､一単位として取り扱うこと｡

7 内張りとは､アームレス トやテーブルの裏側に腕や膝が当たることによる怪我の防止を目的としたものである

こと｡

8 体圧分散補助素材とは､低い反発力又は衝撃を吸収する機能を有するものであること｡

9 多機能キャスターとは､車輪の動き (方向と回転)を同時に固定できるものであること｡



(オ) 調節機構

名 .称 種 類 ･ 価 格 円 備 考

高さ調節 頭部支持部体幹支持部骨盤 .大腿支持部 2,450足部支持部 (片側)アームレス ト (片側) 1,550

前徳調節 頭部支持部骨盤 .大腿支持部 2,550足部支持部 (片側) 1,500

負磨# 頭部支持部 2,900テーブル 6,300

脱着機.構 体幹パ ッド (片側)骨盤パッド (片側)膝パ ッド (片側)■アームレス ト (片側) 1,950
内転防止パッド 5,450

蓮 アームレス ト (片側)足部支持部 (片側) 1,950

(荏)

1 それぞれを 1単位 とすること○

2 脱着 .開閉機構で､蝶番のみやマジックバン ドなどの簡便な方浜によるものは､加算できないことo

オ 完成用部品

座位保持装置用部品の名称､使用部品､価格等については､別表 2-2に定めるところによること｡

考

1 本表の価格は､医師の採型技術料を含まないものであること｡

2 耐用年数は､通常の使用状態において､当該装置が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること｡､

＼＼､_



種 目 名 称 基 本 構 造 付 属 品 価 格甲 耐用年数午 備 考

(盲 人安全つえ 普 通 用 主体-グラスファイバー 夜光装置 3,550 2 1 夜光装置

石突-耐摩耗性合成樹脂 べノレ (1)夜光材付とし

または高力アルミニウム合金外装-白色または黄色の塗装もしくは加工形状-直式 ゴムグリップ た場合は410円増しとすることO(2)全面夜光材付と した場合は1,200円増 しとすること○(3)フラッシュライ ト付とした場合は1,650円増しとすること○2 ベル付とした場合は1,650円増 しとす ること○3 主体木材でポリカーボネー ト樹脂被覆付とした場合は 1,450円増しとすること04 ゴムグリップ付とした場合は660円増 しとすることo

主体-木材その他は上と同じo 上と同じ○ 1,650

主体-軽金属その他は上と同じ○ 上と同じ○ 2,200 5

携 帯 用 主体-グラスファイバ一石突及び外装-普通用と同じ○形状-折たたみ式もしくは大ライ ド式 上と同じo 4,4bo 2

主体-木材その他は上と同じこ 上と同じO 3,700

主体-軽重属その他は上と同じo 上と同じ○ 3,550 4

】義 眼 普 通 義 月艮 主材料-プラスチックまたはガラス既製品 17,000 2



特殊加工を施したものo

コンタク ト義 眼 主材料-プラスチック 60,000

眼 鏡 矯 正 眼 鏡 レンズ-プラスチック又はガラス枠-セルロイ ド製を原則 とするo 6D未満 ■ 17,600 4 価格はレンズ2枚1組のものとし､枠を含むものであること○乱視を含む場合は月一眼又は両眼にかかわらず､4,200円増 しとすることo

6D以上10D未満 20,200

10D以上20D未満 24,000

20D以上 24,000

コンタク トレ ン ズ 主材料-プラスチック 15,400 価格はレンズ1枚の ものであること○

弱 視 眼 鏡 掛けめがね式 36,700 高倍率 (3倍率以上)の主鏡を必要とす る場合は､21,800円増しとする○

焦点調整式 17,900

点 字 器 標 準 型 A 32マス18行､両面書真鏡板製B 32マス18行､両面書プラスチック製 点筆 A 10,400B 6,600 7 価格は点筆を含むものであること○

携 帯 用 A 32マス4行､片面書アル ミニウム製B 32マス12行､片面書プラスチック製 点輩 A 7,200B 1,650 5

高度難聴用 JⅠSC5512-2000による 電池 34,200 5 価格は電池､'骨導



視 て器 高度難聴用耳 か け 型 90デシベル最大出力音圧のピーク値が 125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること○ 43,900 により､イヤモール ドを必要とする場合は､修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算することO

重度難聴用 90デシベル最大出力音圧 電池 55,800

ポケット型 のピーク値の表声値が140デシベル以上のものoその他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる○ イヤモール ド ダンパー入りフックとした場合は､240円増しとすることO平面レンズを必要とする場合は､修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を､また､矯正用レン

重度難聴用耳 か け型 67,300

耳 あ な 型 高度難聴用ポケット型及 電池 87,000

(レディメイド) び高度難聴用耳かけ型に準ずるoただし､オーダーメイ ドの出力制限装産は内蔵型を含むことo イヤモール ド ズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は､眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算することo耳 あ な 型(オーダーメイ ド) 電池 137,000

骨導式ボケ ⅠECPub118-9(1985) 電池 67,000

ツト型 による90デシベル最大フォースレベルの表示値が 110デシベル以上のもの○ 骨導レシーバー- ツドバンド

骨導式眼鏡壁 電池平面レンズ 120,000

人工喉頭 笛 式 呼気によりゴム等の膜を振動させ､ビニール等の管を通じて音漁を口腔内に導き構音化するものo 気管カニューレ 5,000 4 気管カニューレ付とした場合は､3,100円増しとすること○



を駆動させ経皮的に音陳を口腔内に導き構音化するもの○ 充電器 充電器を含むものであること○

車 い す 普 通 型 折 りたたみ式で大車輪が 背もたれ :頭部支持付､ 100,000 5 価格は､オーダ-

後方にあるもの○ チャック付 メイ ドによる製品

JⅠST9201-1998によ 肘 掛 け :着脱式 及びモジュラ-方

る｡ 足 台 :角度可変型､着脱式､外方折 りたたみ式ノブ (駆動輪に使用するもの)シー トベル トテーブルスポークカバークッション ､リクライニング機構夜光装置ステッキホルダー (放たて)泥よけ屋外用キャスター (エアー式等)転倒防止用装置滑 り止めハンドリム 式による製品 (モジュールを組み立てることにより製作でき､完成後め微調整機能を有するものD)に適用するものとし､レディメイ ドによる製品については､価格欄の額の75%の範囲内の額とす.ること○身体の障害の状況によ り､背 もたれ､肘掛け､足台又はノブについて付属品欄に掲げるものを調整する場合は､価格欄の額の10%の範囲内で手動リフ ト 座席の高さを変えること 普通型と同じ○ 232,000

式 普 通 型 ができるものo ただし､リクライニング 必要な額を､また■

その他は普通型と同じ○ 機構は付けないこと○ ､床ずれのある者､床ずれの発生の危険性のある者等がクッションを必要とする場合は､修理基準の表に掲げるクッション等の額の範囲内で必要な額を加算すること○ただし､フローテーションパッド (車いす用)

前 方大 車 輪 型 折 りたたみ式で前方に大車輪のあるもの○ 普通型に準ずるo 100,000

片手駆動型 折 りたたみ式で片側にハンドリムを二重に装着して､片麻痔患者が使用できるものD 普通型に準ずる○ 117,000

レバー駆動 レバー 1本で駆動操舵が 普通型に準ずる8 160,500

壁 でき､片麻捧患者が使用 ただし､リクライニング の支給を受けた者



l簡易電動型 lハン ドリムに加える駆動 l外部充電器 A l6

(手動兼用 人力により､手動自走が バッテリー 230,000B

型) 可能なもの○ 電動装置以外は､車いす

A 切替式 の普通型に準ずる○

電動力走行 .手動力 ただし､リクライニング 263,000

走行を切 り替え可能なものoB アシス ト式駆動人力を電動力で補助することが可能なもの.その他は車いすの普通型に準ずる○ 機構は付けないこと○

手 押 し型 原則として介助者が押 し 普通型に準ずるo A 5

て駆動するものO (折 り ただし､Bについては,リ 82,700B

たたみ式､非折 りたたみ クライニング機構は付け

式) ないこと○

A 大車輪のあるもの また､必要に応 じ､以下 81,000

B 小車輪だけのもの の付属品を支給することができる○キヤl)パーブレーキフットブレーキ (介助署用)酸素ボンベ固定装置人工呼吸器搭載台栄養パック取付用ガ- トル架点滴ポール

ティル ト式普通型 座席と背もたれが一定の角度を維持 した状態で角度を変えることができるものo 普通型に準ずる○ 148,000 5

数が超えている者

は除く｡)及び支

給の申請をしてい

る者については､

クッションを付属

品としないこと｡

以下の付属品を必

要とする場合は､

修理基準の表に掲

げる交換の額の範

囲内で必要な額を

加算することC

･シー トベル ト

･テーブル

･スポークカバー

･夜光装置

･ステッキホルダ

ー (杖たて)

･泥よけ

･屋外用キャスタ

ー (ェア一式等)

･転倒防止用装置

･滑り止めハンド

リム

･キャリバーブレ

ーキ

･フットブレーキ

(介助着用)

･酸素ボンベ固定

装置

･人工呼吸器搭載

台 ＼

･栄養パック取付

用ガー トル架

･点滴ポール

リクライニング機

構 (手動式)が必

要な者については

さらに20,000円

(片手駆動型につ

いては16,600円､



手押し型については31,300円､ティル ト式 (手押し型含む)に-jいては25,000円)の範団内で加算すること○簡易電動型においてコントローラー､操作制御部(品)､自動停止制御部 (晶)及び ■充電器については､電動車いすに準ずることo又､バッテリーについては､電動車いすの修理基準に掲げるバッテリー交換(マイコン内蔵型Iに係るものを含むo)の額の範囲内で必要な痕を加算することo

普 通 型 JⅠST9203-1999 によ 背もたれ .:頭部支持付 314,000 6 身体の障害の状況

(4.5Km/h) る○ 足 台 :角度可変型シー トベル トテーブルクッション外部充電器夜光装置ステッキホルダー (杖たて)屋外用キャスター (エアー式等)転倒防止用装置クライマーセット (段差乗 り越え補助装置)フロントサブホイール(溝脱輪防止装置)酸素ボンベ固定装置 により､背もたれ又は足台について付属品欄に掲げるものを調整する場合は､価格欄の額の10%の範囲内で必要な額を､また､床ずれのある者､床ずれの発生の危険性のある者等がクッションを必要とする場合は､車いすの修理基準の表に掲げるクッション等の交換の額の範囲内で



人工呼吸器搭載台栄養パック取付用ガ- トル架点滴ポール

電動リフ ト 電気で座席の高さを変え 普通型と同じo 701,400

式普通型 ることができるものoそ ただし､リクライニング

の他は普通型と同じ○ 機構は付けないこと○

必要な額を加算す

ること｡

ただし､フロ-チ

-ションパッド

(電動車いす用)

の支給を受けた者

(ただし､耐用年

数が超えている者

は除くO)及び支

給の申請をしてい

る者についてはク

ッションを付属品

としないこと｡

リクライニング機

構が必要な者につ

いては､さらに1

4,500円の (電動

リクライニング機

構が必要な者につ

いては､さらに11

1,000円)範囲内

で加算すること｡

外部充電器を必要

とせず当該機能を

内蔵す る場合 は

30,000円を､外部

充電器を必要とす

る場合は修理基準

の表に掲げる交換

の額の範囲内で必

要な額を加算する

こと｡

以下の付属品を必

要とする場合は､

車いすの修理基準

の蓑に掲げる交換

の額の範囲内で必

要な額を加算する

こと｡

･シー トベル ト

･テーブル

･夜光装置



以下の付属品を必要とする場合は､修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること8･ステッキホ′レグ- (杖たて)･屋外用キャスター (エアー式等)･転倒防止用装置･クライマーセット (段差乗り越え補助装置)･フロントサブホイール (構脱輪防止装置)･酸素ボンベ固定装置･人工呼吸器搭載Aロ･栄養パック取付用ガ-トル架･点滴ポ｣ル

歩 行.車 腰掛けつき 前二輪､後二輪の四輪車とし､前輪を自在車輪とすることo 36,000 5

腰掛けなし 上と同じo 31,000

男 性 用 採尿器と蓄尿袋で構成し､尿の逆流防止装置をつけるものとする○ラテックス製又はゴム製A 普通型B 簡易型 A 7,700B 5,700 1

女 性 用 A 普通型 A 簡易型は採尿袋20



収 尻 器( 人工膜朕用 回腸導管用 l採尿器 と蓄尿袋で構成し尿の逆流防止装置をつけるものとする (いずれも膜耽摘出によるものo)o 14,220 l両面粘着シー トを必要とする場合は修理基準の表に掲げる両面粘着シートの額を加算することo

尿管療用 10,170

簡易 低刺激性の粘着剤を使用 皮膚保護剤 ll,300 価格は1か所あた

壁 した密封型の蓄尿袋で尿 袋を身体に密着させるも りの皮膚保護剤及

処理用のキャップ付とする○ラテックス製又はプラスチックフィルム製 (勝朕摘出によるもの) の び袋を身体に密着させるものを含む月額であること○

ス トマ用 低刺激性の粘着剤を使用 皮膚保護剤 8,600 価格は1か所あたした密封型又は下部開放 袋を身体に密着させるも りの皮膚保護剤及

装 具 型の蓄便袋とする○ラテックス製又はプラスチックフィルム製 0) . び袋を身体に密着.させるものを含む月額であること8

歩行補助つ ス_ つ ス_ 主体-木材 (十分な強度を有するもの) .外装-ニス塗装 夜光材 2,200 3 夜光材付とした場合は､410円 (全面夜光材付とした場合1,200円)増しとすること○価格は1本当たりのものであること○外装に白色または黄色ラッカーを使用した場合は 260円増 しとす ること○

主体-軽金属外装-塗装なし 3,000

松 葉 づ え 主体-木材 (十分な強度を有するもの)脇当-スポンジ又はウレタン製の枕皮革､人工皮革女は布製のカバー外装-ニス塗装A■普通型B 伸縮型 夜光材 A 3,300ち 3,300 2



外装-塗装なしA 普通型B 伸縮型 5,300

カナディアン .クラッチ 主体-アルミニウム､鋼管上部4段間隔以上､下部9段間隔以上の調節装置を付けるものとするC腕支持器-アルミニウム鋳物およびステンレス鋼板握 り部分-アル ミニウム鋳物およびゴム外装-塗装なし 夜光材 8,000 4

ロフス トラン ド.クラッチ カナディアン .クラッチに準ずる○ 夜光材 8,000 4

多 点 杖 つえの下部に三本以上の脚を有するものo主体-軽金属外装-塗装なし 夜光材 10,000 4

か つ ら 所轄局長が必要と認める額

沫腸器付 ｢使用薬剤の薬価 (薬価 薬価基準に 6ケ月ごとに一括

排 便 剤 基準)｣ (平成20年厚生労働省告示第60号○以下｢薬価基準｣というO),に収載されているグリセリン涜腸液 おいて定める額 . 支給

床ずれ防止用敷ふとん 主材料-羊毛又はウレタン既製品 29,600



シー ト付)

フローテーションパ ッド(車いす･電動車いす用)ー 主材料-高分子人工脂肪構 造-主材料 (一層)及びウレタンフォーム (二層)による三層構造 31,300 3 主材料のみの場合は､1,300円減とすることo主材料-ポリマーゲル(高分子人工脂肪)又は液胞ゲル構 造-主材料をプラスチックフィルム等で包装した単層構造 51,600 4

ギャッチベ ッ ド 手 動 式 主 体-スチール及び木材 123,200 原則として使用者の頭部及び脚部の慣斜角度を個別に調整できる機能を有するものであることo電 動 式 頭部及び脚部の傾斜角度の調整が電動で行えるもの 245,200

重度障害 接点式入力 ソフトウエアが組み込ま プリン,g 450,000 5 ソフトウエアが組

着用意思伝達装置 装置 (スイッチ)､帯電式入力装置 (スイッチ)､筋電式入力装置(スイッチ)､光電式入力装置(スイッチ)､呼気式 (吸気式)【入力装置 (スイッチ)､圧電素式入力装置 (スイツ れた専用機器であること み込まれた専用機器及びプリンタで構成されたもの(画像処理による眼球注視点検出式入力装置を用いるものを除く○)で､ごく小さな身体の動き (まぱたき､呼気等)を利用 して ｢はい .いいえJを判定するものであること○その他障害に応じた付属品を修理基準の中から加えて加算することがで



チ)のいずれかによるもの きることo

i 考

1 本表の価格は､医師の採型技術料を含まないものであること｡

2 耐用年数は､通常の装用状態において､当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示 したものであること｡

L l

し )



区分 名 称 型 式 価 格 円 使 用 部 品 備 考

義辛用 肩継手 A 隔板式 32,60032,60032,60046.20026.100110,10092,00043,20043,200

部 B 屈曲 .外転式 ホスマ- FS-75

肘継手 A 硬性たわみ式 25.90025,90025,90024,90024,90027.9009.7009,7007,4007,4007,3007,30010,2007.4007.2007.1005,3005.40014,00014,00014,00014,00012,000181,500193,600169,40035,500193,600169ー40035,50080,10078,30075ー20080,10078,30075.00080.10078.30048,400ホスマ- rm-2ホ - 4

B 単軸ヒンジ J､スマ HFH-ホスマ一 一肝H-6



D 倍動ヒンジ 21.50021.50021,500ll.900ll.8008,9008,9001ユ.600ll,6007,8006,60042.600ll,30027,10027,10027,100ul.3001.17,4002買8,700323,500117.40083,10080.80061.50083.90079.90083,90079,90036,30049,50050,40033,30023,80033,80024,10024,30066,00062,600 ′/A＼し＼､＼_,

･1 リンク式

2 歯車式 ホスマ- MA-50

ホス-7- MA-75ホスマ- 61658ホスマ- E-50

(木製)G 作業用幹部式 佐藤 9-2



B 軸摩擦式C 迅速変換式D 屈曲式 3.95065,30075,00030,80030.BOO37,60014.20014,20012,40012.40012,400128,30044,90093,20059,40038,50029,80022,40019.30019,300140.40042.60054,10026.1009.2005,7006,loo5,3005,5004.8008,8005.5004.750

E 作業用幹部式

F 宇部コネクタ

手先具 B 能動フック 60,70083,500leg.400169,40070,20070,20063,40063,40063,400262,600177,90016,40031,70049,40056,30058.40065,40048,90065,10050,20051,90051,900 ホス-- …i3諾う…王SE芸′61065′61066′ホス-- 3…芸…漂 芸…48/61485′61486′ホスマ- APRLホスマ- ｡】j佐藤 7-2ホス-7- 5ホスマ一一 5Xホスマ- 5XAホスマ- 7ホスマ一.. 8ホスマ- 8Xホスマ- lopホスマ- 10)【ホスマ- 12P



D 装飾手袋 (コスメチック

グラブ)

58,400

53.200

169.400

169.400

169,400

169,400

277,100

277.100

211.800

211-800

169,400

136.700

136.700

261,400

261､400

35,700

32.600

32,600

32.100

32.100

32,100

32.loo

32,100

32,100

32.600

32.600

32.600

32.100

32.loo

32,100

32,400

32.400

32,400

32,400

32,400

32,400

16,200

38,600

18,500

22,300

50,100

50,100

47,000

19,600

66,000

5.550

ll,100

16,600

22,200

27,700

24,900

5,200

10.400

15.700

20.900

26.200

23.600

46.200

21.300

40.000

25,600

ホスマ-

ホスマー

ホスマー

ホスマ-

ホスマー

ホスマ-

ホスマ-

ホス~7-

ホスマ-

ホスマ･-

ホスマー

ホスマ-

ホスマ-

ホスマ-

ホスマ-

小原

小原

小原

′J､原

ノJ､原

′J､原

小原

小原

小原

小原

小原

小原

′｣､原

/J､原

小原

啓愛

啓愛

啓愛

啓愛

啓愛

啓愛

オットーポック

オット-ポック

オットーポック

オットーポック

ホスマ一･

ホスマ一･･

ホスマ一･

啓愛

啓愛

啓愛

啓愛

啓愛

啓愛

啓愛

啓愛

佐藤

佐藤

佐藤

佐藤

佐藤

佐藤

佐藤

オットーポック

オットーポック

ビェナ トーン

88X

99X

50274

50275

50316

50317

52431

52432

52601

52602

53818-53829

55000

55001

55015

55016

45C-011

45C-012

45C-0I3

45C-021

45C-022

45C-023

45C-031

45C-032

45C-033
45C-041

45C-042

45C-043

45C-051

45C-052

45C-053

ⅩⅠ-H-012-L

XI一打-012-W

Xト71-0 12-S

XI-ll-013-L

XI-X-013-7d

XI-H-013-S

8K1

81(18-8K19

8Ⅹ18

8x24

56414-56431

57712-57717

50483-50486

ⅩトH-050-2

KI-H-055RC

XIIH-1105

XIIH-1106

KI-H-1107

KI-H-1108

KI-H-11Og

XI-n-1ll0

4-8P1

4-8P2

4-8P3

4-8P4

4-8P5

5-8P

5-8S

8Sl1

8S20

M71167





E 作業用手先具

39.800

48,800

32,100

41.200

35,500

20,200

66.000

70.200

62.300

66,000

21,600

29,800

15,700

24,10【)

8,500

15,600

20,900

28,400

14.400

21.300

7.800

15.600

130,700

46.600

52.100

40,700

46.200

34.600

41,900

45.900

52.100
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2228292914812.900,700,400.000,850.600.500,600 啓愛 K.I-H-057曲鋳物押さえ鎌持ち金具鍬持ち金具 )

その他 ケIプルセット 99667555555ll7726927,109.500,500,900,800,200,400,400.900.900,400,500,500,200,200600.300.600 ホスマ- 2250ホスマ一一 2251近畿 K P1-6

ノ､部一品ネス 5,7005,700

フ 先ツ ゴタ ム用 240

節端栄 A 上腕用B 前腕用 3,2003.400

甲.動′ヽンド 596.517.1,2121,212622442832692638734734734520520520432582444388200500.500!500.500.500.500.500.600,700..700.700.500,500.500.100,700,700.500



556.500556,500423,200 /し＼ ー ノ

リスト二1-■ト 18202013323623422176221732,15225,33..700,900;900,100,900,800.900.GOO,800,000,800700,200000100

リ用ス 部ト晶二王.ツト 27171334518000200100550800400

=Ⅰントローラー 145159236317213116320800100900500000200500

コ 用ン 部ト品ロ】ラI 3.100

ロIチ)タI 241,800302,500

ロ 用1部テ 品lタl 29,800

コ プネ ロク ック ク1 13,80010.400



.1,9002.8503,55028,40028.40035,50071,600

接読ケlプル A 電極用C その他 ′ 6.2006,8006.90019,600159,70028,40096,80096.800159,700159.70014.00014,00027▲90027.20010.6007,5007.700ll.20017,30023.6009,30010,4008.60071062.90051,70051,70029,80012,00024,00014,00012,50016,90010,9005,850オットーrホック 13E121

コこユノレニボ ツ】 ト 652,5001,012,5001,012.500246,000150,900

エ 用ル 部ボ 晶Iユγト 64,40048,00020,5009,50010,600RSLステイ-パー LR点G



477444243 600400000600500500600300600 CL

/iツチリIボックス 22214114800400200200850300400700900 モーションヲントロール 3010315

スイン′チ 38.41,9,41,229,102.102.17.22.26.26.29,800700900300900900900600400400400200

ス 用イ 部ツ 晶チ 14.9008,400

充罪 48,60050,40081,10023,2002,8505,70066.00064.90072.90051,800 オットーボツク 757L20

ライナ1ロックアダプタ 45.25.29.25.35.34,39,0008QOBOO800000900800



i 87.50066,000

義足用部 股継手 遊動牢 9,20014,50014.10014,10014,10038.90046,80018,40021.90043,900小原 31.a-021

外転式

B カナディアン式

腰細≡手 A ヒンジ継手1 大腿遊動式2 下腿遊動式3 横引き固定式 15.20015,200■15,20015.10015,10015,10012,10012.10017.10017,10012,10014,30013,70013,70015,40015.10014,80013,60013,60013,60015,70015,700ll,900ll,90014,30015,900■15,000ユ5,00015,0001.1,50013,20013,20013,20015,50013,80013,80014,20014,40023,40023,40024,10020,700小声 2 88-022



B 鉄脚C ブロック継手 20,70020.30019.00019,00019,00018,60018.60018.60051,40051,40051,40052.50054,50054,50()55,90060,90055,90062.40042,80043,loo40,40D64.70049.60049,60047,20060.00055,90.055,90055,90042,60042,60042,60042,60042,60042,60044,70044,70044,70044,70044,70044,70060,20058,00058,00055,40055,40062,40066.00054,00064,800 rLLi
1 遊動式2 固定 .遊動切替式3 安全膝 協和 R-101



D SACH足部

32,500
27.400

12,000

12.000

15,000

13,900
ll,100

12,800
ll,300
21,200
31,100
20,900
31.100

266.200

290,400

145,200

108,300

78,900

36.400
36.400

203,300
18.000
18.500
18.500
18,500
31,500
59,400
62,000

205.700
209.800
239.400
29.000
64.700
64,700
61.700
61,700
61,700
56,800
63,400
94,400
13,800
14,900
14,800
16,700
29,000
21,400
591200
61,200
59,200
61,200
24,000
24,000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000

オットーポック 1H31

オyト-ポ,/ク 1上137

小原 388-010

小原 38B-020

小原 428-020

啓愛 ⅩトSG-A24-L

啓愛 K卜SG-A24-M

啓愛 KトSG-A24-S

啓愛 KトSG-A28

啓愛 KIISG-M50

啓愛 Kl-SG-M50-N

啓愛 KI-SG-M5i

啓愛 K卜SG-M51-N

カレッジパークインダスcpI-01
トリ-

カレyジパークインダスcpI-02
トリー

カレッ ジ′く-クインダスcpト03
トIP-

HF KFI00

HF KFllO

オットーポック 1王)10

オットーポッタ lDll

オットーポック 1E80

オットーボツク 1S30

オット-ポック 1S49

オットーポック lS66

オットーポック 1S70

オットーポック 1KIO

オ/､イオ CC2L

オ/､イオ IMP-SIZE

刀-タームイJへ一一ソヨンス■ FS3000EXO

フレックスフット F･F-WⅡ

フレックスフット F･F-WⅡ-SP

ペッサ

マインド

マインド

マインド

マインド

マインド

ラポック

ラポック

ラポック

小原

小原
小原
啓愛
啓愛
高崎
SAFE

N1100S

SCP185

SCFlg5

SFHllO

SFH120

SFH130

CllOO

Ml180

Xl170
41B-010

41B-020

428-010

KI-SG-7dS2

KIISG-7II52-N

TG-3DOl

I

SAFE I

SAFE Ⅱ

SAFE
UShlC
USMC
USMC
USMC
lJSllC
USもlC
USMC

Ⅱ D

poュ-(L,良)1-2640

po卜(L,氏)1-2650

Poュ-(L,R)1-2660

poュ-(L.氏)1-2670

pot-tL,求)1-2680

PO1-(L,R)1-2690
poュ-(L.R)卜2700



24,00024,0005.1006,3006,60018.60015.000127,00017,70014.60014.60017,700 I-I ⊂＼＼ー

F 装飾足袋 佐藤 8-1佐藤 8-2佐藤 8-40

足部調塞.用都 /iン/ヾI `2,1502.1501.5001,5003,5503.250 カレッジ′ト クインダスT2S,;監 芸S{/諾…T2S57FTS-トリ- 226/FTS-227/FTS-228カレッジバークインダス認諾 ;く言言…蒜 票 ;FTS_～ - 305/FTS-306カレッジパークインダス FTS-405′FTS-406トリーカレッジ/i-クインダス vABM2124′VABM2530トリー

その他 PR著/くノレプ 22.ZOO22,2008,0008,00010,50014,60012,80014,5007,40018.50022,7004,9506,1006.1005,5005,5009,1009,1009.loo9.50028.100

懸垂 A 股 .大腿用 1513ullllll2012783172014,600.900,400,400,400,l400,400,6bo,400,800,200,100,400.200



6.1009,2008,1004.4504.60013,900 レイブン N7lSレイプン RKS

K クB コ=M ツジ 7.200 フィラワ- 1540

節端求 A 大腿用B 下腿用 5.3005,600

ライナlロ'yグアダプタ 6,BOO34.1005.80023▲90022.SOD39,80036.20046.20035,50025.80029,80035.00025.80022.40022,40025,60034,500カーット-ポック 6A30=20



82.20D87,goo95,000102,700102.70066,00077,40038,30085,90066,00067.80065.900･ 82.30066.00044.20056,10056ー10056,10056,10056.loo

その 2.4502.4004,55022.0008,5008.50027,10012,700ll,4009,70019,0001,65042,60028.50028,500ll,20029.000ll,20051.5007103002102,1506,40014,4007.3009.7003,8005,4005,40027.60022,700

他の部

ノブロックD 先ゴムE 瞳ゴムG 前止金具 佐藤 8-3佐藤 8-4佐藤 8-5啓愛 ⅩトSG-F1





2 骨格構造義肢

区分 名` 称 型 式 価 格円 使 用 部 品 備 考

義辛用 肩継手 A 屈曲 .外転式 42,60042,80050,50061.000 I -ポ ー

都

肘継手 49,60055,60035,goo48.90056.40051.20051,20048,80048,80030,70030,70067.800佐藤 9-88 手継手部品付

手継手 A 両摩擦式 ■B 軸摩擦式 4,7509,5008,900ll,90036,90014,7004,7509,900オ . -ボ ､

C 手屈曲式

D 手郭コネクタ 佐藤 9-88-1

義辛調整局潔 ソアケ ダツフDトクI 17,30018,500佐藤 9-88-2

チlプ 17,300



48,90066,000105.30025,60017,90042.60040,20066.00044.10068,00035,00059.90040.60063,80035.50045.90035,30042,60041.10048.80032,10041,20035.50070,20066,00021,60016.60014.20021.70031,20025,60021,30030150016,10024.10045.70051.50096▲800107.70056,800 佐藤 2-3佐藤 2-4佐藤 2-452佐藤 3-2佐藤 3-2X佐藤 3-3佐藤 3-3X佐藤 3-452佐藤 3-92Ⅹ佐藤 3-93)【佐藤 5-2佐藤 5-3佐藤 5-4虐藤 5-5佐藤 5-2X佐藤 5-3X佐藤 5-4X佐藤 5-5X佐藤 5-8G佐藤 5-8GX佐藤 5-9佐藤 5-9X佐藤 5-44佐藤 5-44W佐藤 5-92X J

外装部叩 コ プネ レク lシ ト≡ン 2,2503,500

フォI 8.5008,70012,20017.50013,'6005,200

ム
カ

ノくI

その 断揺 A 上腕用 3,2003,400 価格は､消臭加工処理

他 求 B 前腕用

ハ 部】品ネス 5.7005.700



】プロタツ 35,00025,80045,00034,90039.800

ライナー 66.00012.30054,70075,5007.1008.50064,70066,00087,50065,30066.ODD オズ-ル COM-SⅠZEオハイオ ALA-C

義足用部 股継手 B ロック式 66.000175,500167,000266,00073,000167,60072.50073.60088.30076,400182,10073,BOO73,80089,70089,700啓愛 A1-6-3高崎 TG1010徳林 TH-01C啓愛 A1-6

磨継手 A 単軸膝1 遊数式2 ロック式 408,500123,400243,200314,600266,.200312,500266.200432,500836,500693,100223,100205.200249.300119.800127.80080,80093,900260,20059,50058,200260,200115,00047.40046.300612,500 チエ一一プ付
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1 遊動式2 ロック式 94,400146.400158,500319,500332,500442.500372,500472,500492,500242,000242,000242.000233.300251,800363.400632,500349,700360,600349.700381.200152,20073,100149,600149,600330,500370,50091,00076,00066,00094.800112,300165.300126.900136.200181.600300,000291.300316.400312,100612,50074,30091,6001̀40,900160,90081,loo139,800113,700 チューブ付ラボγク MO786啓愛 A2-10高崎 TG1006高崎 TG1017高崎 TG1027徳林 TX-40C高崎 TG1037 チューブ付
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B 遊動式
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C 多軸足部 342312212212269637527,800,400,200.200,200,000,6Op,300,500 マイイド SCS20Ds2USMC P31800HF F9HF IIFg

義足嗣A用部 プロフ′ク 96ll777938310101010910347.200.700,200,loo,100,100.900,830,500,700,100,100.100.900,700.700,800,500 マインド SLB240啓愛 A1-ll高崎 TG2113徳林 TWB-C徳林 TWB-4



オットーポック

オット-ポyク

オットーポック

オットーポック

オットーポック

オットーポック

オットーポック

オットーポック

オットーポック
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オハイオ
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4R72=45
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7レックスフット F7117-15

フレックス7yト F7800

U-712
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MO871
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SLO811

A1-12-1

A1-12-2

A1-14-15AL

A1-14-15PAL

A1-14-15SS

Aト14-15TI

A1-14-21AL

A1-14-22AL

TG2018

TG2019

TG2020

TG2119

Tf)S-1汀

TTC-15

TTG-14

TTT-17

P250

HF SP250



2051614,900.350.300,200

クラン'プアダプタ 14112123142533328191233161312291527llll12ll10121249351816181615112223123221222222 20060020090010010070050080010010060070040090080020070050040080010000060090080090000040040010080090000090050020000000070070060000040020020040050070070D000400800800300050800300 オズ-ル 2082JFウ GUPT-FCLAWマインド SC4220



465241825284220128231715779933271920101928141416,.200,8叩,400,300.600,400,600.200.100,900,900.800,TOO,400.400,700,700.300.300,200,200.BOD,100,100.300.000,500,200200 高崎 TG2005高崎 TG2005S高崎 TG2006高崎 TG2006声高崎 TG2016高崎 TG2086S高崎 TG3024一一F A9tjSMC 15101MUSMC 15124M

タ テ1 lンプル 69,66,64,3464,99,64,52,66,66,23,23,31pal28700000100,900700600100500000000900900.400.800.000 啓愛 A2-13高崎 TG2014徳林 TXR-01

トアル プク ソlt 6350565329658,200,000,400,300,500,800



14,2001,9502,0501.550

足 部 A SACH足部～ 239,600229,90D36,40036.40092.000350,500350,500350,500350,50031,50018,00018.50018.50018.500331,50059,400512,50062,00092.000331.500346.500220,200217,800217,800412.500220,20084,100205,700322,500251,700314,600341,800302,900329,900585,600314,600259,200288.800200.900217.70087,10030.00029.00016.90016,goo37,20037,20042,60064,70064,70061,70061.70061.70039.60056.800g4,40094,400 オハイオ CC2Lカレッジ/i-クインダス cpI_04トリー



B 単軸足部C 多軸足部D サイム用足部 63.40033,10016,40026,10021,40014.20059,20061,2005g.20-061,20013,800248,90023,00025.600230,500230,50022.70019.70017,20029,20017.500･27,50015,90018.46066,000266,200290.400145,200217,800142,70042,90042.90063.70040.900296.50045.900350.50020.20020,20017,300 啓愛 A卜7高崎 TG3021SAPE lSAFE I DSAFE ESAFE / Ⅱ I)啓愛 A1-8啓愛 A1-8-N啓愛 A2-8高崎 TG3022カレッジ′く-クインダス cpI-01トリーカレッジパークインダス cpト02トリーカレッジパークインダス cpI-03トリーカレッジパークイ ンダスcpト05トリー'ブラツチフォ- ド 509127-509134XF F1



1,5003.5503,5503,2503,2503,2503,2503,2503.2503,2503,2503,2501.8002.1505104704,6004,6004.6004.6001,2501.2501.2501.2501.1501.1501.1501.1502.5502,5502,5502,5503,5502,1502,1502,1503,5503.5503,1003.1003.1006,0006.0006,0001,3507802,4509,400 カレッジパ-クインダス 器苧/-認 諾;;FTS_トリー 424/FTS-425カレッジ/く-クインダス VAB112124トリーカレッジパ-クインダス vABM2530トリーカレLyジ/i-クインダス vBFAトリーカレッジパークインダス vBFBトリーカレッジ/i-クインダス vBFCトリ-カレッジ/i-クインダス vDMAトリーカレッジ/i-クインダス vBMBトリーカレッジ/く-クインダス vBMCトリー.カレッジ/i-クインダス vBSAトリーカレッジ′て-クインダス VBSBトリーカレッジ/i-クインダス vBSCトリー高崎 TG4031高崎 TG4034HF F20



外蛋局部 =】ネクシ'ヨン'プレ1ト I.1502,050.2,9002.4502.4502,4502.4502,70080.30082..000､4,4003,7001,5501,55015,4001.5003.200



22,7008,0008.4008.5007.700530I,7007,40016.400啓愛 A卜10高崎 764036

ストシ′ A 股 .大腿用B 下丘星用 9,1002,1501,4001,850I,7002,0003,3503,4002,2001.5501.7002,1002,1501,300 2枚

キ 2枚

ネ㍗ オツト⊥ポック 99B15
ト̀

バクア-77インド G-2早14 2枚

2枚2枚2枚2枚2枚高崎 TTG4037

リアルソ∵クス A 股 一大腿用B 下腿用 13.70013.TOD13.70013.70013.70013,70013.70013.7007.0007.0007,0007.0007.0007.0007.0007,00016,50042,10042,6006,7006,7006,7006,7006,700■6.7006,7006.70063.00010,70028.50028.500ll,20051,500ダウ DSt(-BK佐藤 8-3佐藤 8-4佐藤 8-5



育/iノレプ 12,BOO10.5007,8007.80022.20022,200.14,6007.400ll,50018,SOD22.7006.4004,9509,1009,loo9.1009,50010,0006.1006,1005,5005,5003.50028.100 USMC P36110ESP LⅦトPAOOO之

懸垂_く A股 .下腿用 15,60013,900ll,400ll.400ll,400ll,40020,40012,6007.4008.80031.2007.10020,40014.2006.1009,2008.1004.4504,60013.900

ノレト B 下腿用 アルプス SLE16アルプス SLE20アルプス SLE24オットーポック i53A2ダウ I)GSLEVレイプン 1ⅧSレイプン RKS

K ウB エM ツジ 7,200 フィラワ- 1540

断端 大腿用 5,3005.600

袋 下腿用

バ キッ ツテ トリー 7.10014.100



ロさ′クアダプタ 17,8006,8005.80023.90022,30039,80036,20052,40035.50046.20044,goo25,80029,80035.00025,8008.70013.90022,40025,6005,20034,500 オズ-ル J L-621000



366667666825565656.5644Soot300000goo900000300100100100100100200

その他の部 C その他 13221927227334255326173022115,800,700.600,600,700.300,700,000.200,250,400,4(】0,000.loo,500,ちDO,300.100 カレッジ/i-クインダス FSO1I))-べツサ N-iooFカレッジバークインダス FTS-167トリー

(注)

1 使用部品欄の r企業名 番号～番号｣で範囲表示したものについては､各部品の同一価格のものであること○

2 断端袋については､年間の上限額の範囲内である限り､必要な枚数を交付することができるものであること.
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C スイスロック式
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G 多軸膝 42,30042.30042,30042,30017.00090,80056,80017.00049.90025,60025,30024,90024.90022.20014,90055,40054,80020.80020,80027,60027,60027,60023.40023,400!,4008,20018,70017.80014.50017.20019.20021.90056,80056,80042,60042,60025,60018,80020,10063,40012,10016,00018,50020,30022,40018,90020,30019,20017,30019,20022,800 FLAP技研 F-A-1OTS SL616K啓愛 lト200-5

1 遊動式2 固定式 GⅡ 15101GⅡ 11511GⅡ TE-2530GⅡ TE-2531啓愛 X-AMト2啓変 R1-DAY





B 制御式 (補助付)

1 -方向



C 遊動式 56,10056.loo56,10038,8006,8006,60()6.3005,9005.7005,5008,8008.7009.50013,1007,2007.1007,8006,0006.0005.600ll,800ll,80010,20010,20010,20010.2006,1506.1505.7507.2002,7001,50010,2007,400 ティムス TAPS-Jib啓愛 K-214-1京王湯 T-811-1ベッカー 755ベッカー 795



B 制御式 (補助仲)

1 -方向

2 足板付一方向



4 足坂付二方向

5.600

5,600

1.200

1,200
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560

1,500

1.500

1.500

1,350

1,350

1.350

1.150

1,100

1,050

4,650
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1,200

1,200

1,200

19,900

24,900

18,400

7,000

7,000

7,000

1,150

2,700

15,goo

9,600

4,800

6,900

8,600

7,300

7,300

7,300

7.300

4.400
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啓愛
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啓愛

啓愛

啓愛

啓蒙



4,1004.1004.100

その也 あ13み:コム 680680680340340340440

ターンノくツク′レ 24 loo900500500600800300今仙 M5410今仙 M5600

揺準靴 20,200

装冒用刺御装置 21,300由,400今仙 M5700

7~スブララン 976.6,3,3,73,100,500700400100400,100,600 フィラワ一. 4301フィラワ-. 4303啓愛 KトE-B啓愛 KトM一声啓愛 KトM-F

足板 800800 啓愛 KC-1啓愛 KC-2

上 肩 19.70019,70030,20030,20030,20030,20068,900

肢装 継辛

FI サカモ ト C-i-1

肘継手 85238ll500800300600

手継手 52800

把 用持 部装 品冒 47400

B.ど.(⊃ 119365879500500200400

宿装■用部 1419111111900900■900900500300500800タガワ TM-1タガワ ー TM-1-3タガワ ¶ト2タガワ TM-2-3タガワ TM-3タガワ Th卜4Jhn4 ーⅨ-1



#装U Ejt. 那枕 晶

ミ ネ′レ ック クオ リl ンキ グl 15,50012.200

前方支柱 5.7005.000

. 後方支柱 6.TOD8,6008,100

ア リク ガト ー 820920

煤香 A 二重式B 一重式 , 3,3503.350

前 回方 定支 金撞 具 750830

(鍾)



4 座位保持装置

名称 型 式 価 格円 使 .用 部 品 備 考

支持 頭部 28,100

部 76.50015,20【)19,30039,60012,10042,60023,100115,20019,20021,70017,500 オットーボツク 430C等AEL l8085有薗 TYA-00-5西川 3000

体幹部 . 52,50040,90066,00072.60056,00063,40063,40066,00050,70050,700p50,70031,80031,80031,80068,70068,70068,70053.60053,60053,60053,60053,60058,20058,20058,20058,20058,20090,50056,100 ジエイ 1913-1918ジエイ 2320CascadiDesigns VAR47500西川 0007
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445344534453445356665158515856,400,600,400,600,400,600,400,600,.100,000,509,100,500,100,100 西川 0008 ⊂足部 1111342422126100800500200600600700700

支持都J<I 体幹部 62,30066,80062,30062,300 ジエイ S600ジエイ S602ジエイ S603ジエイ ､ S605 骨盤一体型､体幹パッド､腰部パッド付き _ ′′＼.､｣

ス 62,30062.30025,00025,00025,00020,20020,20020,20078,000 ジエイ S607ジエイ S610

骨盤 .大随部 . 263166ll66ll666677llllll77ll79,loo,800,800,800.500,800.BOO,500,800,800.800,800.400,400,400,400,400,400,400,400.400,800 ジエイ 273ジエイ S100ジエイ S101ジエイ S105ジエイ S106ジエイ S107ジエイ S108ジエイ 5110ジエイ S115AEL ZPB′14



9.BOO9,800AEL ZPB′40AEL ZPB′44

体幹部､骨盤 .大腿部供用型 22,20023,300L24.50025,70035,000西川 2030西川 2035西川 2040西川 2045百川 2050

体幹部､骨盤 .大腿部一体型 6787910125656 70050050060070020030.0800000800700 有箇 TYA-AB-2.有箇 TYA-CD-2川村義肢 nLC-1988-SⅠZE

体幹部 .骨盤 .大腿部 .足部一体型 228,100

上肢 .体幹部 .骨盤 .大腿部 .足部一体型 292,ODD

支持部調整用部 体幹部 7,8,4,5,3,66,66.66.66,ll,3g,42,39,39,ll,2,3009004501007500000000000002008002008008004()0100 ジエイ 685ジエイ 686ジエイ B687ジエイ 8688-}=/ B689ジ主イ NⅠ602神奈川でく工房 OK-01神奈川でく工房 TPO9-01TPO7-01



4,0004,0005,70018,500 神奈川でくI房 KD-CL-01,KD-CS-01

足部 33,800

身 体幹パッド 8,900 ジエイ 672

体保 8,900 ジエイ 682++

持部E)D 8,goo8,90038,60038,60038,6005,0005,0006,4004,3001,6bo1,600ll,100ll,100ll,100u.loo33,80027,30021,6008,00043,00043,000 /エイ 683ジエイ 684ジエイ B560ジエイ B561ジエイ 8562AEL 25135AEL 25145AEL 25235AEL 2524■6

6562224222200700800850850850300050050050 ジエイ 150Jジエイ 151Jジエイ 2250ジエイ 8550ジエイ B551ジエイ B552ジエイ B553

2222212912131313,200,200,600,800,500,500,500,500 AEL 22243.AEL 23363

膝パッド 16,60049,90049,900



14,80015,300ll,400■12,50013,60010,90018,20019.30010,50010,800ll.100J16,50017,00018.20018,70018,70017,00018,20018,70024,40022,90036.900ll,90021,70021,70021,70021,7001,0001,0001,0009,goo12,9008.900ll,9007,00010,9007,00010.90015.goo15,90015,90017,90017,90017,90018,90018,90018,90016,90016,90016,90017,00017,00017,00017,00017,00018,200 ボディポイント H8403ボディポイント H8404ボディポイント ltB504ボディポイント HB505ボディポイント riB508ボディポイント HB511ボディポイント HB512ボディポイント HB603ボディポイント HB604ボディポイント ㍑-CPボディポイント SH201ボディポイント SH202ボディポイント SH204ボディポイント SH211レツキー 含去ヲ4K…≡諾…望g…三三三5K89-SKOAESIJ ATS-CL-HAES ATS-CO-汁AES ATS-CO-S

棉 屋内用 263,900



レ(ム 71,00039,800 アシスト HAL-2アシス ト HAL-6 ⊂′/【㌔

868282815411344222377519180129949392881791811838282821021059694,500,900,300,700,900,700,100,400,900,900,900,000,100,200,400,,200,000.300,100,500,900,300,300,300,900,400,900,400 TARU TA-002有箇 TYA-AB-8有革 TYA-CD-8川村義肢 9036-SⅠZE川村義肢 9037-SⅠZE川村義肢 9040-SIZEきさく PCR2-LLきさく PCR2-しきさく PCR2-Mきさく PCR2-S栃木つくし工房 .CA1LL栃木つくし工房 cAT-M栃木つくし工房 ◆cAT-S

屋外用 29023913617221719930430430430415686941011009995137138135133,200,000,500,300,800,700,100.loo,100,100,900,200,400,600,400,200,600,300.500,000,800 オットーボツク HR32040Qミキ GF-SXType_α(7ル77)ミキ GF-SXType_β(ヘ'づ)aTlarL AN-2000有箇 AR-06FR26-01有箇 TYA-AB-1有首 TYA-C工卜1きさく PW2-LLきさく PW2-しきさく PW2-帆きさく PW2-S栃木つくし工房 CAR-L栃木つくし工房 CAR-LL栃木つくし工房 CAR-M栃木つくし工房 CAtトS

A辛部 頚部継手 21 300300 オットーポック 476L52=SKOl



34232122211112222 200700400900700200500600600700BOO600500200800700600300 TAKU Tli-001TAKU TH-002神奈川でく工房 H-01川村義肢 PCJ-02きさく NJ2栃木つくし工房 3CHO-ら栃木つ■くし工房 3CHO-BA栃木つくし工房 3CtlS-B栃木つくし工房 3CHS-BA

腰部継手 12954000000400200 TAXU TA-001TAKU TA-003西川 2100西川 2503

その也 A アームレスト用B 下肢用 29..30028.40025,60028,4009.400ll.60035,50022,70025,60017,00022,70031,20046.2008.500 神奈川でくI房 KAR-OLTAKU AMA200TAl(U AMB200TAKU AMC100 販売中止 ただし平成24年度までは同上

TARU FTAOO1 同上

C ティル ト用 TAKU FT】】001TAtくU TT-002神奈川でく工房 KD-LS-01

fa定金 4.10022000 か ､トーボ､､ク 476D52=SKO10-025.SKO60
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211441143331023312161811164420247652722454037.loo,700,700,350,350,700,700,250.200,200,200,900,800,100,600,800850,550,550,400.000,400,150,600,850,550,600,050,700.800.700.000.000,900.900 AEL #81808AEL #81810AEL #81820AEL R-450AEL R-500AEL TCMAEL Z-1016AEL Z-1017AEL Z-1018AES Hl)W2515アシスト HAレ3アシスト HA1.-4アシスト HAL-5THERAFIN AJ-ATHERAFⅠN DR-比TnERAFTN T王)-CLTuERAF7N URB西川.. 2511西川 2522川村義肢 9048川村義肢 . 9039-SIZE C

その也 カットアウトテーブル 847883636361817200900500500900900900700000 TAKU TT-001川村義肢 HLC-1986 ＼㌧..

アームレス ト 127303023 800800800800300500 オツ_トーボツク 436AR82A/S 89612川村義肢 HLC-1989



18,900 有薗 TYA-CD-3

(荏)



別表3 修理基準

(1) 義肢 一 殻構造義肢

修 理 項 目 価 格

ア ソケットの交換 2の(1)のイの採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額

をもつて修理価格とすることo

･イ ソフトインサー トの交換 2の(1)のイの採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の

価格をもって修理価格とすることo

ウ 支持部の交換 交換した支持部の価格をもって修理価格とすること○

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換 交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること○

オ 外装の交換 交換した外装の価格をもって修理価格とすること○

.カ 完成用部品の交換 3の(1)のカに掲げる基本価格に､2の(1)のオに掲げる額を加算した額をもって修

理価格とすること○

キ ソケットの調整 断端の変化に対しソケットを調整した場合に6,750円をもって修理価格とすること○

(症)

1 ア又はクの修理で完成用部品を必要とする場合は､2の(1)のオに掲げる額を加算することができることo

2 ア､ウ及びカの修理について､他の修理を必要とする場合は､当該他の修理価格を加算することができるこ



ア ソケットの交換
(ア) 基本価格及び複製価格

名 .称 1 採型区分 型 式 価 格 円 備 考

基本価格 複憩価格

義 手 用 A-1 装 飾 用 37,000 ･23,300 肩甲胸郭間切断用は､12,400円増しとす

作 業 用能 動 式 37,00047,600 23,30031,600 ること○

A-2 .装 飾 用作 業 用能 動 式筋電電動式 39,50039,50045,400･74,600 26,40026,40029,50045,300 攻着式は､25,100円増 しとすることo

A-3 装 飾 用作 業 用能 動 式筋電電動式 37,20037,20042,10074,700 2̀4,00024,00027,20045,300 吸着式は､25,100円増 しとすること○

A｢4 装 飾 用作 業 用能 動 式筋電電動式 38,40038,40039,90073,700 21,40021,40023,60045,300 瀬上支持式は､12,600円増しとすること○スプリット式は､18,900円増 しとすること.

義 足 用 ･B-1 受 皿 式 85,800 58,700 片側骨盤切断用は､17,100円増しとする

カナディアン式 85,800 58,700 ことo

B-2 差 込 式 54,500 40,.800 短断端切断用キツプシャフトは､48,'000

ライナ一式 95,800 65,000 円増しとすること○

吸 着 式 137,500 66,200 ⅠRCソケットは､52,400円増しとすること○

B-3 差 込 式ライナ一式吸 着 式 54,50073,100114,900 39,80058,80059,900

ち-4 差 込 式 42,100 36,100 大腿支柱付きは､23,000円増しとするこ

p T B式p T S式K BM 式 63,70078,20080,700 39,30047,600-47,600 と○

(注)



し､仮歩行を含む場合の価格であること｡

2 席上支持式は､ミュンスタータイプ及びノースウェスタンタイプとすること｡

3 ソフトインサー トのシリコーン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用い

る場合の基本価格に限り､42.600円加算できること.

(イ) ソケットの価格

名 称 採型区分 使 用 材 料 _価 格･ 円 備 考

義 手 用 A-1 アルミニウム､セルロイ ド皮 革熱硬化性樹脂熱可塑性樹脂 10,4508,50019,1004,850

A-2 アルミニウム､セルロイド皮 革熱硬化性樹脂熱可塑性樹脂熱硬化性樹脂 (筋電電動式) 9,300ll,30013,1006,35020,900

A-3 アルミニウム､セルロイド皮 革.熱硬化性樹月旨熱可塑性樹喝 .熱硬化性樹脂 (筋電電動式) 9,30012,20013,1004,50020,900

A-4 アルミニウム､セルロイ ド皮 革熱硬化性樹月旨熱可塑性樹脂熱硬化性樹月旨(筋電電動式) 8,150ll,10012,8004,45020,800

義 足 用 B-1 アルミニウム､セルロイ ド熱涙化性樹脂熱可塑性樹脂 20,70033,40014,200

ち-2 木 製 45,400 エアクッションソケットは､14,500円増しと

アルミニウム､セルロイド 13,800 すること○

皮 革 18,000 二重式ソケットは､内ソケットの使用材料の

熱硬化性樹脂 26,100 価格を加算することができることO

熱可塑性樹脂 15,200 主たる積層材にカーボンス トッキネットを用い樹脂注型を行う場合は､15,300円増しとすることo

B-3 アルミニウム､セルロイ ド 14,000 エアクッションソケットは､14.500円増しと

皮 革 23,200 すること○

熱硬化性樹脂 38,600 二重式ソケットは､内ソケットの使用材料の



い樹脂注型を行う場合は､15,,000円増しとすることO-

ち-4 アルミニウム､セルロイ ド ll,lob エアクッションソケットは､13,p100円増しと

皮 革 16,400 すること○

熱硬化性樹脂 23,700 二重式ソケットは､内.ソケットの使用材料の

イ ソフ トインサー トの交換

名 称 採型区分 使 用 材 料 . 価 格 内 備 考

ソケ ッ ト交換に付随す る場 合 単独の場合

義 手 用 A-1 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂 447150300200 ll,00014,80018,100

A-2 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂 ,.346700200950 9,95014,20015,700

A-3 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂 346700200950 9,95014,00015,700

A-4 皮 p革軟 性 発 泡 樹 月旨.皮革 .軟性発泡樹脂 3,6004,1506,700 9,10013,10014,900

A-5 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂 3,6004,1506,700 9,50014,10016,300

義 足 用 B-1 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂 649150750300 13,20019,30022,400

ち-2 ■皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂皮 革 .フ ェ ル トシ リ コ ー ン 446838750400300600700 12.19221438000300200900700

B-3 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂皮 革 .フ ェ ル トシ リ コ ∵ ン 5,3004,5508,5509,45041,700 1018221541700600300800700

B-4 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂皮 革 .フ ェル トシ リ コ ー ン 3,9504,2506,4507,45033,400 9141613339509qO300800400



皮革 ･軟性発泡樹脂

皮 革
軟 性 発 泡 樹 脂
皮革 ･軟性発泡樹脂

皮 革
軟 性 発 泡 樹 脂
皮革 ･軟性発泡樹脂

(注)

1 ソケット交換に付随する場合の価格とは､ソケット交換を行 う時に付属的にソフトインサー トを製作する場合

の価格であり､単独の場合の価格とは､ソフトインサー ト交換のみを行 う場合であり､使用中のソフトインサー

トから陽性モデルを作りソフトインサー トを製作する場合の価格であること｡

2 軟性発泡樹脂 とは､PEライ ト及びスポンジであること｡

3 ソフトインサー トは､骨突起部等に部分的に当てるものではなく､断端の全体を覆うものであること｡

ク 支持部の交換

l名 称 型 式 部 位 使 用 材 料 価 .格円 備 考

義 手 用 装 飾 用能 動 式 肩 部 8,100

上 腕 部 アルミニウム､セルロイ ド熱硬化性樹脂 7,25022,400

前 腕 部 アルミニウム､セルロイ ド熱硬化性樹脂 .9,25018,500

作 業 用 上 腕 部 7,250 ･肩義手用及び上腕義手用に幹部を使用する場合に限ることo

前 腕 部 9,250 前腕義手用に幹部を痩用する場合に限ること○

筋 電電 動 式 上 腕 部 熱硬化性樹脂 28,500
前 腕 部 熱媒化性樹脂 28,500

義 足 用 常 用 股 部 9,750

大 腿 部 木 製アルミニウム､セルロイ ド熱石更化性樹脂 30,50029,10030,500

下 腿 部 木 製アルミニウム､セルロイ ド熱媒化性樹脂 29;90026,90029,900

足 部 軟性発泡樹脂 13,700



下腿義足用に鉄脚を使用する場合に

限ること｡

(注)

1 支持部の交換を行 う場合は､ソケット交換､継手交換､アンクルブロック交換､幹部交換､鉄脚交換､高さ修

正及び長さ修正等の修理において支持部に手を加えることを余儀なくされる場合に､その修理箇所の支持部を加

算することができること｡

2 果義足用､足根中足義足用及び足指義足用の場合に限り､足部を加えることができること｡

3 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は､支持部に外装を加えることができること｡

4 肩義手で､ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合

は､ 8,300円増 しとすること0

5 股義足で､ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修

正を行 う場合は､ 9,850円増しとすること｡

6 熱可塑性樹脂については､セルロイ ドに準ずること｡

7 支持部の長さ及び高さ修正を行 う場合は､支持部の修理部位の使用材料の額をもって修理価格とすることOた

だし､外装を行う場合は､外装交換の額を加算することができること｡

8 ブロック継手交換は､支持部の修理部位の使用材料の額をもって修理価格とすること｡ただし､外装を行う場

合は､外装交換の額を加算することができること｡

9 ソケット交換を行 う場合は､取り外す部位の使用材料の額を加算することができること｡

し

⊂



エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

交 換 部 品 備 考

一式交換

美錠締革交換

美錠留革交換

たわみ継手交換

前方支持バンド交換

上腕カフ (三頭筋パッド)

4,200

1,650

1,700

1,550

1,550

3,000

一式交換

肩吊帯交換

義足用股吊帯交換

位置革交換

膜バンド交換

横吊帯交換

美錠締革交換

美錠留革交換

金具部品交換

価格は､1本当たりのものであること｡

価格は､1か所当たりのものであること｡

(注)

1 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換の価格は､基本価格に､使用部品ごとに2の(1)のエの(ェ)に掲げ

る額を加算したものとすること｡ただしぐ2の(1)のエの(ェ)に掲げられていないものの修理は､基本価格をも

って修理価格とすること｡

2 金具部品交換の基本価格は､美錠等金具部品の価格を含むものであること｡

3 軽便式 ･下腿義足常用普通用の懸垂用膝カフの交換については､PTB膝カフに準じて取り扱うこと｡



オ 外装の交換

名 称 外 装 部 位 使 用 材 料 等 価 格円 備 考

義 手 p用 肩 . 部 皮 革プ ラスチ ック塗 装 6,40018,1003,750

上 腕 部 皮 革プ ラス チ ック塗 装 6,90018,1003,750

前 腕 部 皮 革ープ ラスチ ック塗 装 6,90014,6003,750

義 足 用 股 部 皮 革プ ラスチ ック塗 装 9,50017,4004,250

大 腿 部 皮 革プ ラスチ ック塗 装 7,65017,4004,250

下 腿 部 皮 革プ チスチ ック塗 装 8,35015,6004,250

足 部 裏 革裏 革塗 装リアル ソックス 6,4505,3005,3502,050 リアルソックスは､完成用部品を加えることができることo

(め

足部の表革及び裏革については､木製足部の場合に加算できることOただし､特に足部の耐久性を高める必要



カ 完成用部品の交換

(ア) アライメント調整を必要とするもの

名 称 交 換 部 品 基本価格円 備 考

義 手 用 肩継手部品肘継手部品手継手部品 15,2009,1003,450

義 足 用 股継手部品膝継手部品足継手部品前留金具部品 17,70015,4003,4508,800

溶 接 9,000 価格は､ 1か所当たりのものであること○

(注)

1 筋金交換は､右又は左の-側を1単位とすること.

(イ) アライメント調整を必要としないもの

名 称 交 .換 部 品 基本価格円 備 考

義 手 用 有為手部品肘ブロック継手部品肘筋金部品手継手部品手先具部品コン トロールケーブル部品 4,2005,6503,2003.loo2,6002,700

義 足 用 股継手部品膝ブロック部品膝筋金部品足部部品作業用スプリング作業用足部裏ゴム攻着式バルブ前留金具部品 4,4005,8502,6002,7501,7002,4505.4003,750

妻容 按 1,800 価格は､1か所当たりのものであること○

(注)

1 本表の部品交換については､ネジ等の交換は適用できないものとすること○



(2) 義肢 一 骨格構造義肢

修 理 項 目 価 . 格

ア ソケットの交換 . 2の(p2)のイの採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額

をもつて修理価格とすること.

イ ソフトインサー トの交換 2の(2)のイの採型区分ごとのソケット■の交換により付随する価格又は単独の場合の

価格をもって修理価格とすることo

ウ 支持部の交換 交換した支持部の価格をもって修理価格とすること8

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換 交換 した義手用ハーネス及び義足療重用部品の価格をもって修理価格とすること.

オ 外装の交換 交換した外装の価格に､ 2の(2)のオに掲げる額を加算した額をも.つて修理価格とす

る̀こと○

カ 完成用部品の交換 使用部品ごとに2の(2)のオに掲げる額に､ 2,500円を加算 した額をもって修理価格

とすること○ただし､ス トッキネット､吸着バルブ､懸垂ベル ト､KBMウエッジ､断

端袋､ライナーロックアダプタ､ライナー､ラミネーションポス ト､エアコ■ンタクトキ

ツト及びエアパイロンポンプの交換の場合には､ 2の(2)のオに掲げる額をもって修理

価格とすること○

キ ソケットの調整 断端の変化に対しソケットを調整 した場合に6,750円をもって修理価格とすること○

■(注)

1 ア又はクの修理で完成用部品を必要とす.る場合は､2の(2)のオに掲げる額を加算することができること○

2 ア､ウ又はカの修理について､他の修理を必要 とする場合は､当該他の修理価格を加算することができるこ

と○

(



ア ソケットの交換

(ア) 基本価格及び複製価格

名 称 採型区分 型 式 価 格 円 備 考

基本価格 複製価格

義 手 用 A-1 装 飾 用 37,000 23,300 肩甲胸郭間切断用は､12,400円増しとすること○

A-2 装 飾 用 39,500 26,400 毅着式は､25,100円増 しとすることb

A-3 装 飾 用 38,400 21,400 ･席上支持式は､12.600円増.Lとすることoスプリット式は､18,900円増しとすることo

義 足 用 B-1 カナディア 85,800 58,70() 片側骨盤切断用は､17,100円増しとするこ

ン式. とO .

B-2 差 込 式 54,500 40,800 短断端切断用キツプシャフトは､48,000円

ライナ一式 95,800 65,000 増しとすること○

吸 着 式 137,500 66,200 ⅠRCソケットは､52,400円増しとすることo

B-3 差 込 式ライナ一式吸 着 式 54,50073,100114,900 39,80058,80059,900

B-4 差 込 式 .42,100 36,100 大腿支柱付きは､23,000円増しとするこ

p T B式p T S式K BM 式 63,70078,20080,700 39,30047,60047,600 と○

ち-5 差 込 式有 窓 式 44,400･65,500 37,80041,000

(注)

1 基本価格は､採寸又は採型と仮歩行を含む場合の価格であり､.複製価格は使用中の義肢からソケットを復元し､

仮歩行を含む価格であること○

2 額上支持式は､ミユンスタータイプ及びノースウエスタンタイプとすること○

3 ソフ トインサ- トのシリコーン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用い



(イ) ソケットの価格

名 ◆称 採型区分 使 用 材 料 価 格円 備 考

義 手 用 A-1 アルミニウム､セルロイ ド皮 革熱硬化性樹脂熱可盤性樹脂 10,4508,50019,1004,850

A-2 アル ミニウム､セルロイ ド皮 .革熱硬化性樹脂熱可塑性樹脂 9,300ll,30013,1006,350

A-3 アル ミニウム､セ′レロイ ド皮 革 .熱硬化性樹脂熱可塑性樹脂 8,150ll,10012,8004,450

義 足 用 B-1 アルミニウム､セルロイ ド熱硬化性樹脂熱可塑性樹脂 20,70033,40014,200

B-2 木 製 45,400 エア~クッションソケットは､14,500円増しと

アル ミニウム､セルロイ ド 13,800 するこpto

皮 .革 18,000 二重式ソケットは､内ソケットの使用材料の

熱硬化性樹脂 26,100 価格を加算することができること○

熱可塑性樹脂 15,200 主たる積層材にカーボンス トッキネットを用い樹脂注型を行 う場合は､15,300円増しとすることD

B-3 アルミニウム､セルロイ ド 14,000 エアクッションソケットは､14,500円増しとー

皮 一事 23,200 すること01

熱硬化性樹脂 38,600 1二重式ソケットは､内ソケットの使用材料の

熱可塑性樹脂 17,300 価格を加算することができること○主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行 う場合は､15,000円増しとすること○

ら-4 アルミニウム､セルロイ ド ll,100 エアクッションソケットは､13,100円増しと

.皮 革 16,400 すること○

熱硬化性樹月旨 23,700 二重式ソケットは､内ソケットの使用材料の

熱可塑性樹脂 ･12,300 価格を加算することができることo主たる積層材にカーボンス トッキネットを用い樹脂注型を行 う場合は､ 5,950円増しとすること○

B-5 アル ミニウム､セルロイ ド ll,500 エアクッションソケットは､12,100円増しと

皮 革 16,600 すること○

熱硬化性樹月旨 22,500 主たる積層材にカーボンス トッキネットを用



イ ソフトインサー トの交換

名 称 採型区分 使 用 材 料 価 格 円 備 考

ソケ ッ ト交換に付随す る場合 単独の場合

義 手 用 A-1皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂 4,1504,3007,200 ll,00014,80018,100

.A-2 皮 昔軟..性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂 3,7004,200.6,950 9,95014,ZOO15,700

阜-3 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂 3,6004,1506,700 9,10013,10014,900

義 足 用 B-1 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂 6,1504,7509,300 13,20019,30022,400

ち-2 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂皮 革 .フ ェ ル トシ リ ア - ン 4,7504,4006,3008,60038,700 12,00019,30022,20014,90038,700

B-3 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂皮 革 .フ ェル トシ リ コ ー ン 5,3004,5508,5509,45041.700 10,70018,60022,30015,SOD41,700

B-4 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂皮 革 .フ ェル トシ リ コ ー ン 3,9■504,2506,4507,45033,400 9,95014,90016,30013,80033,400

ち-5 皮 革軟 性 発 泡 樹 脂皮革 .軟性発泡樹脂 4,1506,7007,350 9;05015,10016,300

(由

1 ソケット交換に付随する場合の価格とは､ソケット卒換を行 う時に付属的にソフトインサー トを製作する場合

の価格であり､単独の場合の価格とは､ソフトインサー ト交換のみ行う場合であり､使用中のソフトインサー ト



2 軟性発泡樹脂とは､PEライ ト及びスポンジであること｡

3 ソフトインサー トは､骨突起部等に部分的に当てるものではなく､断端の全体を覆 うものであること｡

ウ 支持部の交換

･ 名 称 . 価 格円 備 考

肩 義 手 用 13,000

上.腕 義 手 用 10,350

前 腕 義 手 用 10,250

股 義 足 用 15,6qO

大 腿 義 足 用 15,500

下 腿 義 足 用 10,250

(注)

1 支持部交換は､ソケット交換を行う場合にのみ加算できること○

2 肩義手で､ソケ ットに続 く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合

は､ 8,300円増しとすることo

3 股義足で､ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修

(



エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区 分 交 換 部 品 基本価格円 備 考

義

足

懸

垂

用

部

品

(荏)

1 義手用/＼-ネス及び義足懸垂用部品の交換の価格は､基本価格に､使用部品ごとに2の(2)のエの(エ)に掲げ

る額を加算したものとすること○ただし､2の(2)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は､基本価格をも

つて修理価格とすることo

.2 金具部品交換の基本価格は､美錠等金具部品の価格を含むものであること○



オ 外装の交換

名 称 価 格円 億 , 考

肩 義 手 点 10,300

上̀ 腕 義 手 用 8,150

前 腕 義 手 用 7,300

股 義 足 用 25,900

大 腿 義 足 用 20,700

膝 義 .足 用 18,500

下 腿 義 足 用 16,300

(注)

1 フォームカバーの交換を行 う場合のみ､加算できることo
2 フットカバー又はリアル ソックスを必要とする場合は､2の(2)のオの完成用部品の価格を1,000円増しとす

カ 完成用部品の交換

ス トッキネット､吸着バルブ､エアパイロンポンプ等の交換及び断端袋の支給 (交換を含む｡)については､2の

(2)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること｡

⊂



(3) 装 具

修 理 項 目 価 格 円 備 考

ア 継手及び支持部の交換 修理項目ごとに2の(3)の工に掲げる価格に､1,100円を加算した額をもって修理価格 とすることo

イ 完成用部品の交換 修理項目=:と8.こ2のく3)のオに掲げる価格をもって修理価格とすることo

･ウ マジックバンドの交換 修理箇所ごとに25mm幅のものは 750円､50mm幅のものは 1,050円とすること○ただし､裏付きの場合には､当該価格を2宿 した額を修理価格とすること○.

エ 輯按 修理箇所ごとにアライメントの調整を必要とするものは 8,750円､必要としないものは 1,800円とすること○

オ その他の交換 .修理

(ア)倭盟那位 下肢装具 足底革交換又は足底ゴム交換 4,950 ー

靴型装具 本底交換 7,000 瞳部品の価格を含むものであることO

足底挿板交換 6,450 踏まず支え等の機能を有 し､取外 しができる構造のものに限るo

半張交換.産交換積上交換底張かけ交換ファスナー交換 2,9501,4501,1001,8002,650

･細革交換 600 革底の場合は､1,200円増しとすること○

体幹装具 硬性コルセット筋金交換軟性コルセット筋金交換 2,6501,150

(イJ) (ア)以外の部位 修理項目ごとに2の(3)のエに掲げる価格とすること○

(注)

1 採型又は採寸を必要とする修理については､2の(3)のクに掲げる価格を加算することができることo

2 ア又はオ ((イ)に係るものに限る○)の修理で完成用部品を必要とする場合は､2の(3)のオに掲げる価格を

加算することができること○



4 完成用部品の交換において､2つ一組の完成用部品を1つ用いる修理の場合は､2の (3)のオに掲げる価格

に1/2を乗じて得た額をもって修理価格とすること｡ただし､標準靴を除くものとすること｡

し `

(～



(4) 座位保持装置

修 理 . 項 _ 目 価 格
円

ア 支持部の交換 2の(4)のエの(ア)に掲げる価格に､1,100円を加算した額を

もって修理価格とすることo

イ 支持部の調整 寸 法 調 整 形 状 調 整

頭 部 2,350 3,250

上 腕 部 1,400 2,200

前腕 .宇部

体 幹 部 2,800 7,500

骨盤 .大腿部

下 腿 部 1,400 2,200

足 部

ク 支持部の連結､連結角度調整用部品の交換 修理項目ごとに2のく4)のエの(イ)に掲げる価格に､1,050円

を加算した額をもって修理価格とすること○

エ 構意フレームの交換 2の(4)のエの(ラ)に掲げる基本価格に､1,050円を加算した

額をもって修理価格とすること○

車いすとしての機能を付加した場合は､当該機能のみに係る部

分については､車いすの修理基準に準ずること○

オ 付属品の交換 修理項目ごとに2の(4)のエの(エ)に掲げる価格をもって修理

価格とすること○

カ 調節機構の交換 修理項目ごとに2の(4)のエの(オ)に掲げる価格をもつ'て修理

価格とすること○

キ マジックバンドの交換 25皿幅のものは 750円､50m幅のものは 1,050円とし､裏付き

を必要とする場合には､当該価格を2倍した額とすること○

ク 完成用部品の交換 修理項目ごとに2の(4)のオに掲げる価格をもって修理価格と

すること○

(注)

1 採寸又は採型を必要とする修理については､2の(_4)のウに掲げる価格を加算することができること.

2 継手の交換において､2つ一組の義肢 .装具の完成用部品を1つ用いる場合は､2の (1)のオ又は2の



種 目 型 式 修 理 部 位 価 格円 備 考

盲人安全つえ マグネット付き石突交換 500

派鏡 枠交換 ･8,000 枠はセルロイ ド製を原則とすることO

矯正用 レンズ (6D未満)交換 5,100

矯正用レンズ (6D以上 10D未満)交換 6,450

矯正用レンズ (10D以上)交換 8,400

イヤモール ド交換 6,400

ポケット型ケース組立交換 5,400

耳かけ型ケース組立交換 2,500

眼鏡型ケース組立交換 ' 9,400

耳あな型シェル交換 (レディメイ ド) 6,300.

耳あな型シェル交換 (オーダーメイ ド) 26,400

ポケット型クリップ交換 1,200

ポケット型スイッチ交換 3,500

耳かけ型スイッチ交換 3,000

耳あな型スイッチ交換 3,150

眼鏡型スイッチ交換 3,450

重度難聴用ポケット型スイッチ交換 3,150

ポケット型テレホンコイル交換 1,350

耳かけ型テレホンコイル交換 2,550

眼鏡型テ レホンコイル交換 3,300

重度難聴用ポケット型テ レホンコイル交換 . 1,350

耳あな型テレホンコイル交換 (レディメイ ド) 8,400

耳あな型テレホンコイル交換 (オーダーメイ ド) 12,700

コンセント交換 830

ポケット型極板交換 1,350

耳かけ型極板交換 980

耳あな型極板交換 1,050



ポケット型ボリューム交換

耳かけ型ボリューム交換

耳あな型ボリューム交換 (レディメイ ド)

耳あな型ボリューム交換 (オーダーメイ ド)

眼鏡型ボリューム交換

ポケット型マイクロホン交換

耳かけ型マイクロホン交換

耳あな型マイクロホン交換 (レディメイ ド)

耳あな型マイクロホン交換 (オーダーメイド)

眼鏡型マイクロホン交換

重度難聴用ポケット型マイクロホン交換

IC回路交換

イヤホン交換

重度美臣聴用イヤホン交換

骨導式ポケット型レシーバー交換

耳かけ型レシーバー交換

重度難聴用耳かけ型レシーバー交換

耳あな型レシーバー交換 (レディメイ ド)

耳あな型レシーバー交換 (オーダーメイド)

眼鏡型骨導子交換

コー ド交換

重度難聴用コー ド交換

トランジスター又はダイオード交換

抵抗交換

耳あな型抵抗交換 (レディメイ ド)

耳あな型抵抗交換 (オーダーメイ ド)

コンデンサ交換

耳あな型コンデンサ交換 (レディメイ ド)

耳あな型コンデンサ交換 (オーダーメイ ド)

トランス交換

耳かけ型電池ホルダー交換

耳あな型電池ホルダー交換 (レディメイ ド)

耳あな型電池ホルダー交換 (オーダーメイド)

耳かけ型 トリマー交換



耳あな型 トリマー交換 (レディメイ ド) 6,300

耳あな型 トリマー交換 (オーダーメイ ド) 9,500

耳かけ型フック交換 400

ダンパー入 り耳かけ型フック交換 640

耳かけ型耳栓組立交換 400

耳かけ型サスペンション交換 640

耳あな型サスペンション交換 890

耳かけ型アンプ組立交換 20,200

耳あな型アンプ組立交換 (レディメイ ド) 31,700

耳あな型アンプ組立交換 (オーダーメイ ド) 42,200

重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換 36,700

眼鏡型アンプ組立交換 23,100

眼鏡型アンプ組立交換 (送信用) 35,200

眼鍵型アンプ組立交換 (受信用) 54,700

眼鏡型ブランク (空つる)交換 4,350 .

眼革型テンプル (補助つる)交換 3,100

眼鏡型フロン ト (前枠)交換 9,500

眼鏡型平面レンズ交換 3,.600

骨導式ポケット型- ツドバン ド交換 3,100

人工喉頭 気管カニューレ交換 3,150

充電器交換 1,600

振動板交換 9,000

スナップリー ド線交換 50

プリン ト板交換 14,600

スイッチ交換 i,:100

電気接点交換 4,500

振動スプリング交換 1,650

押ボケンスプリング交換 1,650

背当シー ト交換 7,500.

肘当交換 3,900

■座布交換 7,300

クッション交換 3,400



多層構造のもの)交換

クッション (ゲルとウレタンフォームの組合せのもの)

交換

クッション (バ/レプを開閉するだけで空気量を調節する

もの)交換

フローテーションパッド交換

[
主材料一高分子人工脂肪
構 造一主材料 (一層)及びウレタンフ

-ム (二層)による三層構造

クッション (特殊な空気室構造のもの)交換

キャスター (大)交換

キャスター (小)交換

ハンドリム交換

座席昇降ハンドルユニット交換

座席昇降チェーン交換

座席昇降メカユニット交換

リーム交換

レッグレスト交換

フットレスト交換

スカー トガー ド交換

タイヤ交換

チューブ交換

ブレーキ交換

シー トベル ト交換

テーブル交換

スポークカバー交換

塗装

夜光材交換

主材料のみの場合は､

1,300円減とすること｡

主材料のみの場合は､

1,300円減とすること｡

1回当たりとする こと｡総塗

り替えの場合に限ること0

1回当たりとすること｡



夜光反射板交換

バックレス トパイプ交換

バックレス トパイプ取付部品交換

アームレス ト交換

ハブ取付部品交換

キャスター取付部品交換

フレーム (サイ ドベース)交換

フレーム (サイ ド拡張)交換

フレーム (サイ ド拡張)取付部品交換

フレーム (折りたたみ)交換

ハブ用スプリング交換

簡易電動型電動ユニット交換

簡易電動型ホイール交換

簡易電動型ホイール部品交換

簡易電動型右側駆動ユニット交換

簡易電動型左側駆動ユニット交換

簡易電動型駆動ユニット部品交換

簡易電動型電動又は電磁式ブレーキ交換

簡易電動型外部充電器交換

ステッキホルダー (杖たて)交換

泥よけ交換

屋外用キャスター (エアー式等)交換

転倒防止用装置交換

滑り止めハンドリム交換

キャリバーブレーキ交換

フットブレーキ (介助者用)交換

酸素ボンベ固定装置交換

人工呼吸器搭載台交換

栄養パック取付用ガー トル架交換

点滴ポール交換

アシスト式は ､ 55,000円増し

とすること｡

アシスト式は､6,000円増し

とすること｡

アシス ト式は､21,900円増し

とすること｡

アシス ト式は､39,900円増し

とすること｡

し -



シリンダー用レバー交換 2,500

メカロック交換 10,000

ティル ト用ガスダンパー交換 15,000

ワイヤー交換 1,200

蛋動車 コントローラー交換 84,300

コントローラー部品交換 9,500

電動リフトコントローラー交換 40,600

電動リフトコントローラー部品交換 10,200

恵動ティル トコントローラー交換 94,500

電動テン.ル トコントローラー部品交換 10,200

操作制御部交換 24,300

操作制御部部品交換 5,800

電動リフト操作制御部交換 30,500

電動リフト操作制御部部品交換 5,100

電動ティル ト制御部交換 30,500

電動ティル ト制御部部品交換 5,100

電動リフト自動停止制御部交換 15,200

電動リフト自動停止制御部部品交換 5,loo

電動ティル ト自動停止部品交換 15,200

電動ティル ト自動停止制御部部品交換 ■5,100

/＼-ネス及びリレー交換 9,000

ハーネス及びリレー部品交換 3,400

電動リフトハーネス交換 15.200

モーター交換 28,500

モーター部品交換 7,200

電動リクライニングモーター交換 17,000

電動リフトモータ⊥交換 60,900

電動リフトモーター部品交換 8,100

電動ティル トモーター交換 17,000

電動ティル トモーター部品交換 8,100

ギヤーボックス交換 45,100

ギヤーボックス部品交換 9,700

電動リクライニング装置交換 53,300

電動リクライニング装置部品交換 22,200



電動ティル ト装置交換

電動ティル ト装置部品交換

電動又は電磁式ブレーキ交換

手動ブレーキ交換

手動ブレーキ部品交換

クラッチ交換

フレーム交換

フレーム部品交換

シー トフレーム交換

シー トフレーム部品交換

電動リフトシー トフレーム交換

電動リフトメインフレーム交換

電動ティル トシー トフレーム交換

バックレス トパイプ交換

アームレス トパイプ交換

アームレス トクッション交換

ガー ドアームレス ト交換

バックシー ト交換

アンダーシー ト交換

フットレス ト交換

フットレス ト部品交換

キャスター交換

キャスター部品交換

フロン トホイール交換

リヤーホイール交換

タイヤ交換

リヤシャフト交換

電動リフトシャフト交換

電動ティル トシャフト交換

電動リフトチェーン交換

電動 リフトチェーンアジャスター交換

バッテ リー交換

バッテ リー (マイコン内蔵型ニッカド電池)交換

バッテ リー (マイコン内蔵型ニッケル水素電池)交換

バ ッテ リー部品交換

密閉型は､ 2,000円増しとす

ること｡



内蔵充電器交換 47,400 簡易電動型は､5,000円増 しとすることo

外部充電器交換 20,000

充電器部品交換 ll.800

オイル又はグリス交換 2,700

ステッキホルダー (杖たて)交換 3,000

屋外用キャスター (エアー式等)交換 7,500

転倒防止用装置交換 3,750

クライマーセット (段差乗り越え補助装置)交換 . 18,000

フロン トサブホイ⊥ル (溝 .脱輪防止装置)交換 ll,200

酸素ボンベ固定装置交換 13,000

人工呼吸器搭載台交換 25,000

栄養パ ック取付用ガ- トル架交換 9,000

点滴ポール交換. 9,000

歩行車 キャスター (大)交換 7,400 1回当たりとすることo総塗り替えの場合に限ること○

キャスター (小)交換 3,700

腰掛交換 4,850

肘当交換 7,200

塗装 8,500

収尿 也冒通 サポータ交換 4,000 1希30枚入

ゴムバンド付収尿瓶交換 3,900

ゴム管及びつなぎ管付収尿ゴム袋交換 1,950

栄 型 両面粘着シー ト 2,100

空 脇当交換 1,450

:ロー棉助つス_ 凍結路面用滑り止め (非ゴム系)交換 1,000

介 a. 昇降機構 (手動 .油圧)シリンダー交換 85,000

シリンダー修理b. キャスター交換 19,000ll,000



用 ス トッパー付きキャスター交換 13,00034,000

リ C. ハンガーなど

フ ハンガー交換

タ S環交換 900

l チェーン交換 (80占m単位)'d. シー トキャンバスシー ト交換 32029,000

メッシュシー ト交換e. ベル トスクリングベル ト交換 J(1本) 37,50016,000

フ(ロ車】いテすl.シ電ヨ動ン車パ いツすド空 プラスチックフィルムカバー交換 3,420

重度悼害者用意思伝逮装･置 本体修理 5b,ooo 触れる操作で信号入力が可能なタッチセンサーコントローラーであること○別途必要なタッチ式入力装置は10,000円､ピンタッチ式先端部は6,300円増しとすること○

固定台 (アーム式又はテ⊥ブル置き式)交換 30,000

入力装置固定具交換 30,000

呼び鈴交換 20,000

呼び鈴分岐装置交換 ~20,000

接点式入力装置 (スイッチ)交換 10,000

帯電式入力装置 (スイッチ)交換筋電式入力装置 (スイッチ)交換 40,00080,000

光電式入力装置 (スイッチ)交換 50,000

呼気式■(吸気式)入力装置 (スイッチ)交換 35,000

圧電素子式入力装置 (スイッチ)交換 38,000､

注視点検出ユニット交換 1,150,000

CCDカメラ交換 100,000



l lccDカメラ用リモコン雲台交換 】 39,800 l
(注)

1 価格は､原則として1枚 (個)当たりとすること○

2 矯正用レンズに乱視矯正を含む場合は､片眼又は両眼にかかわらず､4,200円増しとすること○

3 部品交換の価格は､1回当たりとすること8

4 重度障害者用意思伝達装置に対して行われた修理が､製造メーカ⊥等による保証期間内である場合には､修理


